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平成３０年 予算特別委員会 

（会議録 第１号） 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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      教 育 部 次 長         横 山 大 治 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

７．本会議に職務のため出席した者の職氏名   

      議 会 事 務 局 長         三 村 伸 一 

      議会事務局書記         永 谷   望 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

８．会議に付した事件 

 議案第２９号 平成３０年度熊野町一般会計予算について 

 議案第３０号 平成３０年度熊野町国民健康保険事業特別会計予算について 

 議案第３１号 平成３０年度熊野町公共下水道事業特別会計予算について 

 議案第３２号 平成３０年度熊野町後期高齢者医療特別会計予算について 

 議案第３３号 平成３０年度熊野町介護保険特別会計予算について 

 議案第３４号 平成３０年度熊野町上水道事業会計予算について 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９．議事の内容 
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（開会 午前９時３０分） 

○予算特別委員長（藤本） ただいまの出席委員は１６名です。定足数に達していますので、

ただいまから予算特別委員会を開会します。 

  お諮りします。 

  予算特別委員会の議事録については、公開することとしておりますが、閲覧用の会議

録については、委託料･工事請負費の金額を非公開にしたいと思いますが、これに異議

ありませんか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（「なし」の声あり） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） 異議がないようですので、閲覧用の会議録については、委託

料･工事請負費の金額を非公開とすることに決定しました。 

  それでは、本委員会に付託されました、議案第２９号から議案第３３号までの平成３

０年度熊野町一般会計予算及び各特別会計予算、議案第３４号、平成３０年度熊野町上

水道事業会計予算についてを議題とします。 

  初めに審査の手順でありますが、お手元にお配りしております、平成３０年予算特別

委員会進行方法案をごらんください。 

  まず、本委員会の進め方についてでありますが、昨年と同様に３つの分科会を設置し

て審査を進めることとし、審査の分担については、進行方法案に記載のとおりとします。 

  なお、それぞれの分科会には、議員の皆さんどなたでも出席し、質疑できることとし

たいと思います。 

  次に、進行役ですが、それぞれの常任委員長を進行役とさせていただきます。 

  また、分科会は、本予算特別委員会の正副委員長のいずれかが出席しなければ開会で

きないこととさせていただきたいと思います。 

  続いて、今後の審査の進め方についてですが、概要説明の後、第１委員会室へ移動し、

順次、総務厚生分科会、産業建設分科会、文教分科会により審査を行っていただき、そ

れぞれの費目・会計ごとに質疑の時間を設けたいと思います。 

  分科会終了後、議場において本委員会を再開して、各分科会の報告をそれぞれの常任

委員長からしていただいた後に総括質疑を行い、委員会としての意見をまとめたいと思

います。 
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  以上のような手順で審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（「異議なし」の声あり） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） 異議なしと認めます。 

  本委員会の審査手順については、以上のとおりと決定しました。 

  それでは、早速本日の審査に入りたいと思います。 

  予算の概要につきまして、一般会計予算及び各特別会計予算は副町長から、上水道事

業会計予算は、建設部長から説明を受けたいと思います。 

  それでは、まず副町長から一般会計予算及び各特別会計予算について説明を求めます。 

  内田副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（内田） それでは、平成３０年度熊野町一般会計予算（案）と４つの特別会計

予算（案）につきまして、事前に配付をさせていただきました資料２０、「平成３０年

度歳入歳出予算説明資料」により、説明をさせていただきたいと思います。 

  資料２０の１ページをごらんいただきたいと思います。 

  １ページには、各会計予算の規模を記載しております。 

  一般会計の平成３０年度当初予算案は、９１億７，２２１万６，０００円で、前年度

と比べ、１０億６，５２８万６,０００円、１３.１％の増となっております。 

  次に、平成３０年度の各特別会計予算案でございますが、全体では、６４億３，９９

５万７,０００円で、前年度に比べ、８億４，３７３万６,０００円、１１.６％の減と

なっております。 

  参考までに、一般会計と特別会計を合わせた熊野町全体の予算の規模は、１５６億１，

２１７万３,０００円となっております。企業会計を含めた全体額は、合計欄のとおり、

１６１億９，１０２万円となっております。 

  ２ページ及び３ページをごらんください。 

  ２ページには、３０年度と２９年度の一般会計当初予算の歳入を比較した表を、３ペ

ージには、「歳入構成比較」としまして、３０年度と２９年度の各歳入科目の構成額の

比較を棒グラフであらわしたものと、３０年度予算案の歳入構成を、円グラフであらわ

したものを掲載をしております。 
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  まず、２ページをごらんください。歳入科目のうち、主なものについて、御説明をさ

せていただきます。 

  第１款「町税」は、２３億４,６１２万７,０００円で、町民税においては、景気回復

傾向にあることから個人町民税、法人町民税が増。固定資産税では、償却資産の増を見

込むものの、３年に１度の評価がえの年となり家屋の経年減価があるため減。軽自動車

税については、制度改正に伴う経年重課による増。町たばこ税においては、売り上げ本

数の減少等による減を見込むことから、町税としては、前年度に比べて７０万円、０.

０３％の増となっております。 

  第２款から第８款及び第１０款の地方譲与税や各交付金は、県が示した見込み額を計

上しております。これらの合計額は、５億１，７７９万２,０００円、前年度に比べ３，

０９９万５,０００円、６.４％の増となっております。 

  中でも、第６款「地方消費税交付金」は、３億８,１３８万円で、１，０１６万５,０

００円、２.７％の増となっております。 

  このうち、地方消費税率引き上げ分は、１億８,１５７万９,０００円を見込んでおり、

これを社会保障経費に充てるよう、使途の明確化をしているところございます。 

このため、６ページになりますが、引き上げ分の地方消費税交付金の充当先を掲載

しております。「地方消費税交付金」自体が一般財源ですので、資料により使途を明示

させていただいたものです。後ほど確認をお願いいたします。 

  いま一度２ページにお戻りいただきたいと思います。 

  第９款「地方交付税」は、１９億８,７００万円で、基準財政需要額の増などにより

３５１万１，０００円、０．２％の増となっております。 

  第１３款「国庫支出金」は、１４億３,８４９万７,０００円で、小・中学校大規模改

造事業に伴う「学校施設環境改善交付金」の増、認定こども園に移行予定の第二聖徳幼

稚園の施設整備に伴う「保育所等整備交付金」の増、都市再生整備計画事業の終了に伴

う「都市再生整備計画事業交付金」の減などにより、３億８５３万円、２７.３％の増

となっております。 

  第１４款「県支出金」は、５億９,６２９万３,０００円で、「子どものための教育・

保育給付費県費負担金」、「障害者自立支援等諸費県費負担金」、「後期高齢者医療保

険料軽減分負担金」の増などにより、２，７１７万１，０００円、４.８％の増となっ

ております。 
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  第１７款「繰入金」は、８億６,１４９万４,０００円で、財政調整基金繰入金や、公

共施設等整備基金繰入金等の繰り入れによるもので、３億２,７７８万円、６１.４％の

増となっております。 

  第２０款「町債」は、９億１,５２２万２,０００円で、防災行政無線デジタル化への

移行に伴う緊急防災・減災事業債、小・中学校大規模改造事業に伴う、学校教育施設等

整備事業債の増などにより、３億５,２４１万４,０００円、６２.６％の増となってお

ります。このうち、地方交付税を補てんし、後年に交付税措置のある臨時財政対策債は、

３億３,２５２万２,０００円を予定をしております。 

  続いて、３ページの棒グラフですが、歳入費目ごとの棒グラフのうち、左側の斜線が

３０年度、右側の網掛けが２９年度の当初予算額でございます。 

  本町における歳入の主要な財源が、「町税」と「地方交付税」であることが、グラフ

表示で明瞭に見てとれます。町税、地方交付税ともに、若干の増加となっております。 

  次に、下の円グラフですが、右側が町税などの自主財源、左側の色の濃い部分が、地

方交付税などの依存財源で、自主財源が４０.５％、依存財源が５９.５％の割合となっ

ており、自主財源の比率は、予算総額に占める依存財源の伸びにより、対前年度で１.

１ポイントの減となっております。 

  歳入の内訳では、先ほど申しましたように、自主財源の「町税」が全体の２５.６％

で最も多く、次いで、依存財源の「地方交付税」の２１.７％、同じく依存財源の「国

庫支出金」の１５.７％と続いております。 

  続いて、歳出について、御説明をさせていただきます。４ページ及び５ページをごら

んください。 

  ４ページには、３０年度と２９年度の一般会計の当初予算の歳出を比較した表を、５

ページには、３０年度と２９年度の「歳出構成比較」としまして、各歳出科目の構成額

の比較を棒グラフであらわしたものと、３０年度予算案の歳出構成を円グラフであらわ

したものを掲載しております。 

  まず４ページの歳出科目の主なものについて、御説明をさせていただきます。 

  第１款「議会費」は、１億１,５２５万６,０００円、職員手当、議員期末手当の増な

どにより、４５万３,０００円、０.４％の増となっております。 

  第２款「総務費」は、１２億７,１２０万８，０００円で、第１項の「総務管理費」

では、町制施行１００周年記念事業の実施に要する経費を計上しております。 
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  第２項の「企画費」では、生活福祉交通「おでかけ号」を継続して運行する経費を計

上しております。また、筆の里工房事業として、老朽化した空調設備及び常設展示室の

改修工事に要する経費を、計上しております。 

  第４項「戸籍住民基本台帳費」では、マイナンバーカードを活用した、住民票等の各

種証明書のコンビニ交付導入に係る経費の増。 

第５項の「選挙費」では、県知事選挙に要する経費を減額し、県議会議員選挙に要

する経費を計上しております。 

  総務費全体では２億７,７９４万８,０００円、２８.０％の増となっております。 

  次に、第３款「民生費」では、３６億４,６５９万１,０００円で、第１項「社会福祉

費」では、都市再生整備計画事業に伴う経費を減額し、健康づくり・介護予防ポイント

事業に要する経費や、障害者総合支援事業に係る扶助費を増額しております。 

  特別会計への繰出につきましては、国民健康保険事業特別会計繰出金及び介護保険特

別会計繰出金が減額、後期高齢者医療特別会計繰出金は、増額となっております。 

  第２項「生活保護費」では、生活保護システムの更新に要する経費の増額、及び生活

保護費支給事業において医療扶助などの増額を見込んでおります。 

第３項「児童福祉費」では、子育て支援センター事業を、旧西公民館跡地において

実施するための経費や、対象学年を小学５年生まで拡大して実施する放課後児童クラブ

に係る経費、認定こども園に移行予定の町内幼稚園の施設整備補助に要する経費を増額

しております。 

  民生費全体では、３億１１８万円、９.０％の増となっております。 

  第４款「衛生費」は、６億１,９９０万３,０００円で、第１項「保健衛生費」では、

新年度から新規に導入するがん検診の胃部内視鏡検査や、新生児聴覚検査に要する経費

を計上し、第２項「清掃費」では、安芸地区広域ごみ焼却場の長寿命化工事終了に伴う

事業負担金の減や、呉市連携事業として実施する呉市斎場の広域利用に伴う葬祭費補助

金の減を見込んでおります。 

  衛生費全体では、５,２７８万１,０００円、７.８％の減となっております。 

  第５款「農林水産業費」は、４,０８８万３，０００円で、小規模崩壊地復旧事業の

減などにより、１，１６２万７，０００円、２２・１％の減となっております。 

  第６款「商工費」は、１億５,６２３万円で、くまの産業団地の立地企業への奨励金

交付に要する経費を計上しております。 
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全体では、７３２万５,０００円、４.９％の増となっております。 

  第７款「土木費」は、９億１,１６２万２,０００円で、第２項「道路橋梁費」では、

引き続き道路網の安全性と利便性を確保するため、通学路の歩道、側溝設置等の新設・

改良など町道の改良工事等に係る経費などを計上しております。 

  第４項「都市計画費」では、地域資源を活用した観光交流拠点となる筆の里工房周辺

の公園整備に要する経費、子育て世代「住むならくまの」応援事業として、住宅購入費

の助成に係る、子育て世代の定住促進を引き続き実施するための経費を計上しておりま

す。 

  土木費全体では、１億５，３２９万４,０００円、２０.２％の増となっております。 

  第８款「消防費」では、５億２,１６１万４,０００円で、第二小学校区におけるハザ

ードマップ作成、防災行政無線デジタル化への移行に伴う工事に要する経費を計上して

おります。 

  全体では、１億６,５７６万１,０００円、４６.６％の増となっております。 

  第９款「教育費」は、１２億３，１７４万８,０００円で、第２項「小学校費」及び

第３項「中学校費」では、第一小学校東校舎の大規模改造工事、熊野東中学校普通教室

棟大規模改造工事第Ⅱ期、及び各学校のエアコン設置に係る実施設計に要する経費を増

額。ＩＣＴ教育充実に向けた環境整備に要する経費を引き続き計上しております。 

なお、第一小学校、東中の大規模改造工事につきましては、このほど、平成２９年

度の国の補正予算での採択が決定しましたので、新年度適正な時期に減額をさせていた

だきたいと考えております。 

  第４項「学校給食費」では、小・中学校の児童生徒にデリバリー給食を提供するため

の経費を引き続き計上しております。 

  第７項「保健体育費」では、町民グラウンドの水はけ改善等の全面改修及びグラウン

ドゴルフコースの実施設計に要する経費を計上しております。 

  教育費全体では、２億２,９０１万２,０００円、２２.８％の増となっております。 

  第１１款「公債費」では、６億３,６６０万円で、平成２６年度借り入れ分の「臨時

財政対策債」の元金償還の増額、都市再生整備事業に伴う公共事業等債などの元金償還

開始による増額。低利率での借り入れによる利子の減額により、全体で４９９万円、０.

８％の減となっております。 

  続いて、５ページの歳出科目ごとの棒グラフでございますが、歳入と同様に、左側の
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斜線が３０年度、右側の網掛けが２９年度の当初予算額でございます。このグラフでも

御確認いただけますように、「民生費」の構成割合が大きいことが見てとれ、予算の中

で非常に大きなウエートを占めております。 

  また、下の円グラフですが、「民生費」の構成比率３９.８％に次いで、「総務費」

１３.９％、「教育費」の１３.４％、「土木費」の９.９％となっております。 

  次の６ページお願いいたします。 

引き上げ分の地方消費税交付金の使途でございます。 

  以上、一般会計予算（案）について、その概要を御説明させていただきました。 

  次に、７ページをごらんください。 

  各会計の１０年間の当初予算の推移を載せております。 

  ここ５年間の予算額を見ますと、一般会計については、２６年度まではおおむね７５

億円前後の規模で推移をしておりましたが、２７、２８年度は８５億円を超えました。

２９年度は８１億円と減少しましたが、３０年度当初予算については、前年度と比較す

ると１３.１％増となる９２億円程度となっております。 

  ８ページをお願いいたします。 

  ８ページには、一般会計の款別の５年間の推移を掲載しております。 

  次に、各特別会計の予算について御説明を申し上げます。 

  ９ページをごらんください。 

  平成３０年度国民健康保険事業特別会計予算（案）でございます。国民健康保険事業

においては、新年度より新たな財政運営の仕組みが創設されております。 

  予算総額は、歳入歳出それぞれ２８億１,６７０万７,０００円で、前年度比８億３,

８８３万４,０００円、２２.９％の減となっております。 

  歳入の主なものでは、第１款「国民健康保険税」では、４億８,９２０万８,０００円

で、税率改正及び被保険者数の減により、３，８２６万１,０００円、７.３％の減。 

  第４款「県支出金」は、２１億３,６１４万６，０００円で、保険給付費等交付金の

新設により、１９億６,４４５万３，０００円、１１４４．２％の増。 

  第６款「繰入金」は、１億８,２４４万２,０００円で、保険税の軽減等に係る国・県

の財政支援の減額及び予備費の減額により、１,７３１万９,０００円、８.７％の減と

なっております。 

  歳出では、第２款「保険給付費」が、２７億６,６９４万２,０００円で、国民健康保
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険事業費納付費の新設により、４億５７５万３,０００円、１７．２％の増。 

  第３款「保健事業費」では、２，５３２万１，０００円で、特定健診・保健指導に係

る経費を過去の受診率等で算出し、３１４万６，０００円、１４．２％の増となってお

ります。 

  次に、１０ページをごらんください。 

  平成３０年度公共下水道事業特別会計予算（案）でございます。 

  予算総額は、歳入歳出それぞれ、８億２,６６２万６,０００円で、前年度比６,６９

７万５,０００円、７.５％の減となっております。 

  整備地区は、川角、出来庭、及び呉地地区の約１.６９ヘクタールの整備を予定して

おります。 

  歳入では、第１款「分担金及び負担金」が、８７１万２，０００円で、５８０万８,

０００円、４０.０％の減。 

  第２款「使用料及び手数料」は、２億６,９５３万１,０００円で、１９３万６,００

０円、０.７％の減となっております。これらは、受益者負担金の賦課対象区域及び１

件当たりの使用水量の減によるものでございます。 

第６款「諸収入」は、３２６万円で、３００万１，０００円、１，１５８．７％の

増となっております。これは、県道矢野安浦線改良工事に伴う物件移転補償費の増によ

るものでございます。 

  第７款「町債」は、１億８,３５０万円で、公共下水道整備費の減少に伴い、４,０５

０万円、１８.１％の減となっております。 

  歳出では、第１款「総務費」では、１億９，９６０万４,０００円で、認可計画図面

作成業務の皆減、流域下水道維持管理負担金及び消費税の減により、９２８万８,００

０円、４.４％の減となっております。 

  第２款「事業費」は、１億１,７７３万６,０００円で、公共下水道整備の減少などに

伴い、５,８８３万３,０００円、３３.３％の減となっております。 

  次に、１１ページをごらんください。 

  平成３０年度後期高齢者医療特別会計予算（案）でございます。 

  予算総額は、歳入歳出それぞれ、６億９,２７４万４,０００円で、前年度比６,０９

１万１,０００円、９.６％の増となっております。 

  歳入では、被保険者から徴収する、第１款「後期高齢者医療保険料」が、３億２,０
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６８万３,０００円で、３,９１８万９，０００円、１３.９％の増。 

  第４款「繰入金」は、３億７,０３０万４,０００円で、２,１０３万１,０００円、６.

０％の増となっております。これらは、被保険者の増などによるものでございます。 

  歳出では、広域連合に納付する「後期高齢者医療広域連合納付金」が、被保険者の増

に伴う医療費及び保険料の増額等により、６億８,９３０万６,０００円で、６,０１４

万９,０００円、９.６％の増となっております。 

  次に、１２ページをごらんください。 

  平成３０年度介護保険特別会計予算（案）でございます。 

  介護保険特別会計につきましては、地域包括支援センターの業務のうち、介護予防プ

ランを作成する一事業所としての会計を明確に区分するため、介護サービス事業勘定を

設け、保険事業勘定と分けて予算計上を行っております。 

  まず、保険事業勘定では、歳入歳出それぞれ２０億９,６６１万８,０００円で、前年

度比６６９万円、０.３％の増となっております。 

  歳入では、第１款「保険料」は、５億８,５７２万１,０００円で、６５歳以上の第１

号被保険者の増加により、２,５１２万６,０００円、４.５％の増となっております。 

  第３款「支払基金交付金」は、５億４,３６１万４,０００円で、第２号被保険者の負

担割合の変更に伴う減額により、１，５０２万７,０００円、２.７％の減。 

  第４款「国庫支出金」は、３億７,９８８万１,０００円で、１９９万８,０００円、 

０.５％の増。 

  第５款「県支出金」は、３億１８２万９,０００円で、２２６万８,０００円、０.

８％の増となっており、これらは、給付費に対するそれぞれの負担割合により算定をし

ております。 

  第６款「繰入金」は、２億８,４００万１,０００円で、介護保険法改正に伴うシステ

ム改修費の減額により、７５０万１,０００円、２.６％の減となっております。 

  歳出では、第１款「総務費」は、２,０２０万３,０００円で、介護保険法改正に伴う

システム改修費の減額により、前年度比４７０万３,０００円、１８.９％の減となって

おります。 

  第２款「保険給付費」は、１９億５,４０７万円で、６３２万円、０.３％の増。 

  第３款「地域支援事業費」は、１億３４万５,０００円で、総合事業における訪問型

サービスＡ事業開始に伴う経費を計上したことにより、５０７万３,０００円、５.３％
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の増となっております。 

  次に、介護サービス事業勘定では、歳入歳出それぞれ７２６万２，０００円で、前年

度比５５２万８,０００円、４３.２％の減となっております。 

  以上、平成３０年度の一般会計及び各特別会計予算（案）について、その概要を説明

させていただきました。 

  なお、各予算の詳細につきましては、後ほど、予算書にそって、各課長から事業ごと

に、説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

  私からの説明は、以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） 御苦労さまでした。続いて、建設部長から上水道事業会計予

算について、説明を求めます。 

  沖田建設部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部長（沖田） はい。それでは、議案第３４号、「平成３０年度熊野町上水道事業

会計予算案」につきまして、「平成３０年度歳入歳出予算書」を用いて、概要を説明さ

せていただきます。 

  予算書の緑色の仕切り、一番最後になります。上水道事業会計の１ページをごらんく

ださい。 

  まず、第２条の業務の予定量、（１）給水戸数でございますが、過去の実績と近年の

動向をもとに、前年度に比べ１３１戸の増加を見込み、９,２７３戸の給水戸数として

おります。 

  次に（２）年間総配水量、及び（３）一日平均配水量につきましては、前年度と比較

して０.５％の減少を見込み、年間総配水量は１８０万６,０２０立方メートル、一日平

均配水量は ４,９４８立方メートルとしております。 

  次に（４）主要な建設改良事業につきましては、前年度と比較して１４.９％増の７,

２６０万円としております。 

  内訳といたしましては、未給水地区解消事業として３９０万円のほか、熊野団地等の

老朽管の更新事業として、６,８７０万円を予定しております。 

  続きまして、５ページをお開きください。 

  「収益的収入及び支出」についてですが、収入の１款、水道事業収益は、前年度と比
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較して、０.４％減の５億３,０４４万円としております。 

  減額の主な要因は、水道使用量の低減により１項、営業収益、１目、給水収益の減少

見込みによるものでございます。 

  続きまして、支出の１款、水道事業費用でございますが、前年度と比較して３.１％

増の４億９,７６６万１，０００円としております。 

  増額の主な要因は、県道矢野安浦線の拡幅工事に伴い、水道管を移設する必要がある

ことから、１項、営業費用、３目、受託工事費を増額したことによるものでございます。 

  続きまして、６ページをお開きください。 

  「資本的収入及び支出」についてですが、収入の１款、資本的収入につきましては、

前年度と比較して１１.９％減の１,９７８万１,０００円としております。 

  減額の主な要因は、１項、分担金の新設申込分担金の見込み減によるものでございま

す。 

  続きまして、支出の１款、資本的支出でございますが、前年度と比較して１０.０％

増の８,１１８万６,０００円としております。 

  増額の主な要因は、これまで熊野団地で計画的に実施しております、老朽管路更新事

業に加え、関連する川角地区の隣接排水管路におきましても、老朽管路更新を実施する

ことに伴い、１項、建設改良費、１目、排水設備工事費を増額したことによるものでご

ざいます。 

  平成３０年度熊野町上水道事業会計予算案の概要説明は以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） 以上で予算の概要説明が終了しました。 

  以上をもちまして、予算特別委員会は散会とします。再開は、３つの分科会の終了後

とさせていただきます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（散会 午前１０時０８分） 
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平成３０年 予算特別委員会 総務厚生分科会 

（会議録 第１号） 

 

１．招集年月日  平成３０年３月８日 

２．招集の場所  第１委員会室 

３．開会年月日  平成３０年３月８日 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

４．出席委員（１６名） 

    １番 尺 田 耕 平     ２番 竹 爪 憲 吾 
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９．議事の内容 
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（開会 １０時２０分） 

○総務厚生分科会進行役（時光） そろわれましたので、ただいまから平成３０年度予算

特別委員会総務厚生分科会を開催します。 

  それでは、平成３０年度の事業ごとにおける歳入歳出予算について、説明を受けたい

と思います。 

  初めに、議会費と総務費について、説明をお願いします。 

  桐木財務課長。 

○財務課長（桐木） それでは、予算書の５８ページ、５９ページをお願いします。 

  １款議会費でございます。ページの右上、議会事務一般でございます。この事業は、

議員報酬などのほか、議会運営に要する事務費等を計上するもので、事業全体で９,７

５４万１,０００円、本年度より３９万３,０００円、０.４％の減となっております。

減額の要因といたしましては、共済費の議員共済会給付費負担金の算定率の変更などに

よります。 

  事業内容は、報酬や期末手当は条例に基づく所定の額を計上するほか、旅費は費用弁

償及び特別旅費として４４３万３,０００円を計上し、また、委託料は、本会議、全員

協議会及び予算・決算特別委員会の議事録反訳業務を委託するもので、●●●●●●●

●●●円を計上しております。 

  続く人件費は、職員給与でございます。各科目に計上しております人件費につきまし

ては、説明を省略させていただきます。 

○総務部次長（西村） 続きまして、６０、６１ページをお願いいたします。 

  第２款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費、人事管理事業について御説明

をいたします。この事業は、嘱託職員や産業医の報酬、臨時職員の賃金等、給与システ

ム電算処理業務や宿日直業務の委託料、それから職員の健康診断や県からの派遣職員負

担金などを計上しております。事業費全体で５,５６８万円、本年度より１,８９８万５,

０００円、５１.７％の増となっております。  

  歳入の特定財源、国・県支出金１４６万２,０００円は、広島県の地域廃棄物対策支

援事業補助金、その他３９３万７,０００円は臨時職員の社会保険料納付金でございま

す。  

  増額の主な要因でございますが、本年度の退職者等の影響から職員数が不足する状況

がございますが、後年の人事管理のことから、新規採用で全ての人員を賄うことをせず、
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臨時職員の雇用により対応しようとするものでございまして、この影響分として、賃金

で約１,４００万円の増。また、平成３２年度に嘱託・臨時職員の制度改正が行われる

こととなっておりますが、この法改正に対応するための業務及び人事給与システムの更

新に係る業務により、約３５０万円増額の委託料を計上したことなどによるものでござ

います。 

  主な事業費は、嘱託職員等の報酬２８０万１,０００円、臨時職員１２名分の賃金２,

２８２万４,０００円、そして宿日直業務及び電算処理業務等の委託料●●●●●●●

●●●円、派遣職員負担金等の負担金補助及び交付金９８５万７,０００円でございま

す。 

  続きまして、６２、６３ページをお願いいたします。 

  このページ中段からの職員研修事業でございます。この事業は、広島県自治総合研修

センターや市町村アカデミー、自治大学等の実施する研修へ職員を参加させるために必

要な費用を計上するもので、事業費全体で１５６万７,０００円、本年度より７万７,０

００円、４.７％の減となっております。 

  歳入の特定財源、その他６７万６,０００円につきましては、町村会及び市町村振興

協会からの研修助成金でございます。 

  主な事業費は、研修参加に伴う旅費５５万４,０００円、職員研修の委託料●●●●

円、自治大学校入校負担金等の負担金補助及び交付金４４万円でございます。 

  続いて、６４、６５ページをお願いいたします。 

  最上段にございます事務管理事業でございます。この事業は、役場庁舎内で使用する

事務用品、コピー機、印刷機を一元管理するほか、例規集の管理・更新のための費用を

計上しております。事業費全体で１,０９５万９,０００円、本年度より２万円、０.

２％の減となっております。 

  歳入の特定財源、その他１５万円につきましては、広告料収入でございます。減額の

要因は、事務用品等消耗品の減額によるものでございます。  

  主な事業費は、消耗品等の需用費４９３万８,０００円、例規集の維持管理等の委託

料●●●●●●●●●●円、コピー・印刷機に係る使用料及び賃借料３８０万７,００

０円でございます。 

  続いて、中ほどの一般管理事業についてです。この事業は、郵便料、電話代、町の所

有管理する施設での事故に対する賠償保険料、顧問弁護士委託料、各種の公的団体への



－19－ 

負担金等を計上しておりまして、事業費全体で１,７１９万５,０００円、本年度より６

７万１,０００円、４.１％の増となっております。 

  歳入の特定財源、その他２２万円は、庁舎１階ロビーに設置しております公衆電話使

用料２万円及び町村会からの助成金２０万円でございます。  

  主な事業費は、電話料金ほか通信運搬費等の役務費１,０２９万３,０００円でござい

ます。 

○財務課長（桐木） ６６、６７ページをお願いします。 

  中ほどの庁舎維持管理事業でございます。この事業は、役場庁舎の維持管理経費とし

まして、光熱水費、清掃業務、エレベーター、消防設備、空調設備などの保守点検委託

料と、機械警備や議会インターネット中継に係る委託料、庁舎敷地借地料などの計上を

しております。事業費全体で３,６７７万３,０００円、本年度より３４１万８,０００

円、８.５％の減となっております。 

  歳入は、行政財産目的外使用料１５１万７,０００円、広告収入１２万２,０００円、

職員駐車場使用料３０８万１,０００円、自動販売機設置負担金４３万２,０００円でご

ざいます。 

  減額の主な要因は、長期継続契約による確定額を計上したもので、庁舎清掃業務委託

料などの減によります。 

  主な事業費は、光熱水費等の需用費１,５６３万７,０００円、施設設備保守点検等の

委託料●●●●●●●●●●円などでございます。 

  ６８ページ、６９ページをお願いします。 

  中ほどの公用車集中管理事業でございます。この事業は、財務課において集中管理す

る公用車１３台に係る燃料費、車検代、損害保険料及び重量税などを計上するもので、

事業費全体で４３８万３,０００円、本年度より１３６万７,０００円、４５.３％の増

となっております。増額の主な要因は、集中管理公用車を１台、老朽化により買いかえ

るものでございます。 

  主な事業費は、燃料費等の需用費２２７万２,０００円、公用車の備品購入費１２９

万７,０００円などでございます。 

○企画担当課長（西川） 続いて、町制施行１００周年記念事業でございます。この事業

は、平成３０年に町制１００周年を迎えるに当たり、各種記念事業等を実施するもので、

記念式典を初め、記念誌や絵本の発刊、記念イベントの実施など、その事業費として３,
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０２９万７,０００円、本年度より２,５２３万９,０００円、４９９％の増となってお

ります。増額の主な要因は、１００周年記念事業の実施年度に当たるため、記念式典開

催費用や記念誌、絵本の印刷費用など、その事業費によるものでございます。 

  主な事業費は、時間外勤務手当１３７万５,０００円、式典記念品料などの報償費３

６７万６,０００円、ＰＲ用のぼり旗の制作費など需用費５３０万５,０００円、記念式

典の業務委託料など●●●●●●●●●●円、夏祭り実行委員会などへの補助金８７６

万２,０００円でございます。 

  歳入の特定財源は、その他３,０２９万７,０００円、筆づくり基金繰入金が２,９９

０万７,０００円、記念誌販売などによる町制施行１００周年記念関連販売手数料３０

万円でございます。 

○財務課長（桐木） 続きまして、７２、７３ページをお願いします。 

  財政管理費の財政管理事業でございます。この事業は、財務事務に要する経費を計上

するもので、事業全体で１,１１５万８,０００円、本年度より１９９万１,０００円、

１５.１％の減となっております。減額の主な要因は、公会計統一基準への移行に伴う

備品購入費の減などによるものです。 

  主な事業費は、予算の編成・執行、決算管理等に係る電算処理の電算機器の保守等に

要する経費でございまして、財務会計システムの利用料としまして、役務費の手数料５

８７万１,０００円を計上しております。 

  続く委託料では、公会計対応のための支援業務に、公会計システム及び契約管理シス

テムの保守料に加え●●●●●●●●●●円。また、使用料及び賃借料では、契約管理

システムリース料などで７５万７,０００円でございます。 

  続きまして、３目会計管理費の会計事務でございます。この事業は、出納事務を執行

する会計課の業務全般に係る経費を計上するもので、事業全体で１２０万９,０００円、

本年度より６万円、４.７％の減となっております。減額の要因は、前年度の実績に応

じて必要な経費を計上したことによります。 

  主な事業費は、職員手当のほか、参考図書の購入、納入通知書の印刷など、需用費１

９万８,０００円、口座振替取扱手数料などの役務費７２万５,０００円でございます。 

  続いて、７４、７５ページ、４目財産管理費の公有財産管理事業でございます。この

事業は、財務課所管の普通財産などを管理する経費を計上するもので、事業全体で３２

４万９,０００円、本年度より９４万２,０００円、４０.８％の増となっております。



－21－ 

増額の主な要因は、委託料における草刈り業務を追加したことなどによるものです。 

  主な事業費では、土地鑑定等に要する経費の手数料９０万円、草刈りに要する委託料

●●●●●●●●●●円などを計上しております。 

  続きまして、このページの５目交通安全対策費、交通安全対策事業、６目防犯対策費、

防犯対策事業につきましては、後ほど民生部から御説明をいたします。 

  続いて、７６、７７ページ、７目諸費の労働金庫預託事業でございます。この事業は、

町内に勤務または居住する労働者への融資資金として、中国労働金庫への預託金を計上

するもので、事業費は２,３００万円、本年度と同様の額でございまして、同額の預託

金返還金を財源とするものでございます。 

○税務課長（立花） 続きまして、７６、７７ページの収納金還付事業でございます。 

  この事業は、償還金利子及び割引料の費目で町税等の還付金・還付加算金にかかわる

経費を計上しております。事業全体で６００万円、本年度と同額となっております。歳

入の国・県支出金２１８万５,０００円は、県からの県民税徴税委託金でございます。 

○総務部次長（西村） 続きまして、このページの一番下の段から次のページにかけての

第２項企画費、第１目企画総務費、行政情報化事業についてでございます。この事業は、

事務の効率化を図るための庁舎内及び国・県との情報ネットワークに係る保守運用並び

に情報システムのセキュリティー強化対策経費を計上するもので、事業費全体で３,９

７５万２,０００円、本年度より５９１万１,０００円、１２.９％の減となっておりま

す。  

  歳入の特定財源、その他１５７万９,０００円は、企業会計である水道会計からの庁

舎内ＬＡＮ利用負担金でございます。 

  減額の主な要因につきましては、インターネットを介した行政情報の漏えいを防止す

るため、一昨年度から本年度にかけて構築いたしましたセキュリティー強化機能の初期

費用等が不要となったことによるものでございます。 

  主な事業費は、情報化支援業務等の委託料●●●●●●●●●●円、情報化機器等の

使用料及び賃借料２,２７１万７,０００円でございます。 

  続いて、７８、７９ページ、下のほうの地域情報化事業でございます。この事業は、

町内の公共施設に整備いたしました情報ネットワークの維持管理費用に要する経費でご

ざいまして、事業費全体で１,５９２万２,０００円、前年度より２７万１,０００円、

１.７％の減でございます。 
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  主な事業費は、回線使用料等の役務費４９４万３,０００円、ネットワーク機器の保

守に係る委託料●●●●●●●●●●円、ネットワーク機器の賃借に係る使用料及び賃

借料３０４万５,０００円でございます。 

○企画担当課長（西川） 続いて、８０、８１ページをごらんください。 

  企画一般事務事業でございます。この事業は、企画関係事務やふるさと納税記念品、

広域行政の推進に関する経費を計上するもので、事業全体で９５８万円、本年度より６

１０万７,０００円、１７５.８％の増となっております。増額の主な要因は、本町を応

援いただくふるさと納税につきまして、本年度からふるさと納税ウエブサイトふるさと

チョイスへの参加と、クレジット決済の開始による寄附額増加に伴う記念品料等の増額

によるものでございます。 

  主な事業費は、臨時職員の賃金８５万７,０００円、ふるさと納税として寄附をいた

だいた方への記念品料５５４万４,０００円、都市間交流のための特別旅費３２万７,０

００円、ふるさと納税クレジットサービスなどの手数料３７万４,０００円、記念品の

寄附者管理システムなど委託料●●●●●●●●●●円でございます。 

  歳入の特定財源、その他２,０００円は、臨時職員等社会保険料納付金でございます。 

  なお、平成３０年度のふるさと納税につきましては、この事業の特定財源としては充

当してはおりませんが、２,７７２万円を見込んでおります。 

○地域振興課長（西岡） 次に、８２ページ、８３ページ中ほどの２目広報費の広報広聴

事業でございます。この事業は、町広報の発行、町ホームページの管理を行うもので、

町広報の編集、印刷、配布に必要な経費を計上しております。事業費は１,２０４万５,

０００円、本年度より６.０％、６８万７,０００円の増となっております。増額の主な

要因は、町制１００周年特集号といたしまして、カラー４ページ版を３カ月分発行する

ための経費を計上したものでございます。 

  歳入欄の特定財源、国・県支出金は、自衛官募集の町広報掲載委託料で２万６,００

０円、その他は１９０万４,０００円で、内訳は筆の里づくり基金繰入金１２３万円、

諸収入６７万４,０００円で、町広報、ホームページ等の広告収入が３３万２,０００円、

県民だより、広島県議会だよりの配布負担金が合計で３４万２,０００円でございます。 

  主な事業費は、町広報の印刷製本費４６９万１,０００円、熊野町高齢者能力活用協

会への広報配布委託料●●●●●●●●●●円、各自治会への文書配布負担金６８０万

円でございます。 
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  次に、８３ページ下段の３目地域振興費の地域振興事業でございます。この事業は、

地域住民の参画によるまちづくりを推進するもので、各地区のコミュニティセンター、

老人集会所の管理、修繕に係る補助金のほか、まちづくり協働の推進に関する経費を計

上しております。事業費は、２,７０１万７,０００円、本年度より１５万１,０００円、

０.５％の増となっております。増額の主な要因は、老人集会所、コミュニティセンタ

ーの老朽化に伴います修繕費補助金の増でございます。 

  歳入欄の特定財源その他は１,８１０万円で、内訳は筆の里づくり基金繰入金１,８０

０万円、協働のまちづくり事業助成金１０万円でございます。 

  主な事業費は、行政協力員報酬４７０万４,０００円。８５ページをお願いします。

コミュニティセンター等管理費補助金１２５万円、コミュニティセンター等修繕費補助

金１８９万７,０００円、まちづくり協働推進事業補助金１００万円、ミント事業の住

民参加型のまちづくり施設整備補助金１,８００万円でございます。 

  次に、同じページの定住交流促進事業でございます。この事業は、町の魅力を発信す

るとともに、本町への定住交流の促進を図るもので、ふでりんマーケットや定住フェア

へ参画するものでございます。事業費は１２７万７,０００円、本年度より２４５万３,

０００円、６５.７％の減となっております。 

  減額の主な要因は、２年に一度実施しております芸術系大学生、大学院生への体験研

修を実施するため熊野町観光推進協議会へ補助をしておりますが、その補助金の減によ

るものでございます。 

  主な事業費は、ふでりんマーケットや定住フェアのチラシ等の印刷製本費１２万７,

０００円、役務費の広報広告料５２万８,０００円でございます。 

  続いて、下段、交通輸送対策事業でございます。この事業は、町内の生活交通を維持、

確保する取り組みを中心とした交通輸送対策に関する経費を計上するもので、事業全体

で３,２０９万７,０００円、本年度より２０２万円、６.７％の増となっております。

増額の主な要因は、役場前交差点付近駐輪場整備工事請負費の増によります。 

  歳入の特定財源、その他１,５１６万５,０００円は地域福祉基金からの繰入金１,０

８３万４,０００円、公共施設等整備基金繰入金１５０万円、雑入といたしまして、阿

戸線補助に対する広島市負担金分が２６０万２,０００円、同じく雑入、広島空港整備

費市町負担金助成金２２万９,０００円でございます。 

  ８７ページをお願いいたします。主な事業費でございますが、生活福祉交通おでかけ
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号の運行業務委託料●●●●●●●●●●円、バス路線補助金１,８２３万９,０００円、

広島空港整備のための広島県への負担金４６万円でございます。 

  次に、８７ページ中ほどの簡易宿所事業でございます。この事業は、旧西公民館を改

修し整備いたしました定住促進拠点施設くまのこども夢プラザの２階に設けました簡易

宿所の管理に必要な経費を計上しております。事業費９０万８,０００円でございます。 

  歳入の特定財源、その他１０万５,０００円は、施設使用料でございます。 

  主な事業費は、旅館業許可手数料等１２万２,０００円、ふとんリース料４８万６,０

００円でございます。 

  次に、８７ページ下段の香草等利活用推進事業でございます。この事業は、新たな観

光資源開発を目指し、香草、薬草などの園芸産品の開発に取り組むもので、事業費は３

８９万１,０００円でございます。 

  歳入の特定財源、その他３８９万１,０００円は、筆の里づくり基金繰入金でござい

ます。 

  主な事業費は、香草等利活用推進業務委託料●●●●●●●●●●円でございます。 

  次に、８９ページの上段になります、第４目筆の里工房費の筆の里工房事業でござい

ます。この事業は、筆の里工房の円滑な運営のために必要な経費を計上しております。

事業費は３億３,５７５万４,０００円、本年度より１億９,７５０万１,０００円、１４

２.８％の増となっております。増額の主な要因でございますが、筆の里工房の空調改

修工事請負費、常設展示室改修に要する経費を計上したことによるものでございます。 

  歳入の特定財源、その他１億８,８４７万１,０００円は、行政財産使用料３７万１,

０００円、公共施設等整備基金繰入金１億６,２１０万円、筆の里づくり基金繰入金２,

６００万円でございます。 

  主な事業費は、指定管理委託料●●●●●●●●●●円、施設管理業務委託料●●●

●●●●●●●円、空調改修工事、トイレ洋式化工事、水道メーターの交換工事等で●

●●●●●●●●●円でございます。負担金補助及び交付金では、企画展等への補助の

自主事業補助金３,０００万円、人件費補助の管理運営事業補助金４,６９５万円、地域

の芸術環境づくり事業補助金５００万円、計８,１９５万円でございます。 

  次に、同じ８９ページ中ほどの５目国際交流費の国際交流事業でございます。この事

業は、国際交流事業を通じまして町民の国際理解を図るもので、筆文化の体験を通じた

熊野町の児童・生徒との交流を計画しております。また、ホームステイで来町されます
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外国人の方への支援を行うものでございます。 

  事業費は４７万２,０００円、本年度より２万４,０００円、５.３％の増額となって

おります。 

  主な事業費は、需用費の消耗品費１３万１,０００円と使用料及び賃借料では、バス

借上料と筆の里工房入館料で２５万７,０００円でございます。 

○税務課長（立花） 続きまして、９０、９１ページの３項徴税費、１目税務総務費の町

民税総務事業でございます。この事業は、町民税の賦課徴収に係る時間外手当、臨時職

員賃金といった人的経費及び負担金などの経費を計上しております。事業全体で２９１

万６,０００円、本年度より１０万２,０００円、３.６％の増となっております。増減

の主な要因は、賃金の増でございます。 

  歳入の国・県支出金２４０万６,０００円は、県からの県民税徴税委託金、その他収

入１９万６,０００円は、臨時職員の社会保険料個人負担分でございます。 

  主な事業費は、職員の時間外手当１１５万８,０００円でございます。 

  続きまして、固定資産税総務事業でございます。この事業は、固定資産税の賦課徴収

事務にかかわる人的経費を計上しております。事業全体で３１３万８,０００円、本年

度より１３万円、４.３％の増となっています。増減の主な要因は、賃金の増です。 

  歳入のその他収入２３万３,０００円は、臨時職員の社会保険料個人負担分です。 

  主な事業費は、臨時職員の賃金１６６万１,０００円です。 

  続きまして、このページから次の９２、９３ページにかけて、収納総務事業でござい

ます。この事業は、収納した町税の消し込み管理事務、滞納整理事務にかかわる人的経

費を計上しています。事業全体で２８５万７,０００円、本年度より２２万１,０００円、

７.２％の減となっています。増減の主な要因は、職員手当の減に伴うものです。 

  歳入のその他収入は２６万円、これは臨時職員の社会保険料個人負担分です。 

  主な事業費は、臨時職員の賃金１６６万１,０００円です。 

  続きまして、人件費を飛ばしまして、９２、９３ページの税務総務事業でございます。

この事業は、税務課の業務全般にかかわる経費を計上しています。事業費全体で１２５

万１,０００円、本年度より２０万７,０００円、１９.８％の増となっています。増減

の主な要因は、予算組み替えをした需用費の増に伴うものです。 

  歳入の国・県支出金７５万８,０００円は、県からの県民税徴税委託金です。 

  主な事業費は、軽自動車等取扱負担金、地方税電子化協議会負担金等の７５万４,０
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００円です。 

  続きまして、９４、９５ページの２目賦課徴収費、町民税事務事業でございます。こ

の事業は、町民税の賦課徴収のための経費として電算関係の委託料などを計上していま

す。事業費全体で６８７万７,０００円、本年度より１０万９,０００円、１.６％の減

となっています。増減の主な要因は、予算組み替えをした需用費の減でございます。 

  歳入の国・県支出金５４１万８,０００円は、県からの県民税・徴税委託金で、その

他１０８万４,０００円は、所得証明などの証明手数料です。 

  主な事業費は、電算処理業務等の委託料●●●●●●●●●●円です。 

  続きまして、固定資産税事務事業でございます。この事業は、固定資産税の賦課徴収

にかかわる経費を計上しております。事業費全体で１,５６５万４,０００円、本年度よ

り２２７万８,０００円、１７.０％の増となっています。増減の主な要因は、航空写真

撮影業務委託料の増によるものです。 

  歳入のその他収入３６万２,０００円は、土地台帳等の閲覧手数料及び証明手数料で

す。 

  主な事業費は、路線価等更新業務、標準宅地鑑定評価業務等の委託料●●●●●●●

●●●円です。 

  次に、９６ページ、９７ページの収納事務事業でございます。この事業は、税の収納

消し込みや滞納整理のための電算システムの委託料や使用料にかかわる経費を計上して

います。事業全体で１,０６９万７,０００円、本年度より５８９万９,０００円、１２

２.９％の増となっております。増減の主な要因は、滞納整理システムの導入及び地方

税共通納税システム改修業務の増です。 

  歳入のその他の収入８３万４,０００円は、納税証明手数料及び督促手数料です。 

  主な事業費は、電算システム利用料の５３７万６,０００円です。 

  続きまして、税務一般事業でございます。この事業は、次に説明いたします軽自動車

税事務事業を除き、これまでの分類に属さない税務事務全般的なもので、納付者等の送

付先データを管理する電算システム委託料、通信費にかかわる経費を計上しております。

事業費全体で４５２万７,０００円、本年度より４万４,０００円、１.０％の減となっ

ています。増減の主な要因は、郵便物の郵送に伴う通信運搬費の減です。 

  歳入の国・県支出金８０万円の内訳は、県からの県民税徴税委託金です。 

  主な事業費は、納税通知書などの郵送代３６０万円です。 
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  続いて、軽自動車税事務事業でございます。この事業は、軽自動車税の賦課徴収にか

かわる経費を計上しています。事業費全体で９４万５,０００円、本年度より５万５,０

００円、５.５％の減となっております。増減の主な要因は、予算組み替えをいたしま

した需用費の減です。 

  主な事業費は、電算システム利用料等の８４万９,０００円です。 

○総務部次長（西村） 次のページ、第４項戸籍住民基本台帳費、住民基本台帳等事業に

つきましては、後ほど、民生部から御説明をさせていただきます。 

  続いて、１００ページ、１０１ページをお願いいたします。 

  中ほど、第５項選挙費、第１目選挙管理費、人件費に続く選挙管理事務事業でござい

ます。この事業は、選挙管理委員会の運営経費として、選挙管理委員の報酬、それから

選挙システムに係る経費等を計上するもので、事業費全体では１９２万３,０００円、

本年度より１万７,０００円、０.９％の減となっております。減額の要因は、選挙啓発

資材などの消耗品を減額したことによるものでございます。  

  歳入の特定財源、国・県支出金１,０００円は、在外選挙人名簿登録事務委託料でご

ざいます。 

  主な事業費は、選挙管理委員報酬３８万５,０００円、選挙啓発等に伴う需用費７２

万円、選挙システム使用に係る役務費７７万８,０００円でございます。 

  続きまして、１０２、１０３ページをお願いいたします。 

  第２目県議会議員選挙費、県議会議員選挙事業でございます。この事業は、任期満了

に伴い来年４月に行われる県議会議員選挙の準備に係る経費を計上するもので、事業費

は３９４万９,０００円でございます。  

  歳入の特定財源、県支出金３９４万９,０００円は県議会議員選挙委託金で、事業費

全額が県の費用で賄われるものとなっております。 

  主な事業費は、期日前投票などを含む選挙事務従事に伴う職員手当５３万円、入場券

郵送等に係る役務費１２５万５,０００円、投票用紙自動交付機取得に係る備品購入費

９４万５,０００円でございます。 

○地域振興課長（西岡） 続きまして、１０４、１０５ページをお願いいたします。 

  中ほど第２款総務費、第６項統計調査費、第１目統計調査費の広島県統計協会、統計

庶務でございます。この事業は、広島県統計協会に関する庶務等の事務を行うもので、

事業費は１万３,０００円で、主な事業費は広島県統計協会市町負担金の９,０００円で
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ございます。 

  次の、経常統計調査事業は、学校基本調査、工業統計調査に係る事務を行うものです。

事業費は３０万７,０００円で、本年度より６万７,０００円、１７.９％の減となって

おります。減額の理由でございますが、調査員報酬、需用費の減でございます。 

  歳入欄の特定財源、国・県支出金は、統計調査交付金で、事業費と同額の３０万７,

０００円でございます。 

  主な事業費は、工業統計調査員報酬の２１万円、需用費、消耗品費の６万４,０００

円でございます。 

  次の臨時統計調査事業でございますが、来年度は、住宅・土地統計調査を行うもので、

事業費は１２６万２,０００円、本年度より７２万円、１３２.８％の増となっておりま

す。増額の理由でございますが、来年度実施します住宅・土地統計調査が、今年度実施

いたしました就業構造基本調査に比べまして大規模な調査になるため、全体予算が増額

となったものでございます。 

  歳入欄の特定財源、国・県支出金１２６万２,０００円は、住宅・土地統計調査交付

金１２４万８,０００円、経済センサス交付金８,０００円、農林業センサス交付金６,

０００円でございます。 

  １０７ページになりますが、主な事業費は、住宅・土地統計調査の統計指導員報酬１

１万９,０００円、調査員報酬８７万１,０００円、需用費の消耗品費８万８,０００円

でございます。 

○財務課長（桐木） 続いて、下段から次のページにかけて、７項監査委員費、１目監査

委員費の監査事務一般でございます。この事業は、監査委員の報酬及び監査委員活動に

要する事務費等を計上するもので、事業全体で１３４万８,０００円で、前年度と同額

でございます。 

  この事業費は、監査委員報酬９６万８,０００円、費用弁償等の旅費１７万３,０００

円でございます。 

  なお、大変失礼なことをしとったんですけど、７７ページにございます総務費、総務

管理費、住居表示事業につきましては、後ほど建設部より説明をさせていただきます。

大変失礼しました。 

  議会費、総務費は以上でございます。 

○総務厚生分科会進行役（時光） ありがとうございました。 
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  それでは、ただいま説明がありました５８ページの議会費と１０９ページまでの総務

費について、質疑を行います。質疑はありませんか。 

  議長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（山吹） ページ８４、８５、２款総務費、２項企画費、３目地域振興費のコミュ

ニティセンター等修繕費補助金１８９万７,０００円ですかね。このコミュニティセン

ター、どこの地区のコミュニティセンターか、教えていただけるなら教えていただきた

いと思うんですが。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 西岡地域振興課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○地域振興課長（西岡） 今回計上させていただいておりますコミュニティセンター等修

繕費補助金の地区でございます。出来庭、初神、川角、石神、東山、５地区でございま

す。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 尺田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（尺田） ８８ページ、２款総務費、２項企画費、５目の国際交流費でございます

が、決算委員会のときも一般質問のときも問うたんですが、去年の執行率というたら３

割ぐらいだったと思いますし、そういう低い水準での執行率が続いておるわけなんです

が、来年度の予算を見てみると、前年度とそう変わりがない。むしろ５.２％ですか、

上がってるようなんですが、こんなにつけて大丈夫なんですかということと、使い切れ

んのなら、ここまで予算をつける必要もないんじゃなかろうかなというふうに思うわけ

なんですが、どうでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 西岡地域振興課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○地域振興課長（西岡） 国際交流事業でございます。来年度４７万２,０００円計上さ

せていただいておりますが、今年度、海外からのホームステイの団体が２団体ございま

した。予算的には４団体来られるものとして計上させていただいておりまして、あと１
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回の人数が今年度１５人程度ということでございまして、少々少のうございましたので、

その分含めて、来年度予算については計上させていただいているというものでございま

す。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 尺田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（尺田） ということであれば、来年度の執行率というのはそれなりのものを期待

しとっていいんですかね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 西岡地域振興課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○地域振興課長（西岡） 私も期待しているところではあるんですが、世話をしていただ

いております方に積極的に活動いただけるようなことをお願いしているところでござい

まして、そこら辺、町としても期待をしているというところでございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 尺田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（尺田） ありがとうございますとしか言えない。 

  それで、毎年のように低い執行率ということで話をしたわけなんですが、新たな事業

展開をする具体的な予定というか、計画があるのかどうか、お願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 西岡地域振興課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○地域振興課長（西岡） こちらの国際交流事業につきましては、直接には計上はしてな

いところなんですが、先ほどの活動をされている方、団体につきまして、まちづくり協

働等の活用も視野に広げていっていただいて、海田、坂町等にございます国際交流協会、

本町にはございませんので、将来的にはそちらのほうを活用、町を離れて自主的に活動

できるような体制、組織づくりに向かって取り組んでいただければと思っております。 
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  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 尺田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（尺田） 最後に、余り毎年のように低い執行率というのが続くと、こまい予算額

ではあるんですが、流用目的でこれだけの枠をとっているのかというふうに思ってしま

いますので、適正な執行というのをお願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 立花委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（立花） ８７ページをお願いします。一番下の香草等利活用推進事業３８９万と

いうことですが、この経緯と、大体どこへ、どなたがというようなところまで教えてい

ただければと思います。お願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 宗條企画担当部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○企画担当部長（宗條） それでは、これ新規事業でございますので、経緯のほうから若

干御説明をさせていただければと思います。 

  平成２８年度でございますけれども、観光交流拠点の整備構想づくりというものを行

いました。これは各界の代表でありますとか、まちづくり活動を実践されている方で検

討を重ねてまいりました。その中で、筆以外の魅力づくりの必要性というものが指摘を

されたところでございます。食べる、食のコンテンツ、それを創造する人材づくりにつ

いても、その必要性がこの検討の中で共有されたというところでございます。民間の調

査でも食べるということが国内観光の楽しみの最も上位を占めるということであります

ので、的を射た指摘だったと思っております。 

  熊野町におきます熊野筆の存在でございますが、これは観光政策の柱の一つとして推

進できるだけの素地があるということで、熊野筆の認知度も非常に高いというところで

ございます。多様な魅力の向上で、観光地としての品質を一層高めることが可能ではな

いかというふうに考えております。 
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  本町の魅力の一つに、農地を含めまして豊かな自然がまだ残っているということが言

えようかと思います。この関係を生かしました食の魅力づくりに、ハーブ類であります

とか、薬草類の活用について模索したいと思っております。この点につきましては、大

学教授などの意見をもとに、我々としては可能性を感じているところでございます。 

  切り口でございますが、食の魅力創造ということでございまして、食の魅力の新たな

開発の動機づけになればというふうに考えているところでございます。ただ、最大の目

的は、まちの魅力づくりに意欲や関心を持つ人材づくりというところに置いてございま

す。新しいものにチャレンジするという意識の創生というものは、閉塞社会を予防する

上でも必要ではないかというふうに考えているところでございます。香草類の活用をヒ

ントに、企業でありますとか、農業にチャレンジする動きへの発展をも期待をしている

ところでございます。 

  こういった経緯を踏まえまして、今年度といいますか、これは中長期的な視野での取

り組みになってまいりますけれども、まず３０年度につきましては、そういった活動を

志す人集めという取り組みをしたいと考えておりまして、その次に、人づくりでありま

すとか、仲間づくり、あるいは自立活動といった、各フェーズの取り組みにつなげてい

きたいというふうに考えております。 

  具体的に言いますと、平成３０年度についての人集めでございますけれども、ハーブ

類などを生活の中に取り入れて楽しんだり、魅力づくりへの関心を持つ、そういった人

づくりを行うということを考えておりまして、セミナーでありますとか、ワークショッ

プを開催いたしまして、農業を初めとする産業の振興といった、将来的な視点をもって

事業展開を図っていきたいというふうに考えているところでございます。 

  済みません、ちょっと時間をいただきました。ありがとうございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 立花委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（立花） ですから、今から新規ということで、３８０万というものを、農地とい

うか、そういったものを借りるために使われるのか。大体どの人がというようなことは

全く決まってないのかどうか、そこらあたりのこと。私も薬草というのを個人的にもや

りたいなと思っているんですけども、本当に非常にいいことだと思うんですけども、も

しもう少し具体的なものがあれば、もうなければいいですけども。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 宗條企画担当部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○企画担当部長（宗條） 失礼しました。この予算の中の大半を占めますのは、業務委託

料●●●●●万でございます。来年度考えておりますのは、まず香草類とか薬草の活用

に関するセミナーの企画、実施ということを考えておりまして、おおむね３０人規模の

セミナーをおおむね３回程度実施したいと思っております。加えまして、そのセミナー

に参加された３０人、どの程度お集まりいただけるかわかりませんけれども、この参加

者を基本としまして、次にワークショップを実施したいと思っております。これもおお

むね５回程度を実施いたします。を想定しております。このワークショップにおきまし

ては、薬草、香草類等の地域資源化について２回ほど検討いただいて、その後、自宅で

栽培課題品目とした薬草とか香草類を持ち寄った試作を１回、それらを踏まえた将来展

望のためのワークショップを２回、こういったワークショップを通じて、こういった薬

草、香草類の利活用についての方向性といいますか、可能性について探っていきたいと

いうことでございます。農地等を活用した取り組みというのは、もう少し時間が必要か

と思っております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） よろしいですか。 

  山野委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（山野） ８５ページなんですけれども、住民参加型、上のほうのまちづくり施設

整備事業補助金というのは、たしか昨年もありましたし、それが補正で減額になったん

ですよね。なぜこの減額するのは、何かハードルが高いのか、その原因は何なのかとい

うことと。 

  それから、もう一つ、その次の定住交流促進のところで、平成２９年度観光推進協議

会というのが２００万円で何か入会してらしたんだと思うんですけれども、それが今回

入ってないんですよね。それのやめた理由は何なのか、ちょっと。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 西岡地域振興課長。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○地域振興課長（西岡） まず、住民参加型施設整備事業１,８００万の補助金でござい

ますが、こちらはハード面を整備するということで、公的な活動をする団体に対して補

助を行うというものでございます。上限が１,２００万円ということで実施しておると

ころでございますが、なかなか手を挙げられる団体がなかったということが実情でござ

います。 

  この原資でございますが、一般財団法人民間都市開発推進機構から町のほうに３,０

００万円拠出をいただきまして、筆の里づくり基金のほうにプールしております。その

うち１,２００万円につきましては、平成２５年に今の筆の駅のほうで活用いただいた

という実績がございます。 

  一般公募ということで、なかなか難しかったので、来年、３０年度につきましては、

こちらのほうからしむけて、使い切りたいと考えております。 

  もう一つ、熊野町観光推進協議会２００万円の補助金でございますが、２年に１回、

芸術系の学生に対する民泊の補助金でございまして、昨年度行いましたので、今年度は

補助金なしということでございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 山野委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（山野） じゃあ筆の駅、仿古堂さんがやった２,０００万以上かな、何かのかか

った、あれの補助金が今まで１回だけですか。ほかにはなかったんですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 西岡地域振興課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○地域振興課長（西岡） １回だけです。それだけです。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） 先ほど尺田委員のところで言いたかったんですが、ちょっと押すタイ

ミングが悪くて済みません。 
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  やっぱり国際交流を積極的に進めてもらいたいとは思うんですが、ちょっと予算的に

非常に厳しいですけども、ぜひ、例えば今熊野高校が中国の内江の七中と交流しており

ますけども、何年前になるかちょっと私もはっきり覚えてませんが、６年ぐらい前かと

思いますが、木谷副町長と私も一緒に同行して、熊野高校と内江の第七中学校との調印

式に立ち会っております。 

  だから、私は、ことしは向こうが来る年なんですけども、やはりそういう交流という

ことは続けてほしいと思いますし、ぜひともこういった国際交流についてはいろんな面

で視野を広げていかなきゃいけないなというのを思っております。これについては意見

はいいです。 

  それから、私、６９ページの町制１００周年３,０００万余りの金をかけて実施する

わけですけれども、ぜひともしっかりした立派な事業をしてもらいたいというように思

っております。この前も全協のほうで資料をもらいました。ちょっと私が見落としてる

のかもわかりませんけど、これどういうんですかね、熊野町１００周年の大きなテーマ

というんですか、標語というんですか。こういったのもちょっと私、記憶にないんです

が、そういったものがありますか。もしあれば教えてください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 西川企画担当課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○企画担当課長（西川） 全協のときにお知らせさせていただいた標語というか、そうい

うのは決定しておりませんけれども、一応実施方針ということで、「次世代への継承と

住民参画」ということで挙げさせていただいております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） もうちょっと盛り上がるようなものを企画して考えてもらいたいなと。 

  やはり私も一般質問で言うてきたことで一つありますけども、例えば１００年後のや

はり筆の文化を継承するとか、要するに１００年後も筆があってほしいなという願いが

あるわけですよね。そういったような、今現在、この町制１００周年の中で、迎えるに

当たって、やはり次の１００年へ向けた、特にやはり筆文化にかかわるイベント等はこ
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この中に組み込まれるんじゃないかなという期待はしてるんですけども、やはりそうい

ったことと。 

  もう一つは、前も申し上げましたが、住民参加、やっぱり住民がやって、参加してよ

かったのうと、やった、熊野も１００周年を迎えたんだという自覚というんですか、認

識が高まるような、そういう形にならんかなというように思っております。ただ、１年

間だらだらだらだらやって、余り何やったか、１００年じゃったんじゃげなというふう

なことにはならんようなことを企画、そういうお金の使い方もしてもらいたいなという

気持ちでおります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 内田副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（内田） おっしゃいますように、１００年と、１００周年という形のものは、

町自体においてもなかなかないことであり、またこの伝統というか、文化をまた次世代

につないでいかなきゃいけないものだと考えています。 

  そういった中で、熊野町は特に筆という中では、町の中の事業にも、例えば筆を使っ

て今回いろんな形をやっていこうというのもございますが、そのほかに筆の里工房、熊

野町は筆文化を伝える場所として設けてますので、そこの中で、３０年度はさまざまな

事業の展開を計画しております。 

  ただし、３０年度の筆の里工房のほうが老朽化をしとるということも含んで、ちょっ

と半年間は休館になりますけど、その前に大きな展示というか、イベントとして琳派を

展示をさせていただきながら、筆を使った文化の中に琳派というものがございますよと

いうことで、これは絵とかという形を見てもらうような形になると思いますけど、熊野

町をアピールしていきたいなと。重要文化財級の作品等も取り寄せてまいりますので、

そういった形の中でもう一度、再度熊野の筆という形を見直していただきたいという大

きなイベントというのも検討しておりますので、そういった形の中で生かしていきたい

なと思います。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○委員（諏訪本） 今、ある程度枠が決まっておりますけれども、その中で、これはやは

りそれぞれの委員の方が出られて、実行委員会ですかね、そういったところで協議され

てこられてると思いますけども、ぜひともそういう１００年後にも先ほど言いましたよ

うに筆が残るとか、こういったような強い意気込みをやはり持って、さらに具体的なも

のに詰めていってもらいたいと思います。よろしくお願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 藤本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（藤本） ふるさと納税で４０ページですか、前年度が１,１４８万１,０００円の

納税をいただいたと。本年度は２,７７２万ほどの歳入の予算を組まれていると。これ

対前年比でいうたら２４１％ですよね。ふるさとチョイスにネット環境の中で入ったと

いうことで当て込んでいるみたいなんですが、果たしてどうなんでしょうね。わからな

い。 

  それと、あとそれに関連して８１ページの記念品料の５５４万４,０００円、これが

関連しているんかなと。であれば２０％ですね、返礼品の金額。これ総務省は３０％ま

ではいいよというふうに言ってるんですかね。そうした中で、ネットで見ますと、ふる

さとチョイス、他の市町に比べて景品類というか、返礼品がもうちょっと何か充実した

ものがないんかなと思うんですが、そこらあたりは、今後、２,７７２万を納税してい

ただくための返礼品の内容を厚くするということはお考えいただいてるんでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 西川企画担当課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○企画担当課長（西川） 返礼品の増加というか、ふやすということですけれども、今は、

熊野筆については筆の里工房が筆を振興するところと町としても位置づけてますから、

そこからを入れてるんですけれども、筆については一般の企業からも公募できるような

形で、新しい筆も来年度からはちょっと検討する方向で今進めているところです。 

  あとほかに記念になるものが何があるかなというところはございますが、今後、また

いろいろ検討していきたいとは思っております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○総務厚生分科会進行役（時光） 藤本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（藤本） やはりふるさとチョイスに加盟したからいうだけでふえるとは思えない

んで、よく見るんですけど、したことはないんですけど、見てみるんですけど、やっぱ

り食べるものが人気なんですよね。特に肉。というか、やはりふるさとチョイスに加盟

して、ネットの環境の中でつなげたんであれば、やはりそういう部分もしっかり検討し

てもらって、やっぱり食べるものというのは結構うけるんで、そういうところまで考え

てやらないと、この２,７７２万円というのは難しいと思います。そんな簡単じゃない

と思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 宗條企画担当部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○企画担当部長（宗條） ふるさと納税の実績でございますが、平成２７年度が８８０万

強、平成２８年度が９００万強ということでございました。平成２９年度の当初予算で

は１１００万強の当初予算を組んでおりましたが、先ほど課長が言いましたように、ふ

るさとチョイスに参画をいたしまして、クレジットがきくということで、給付金額が急

増いたしまして、１２月補正で１,２７６万９,０００円ほど増額予算を組ませていただ

きました。現在の見込みでは今年度２,２００万強の収入が、これは確実となっており

ます。 

  返礼品につきましては、先ほど委員がおっしゃいましたように、総務省のほうでは３

割までということの依頼が来ておりますが、熊野町では恐らく１割から２割といったよ

うな返礼品の額にはなっていようかと思っております、平均的にいえば。この返礼品に

つきましても、数年前からかなり品目の充実ということで、農協さんにお願いしてお米

を出していただいたり、お酒を加えたり、パン類であるとか、お菓子類とか、いろいろ

加えてきたんですけど、やはり人気の中心は化粧筆ということで、なかなかほかの品目

まで希望が回らないというふうなこともございます。 

  今後、この寄附額をふやすためにどういったような返礼品がほかに考えられるのかと

いったことについては、今、広域的な取り組みというような話もちょっと出ております

ので、他市町村と連携をした取り組みといったような話も出ておりますので、そういっ

たところも検討しながら、返礼品の充実については努めてまいりたいと思っております。 
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  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 沖田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） 済みません、２点についてお伺いしたいと思います。 

  １点目は、６９ページ、町制施行１００周年記念事業なんですが、これは先ほども言

われたんですが、昨年の予算委員会で１,０００人の人が１００の字を書くというギネ

スに参加をするというようなお話があったと思うんですけども、それはどのようになっ

たのかということをお伺いしたいのと。 

  ９５ページ、２款総務費、３項徴税費、固定資産税の事務事業なんですが、固定資産

税３年ごとの評価がえの時期を迎えていると思うんですが、増改築の評価がえは適正に

行われているのかということをお伺いしたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 西川企画担当課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○企画担当課長（西川） まず、１００周年記念事業のギネスのことですけれども、１,

０００人でということで計画をしていたところではございますが、すぐに塗りかえられ

る企画をしてもおもしろくないしということで、委託業者、そういう専門業者がいます

ので、そういう業者と委託契約をして、その中で詰めていく中で、新しいメニューで塗

りかえられないようなほうがいいと、残っていくほうがいいということで、今進めてお

りますのが、もう申請もちょっと一旦しているんですけれども、世界最大の絵手紙教室

という新しいメニュー、新規の記録ということで、絵手紙教室を体育館でして、先生も

ちゃんとついてという形で、その絵手紙も出せるような形のもので申請しております。

そういうことであればということで、今からギネス記録になるようなガイドラインが来

て、それで今度チャレンジするという形で、やはり残すものにしたいので、そういうふ

うに考えております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 立花税務課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○税務課長（立花） 沖田委員の３年ごとの評価がえということで、家屋等の増改築の評

価は適正にされてるかということだと思うんですけれども、増改築につきましては、職

員がいろいろと現地に赴いたりいたしましたり、それから航空写真等で確認をしたりい

たしまして、適正に管理をしております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 山野委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（山野） ６１ページで、賃金のところの臨時職員が今回かなり、何人ぐらいふえ

られた、以前から比べると。退職された職員がかなりいらっしゃいますので、それの補

充だということなんですけれども、それで対応ができるのかどうか。業務に差しさわり

がないのかどうかというのはどうでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 西村総務部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部次長（西村） ちょっと説明でもさせていただいたんですが、本年度、退職者が

かなり出ております。それを後年、退職者をそのまま補ってしまいますと、後年、その

状態がまた同じ状態ができてしまうということもございますので、全部新しい職員で補

充しないで、臨時職員で賄っていこうという形で今回考えたものでございます。臨時職

員は昨年度に比べまして８人増という形で入れております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 山野委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（山野） じゃあずっと新しい新人の職員の、そういうサイクルはちゃんと考えて

らっしゃるんですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 内田副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（内田） ただいま次長のほうが説明させていただいたとおり、今年度１０人の
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職員が退職します。来年の雇用が８人、新人職員が入ってきます。そうすると２名ほど

足らないということなんですけど、実は途中退職もちょっと多くありまして、現在のと

ころ、はっきり申しまして、今の定数管理の中では１６０人の職員でやっていこうとい

うところで職員体制を持っているんですけど、現時点では１６０人おりません。４月か

らは１５０人ちょっとあるぐらいなんですかね。来年は、今度退職者は１人、その次も

１人、その次は２人という形で、逆に今度退職者が少なくなってくるとバランスが悪い

んですね。そうしたことも含めて、将来的な人事をやっていきたいということで、募集

のほうもかけていきたいと。来年も一定の人数をかけていきたいという形の中で、こと

しは８名ということになってます。 

  なお、ちなみに８名の臨時という形で次長のほうから説明させていただいたんですけ

ど、ＯＢにぜひとも協力してもらいたいという形の中で、退職をしたＯＢを、これが雇

わしてもらうとそのまま即戦力になりますし、また、ＯＢの方には申しわけないですけ

ど、長期的に雇うわけではないので、という形も了解の中で、一生懸命熊野町のために

頑張っていただくという、これはもともと職員なので、しっかりと働いていただいてと

いう形の人数を雇わせてもらいたいと思ってます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 大瀬戸委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（大瀬戸） 総務費全般が２億７,０００万ぐらいふえてますよね。企画費が２億

円ぐらいふえてるんですけど、これは予算書のどこを見たらいいのかなと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 西岡地域振興課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○地域振興課長（西岡） ８８、８９ページをお願いいたします。総務費、企画費、筆の

里工房費でございますが、前年度に比べまして１億９,７５０万１,０００円増額してお

ります。これが主なものかと思っております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 大瀬戸委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○委員（大瀬戸） ２億円余りは筆の里工房関係ということですけど、大体総務費は基本

的には経常経費ですから、余り動きがないと思うんですけど、これを引いてもまだ大分

あるみたいな感じがするんですが、全体的に上がっているのか、賃金的な人件費の今の

話と関係あるのか、そこら辺をちょっと説明お願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 西村総務部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部次長（西村） 今ちょっと御指摘がありました人件費は基本的には下がります。

ただ、先ほど申しました賃金の部分は、総務費において１,４００万ぐらい増となって

いる状況はございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 大瀬戸委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（大瀬戸） 人件費が減って、賃金がふえるというのはわかるんですが、だったら

相対的には減るはずなんだと思うんですけど、このあたりの、額ははっきりあれですけ

ど、ざっくり全体的に２億７,０００万ぐらいふえて、工房に関係するのが１億６,００

０万から２億円ぐらい工房だとしても、ちょっとふえた額が大きいなというのは、これ

１００周年とか、いろんなことがちょっとずつ積み重なっているのかどうなのか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 内田副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（内田） 失礼いたしました。まずは先ほど出ました筆の里工房のほうの空調及

び常設展示室の改修というのがございます。これが１億５,０００万程度ということに

なります。住民基本台帳事業業務委託料、これは電算業務の、今の契約が切れて新しい

のに乗りかえにゃいけんということが、済みません、コンビニのほうです。失礼いたし

ました。コンビニのほうに今度証明ができるという形の分で、これ２分の１が交付税算

定になるということもございまして、これが●●●●●万程度ございます。それと、筆

の里工房の施設管理業務の中で、先ほど説明させてもらいました琳派、ちょっと新しい

ものをやります。これがちょっと事業が大きいということもございまして、●●●●●

万程度ございます。町制１００周年記念事業のほうが、これは委託のほうの事業のほう
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だけですけど、実際３,０００万超えてますので、２,５００万程度がちょっとこれがあ

りますよということがございます。職員費については、先ほど次長が説明をさせてもら

ったように、７００万程度減ですね、これは。という形の中で、全体的に改修事業とか、

先ほどの電算業務というか、コンビニの証明業務のほうとか、いろいろな形の中で全体

的にふえてきておるということになっております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 荒瀧委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（荒瀧） いろいろと御苦労でございます。いろいろなこと、一般質問も含めて聞

かせてもらいながら、町制１００年ということで、大変祝いでございますが。 

  ただ、非常に戦略的にはちょっと残念だというのは、工房というのは熊野町の看板施

設でございます。熊野は工房しかないんですよ、ある意味では。それが１００周年に当

たって工事をすると。これは大変、１００年というのはずっと見えてたわけですから、

戦略的にですよ、ほかの施設のほうもにわか舞台みたいなことになって、今度グラウン

ドゴルフの話もしますが、グラウンドゴルフは鬼門になってるようでございます。トラ

ウマになっとられちゃいけませんが、やっぱりきちっとした戦略をもって運営していく

と。こういう視点が非常に足らない。 

  そんな中で、町長さんは責任をもって１００周年、住民参加、町の魅力をやると。郷

土愛をつくっていくというのを含めて、町長さんは郷土愛も含めてちょっと発言をいた

だきたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 内田副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（内田） 工房の理事長ということもございますので、先にちょっと答弁させて

いただきます。 

  まず、工房のほうなんですけど、実は今年度にするというのは、今年度まで持ちこた

えさせてるということでございます。というのが、１００周年を迎える年の前にちょう

どやると、今言われるようにせっかくの１００周年という事業に水を差すということに

なります。そういった形の中で、実際に工事に入るのが１１月４日、ちょっともう少し
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したら式典のほうもあるんですけど、４日まで頑張っていこうと。それからちょっと年

度を超えてからということもあるんですけど。それで、一番メインになるのは、実は記

念式典は１１月にございますが、本来の１００周年というのは１０月１日でございます。

１０月１日は、余り大々的にという形じゃなくて、町外のほうからお客さんもお迎えし

て、記念式典は当然大々的になりますけど、その前に、やっぱり１０月１日という大事

な誕生日ですよという形のものも、熊野庁舎のほうで開催をしようと考えております。 

  それをやって、なるべく早く、実は工房のほうもきしみ声を上げてます。そういった

中で、そこまでぎりぎり待たせていただいたということで御理解を。そこからはまたす

ぐにリニューアルをさせて、また皆様のほうに１００周年を迎えた新しい翌年度の年に

おいでいただくという形をとっていきたいと思ってますので、そういった形で御理解を

いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（荒瀧） 町長の決意をちょっと聞きたいんです。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 三村町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） しっかりやります。一つの通過点でございます。これが最終ではないん

で、次の１００年、１００年市町村制があるかないかわかりませんが、そのつもりで来

年をしっかり祝い、次の新たな出発点としていきたいと考えております。よろしいでし

ょうかね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 荒瀧委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（荒瀧） 制度の話ではなくて、どこかのときにも言われました、熊野町はなくな

るかもわからんという話も出るんですが、そうじゃないです。郷土愛というのは、私ら

が住んでいるこの生活圏なんですよ。だから、この地域を大事にするという。この住民

参加、郷土愛なんです。だから、制度的には国はどうとでも使います。１００年前も国

が制度をつくったんですよ。でも、郷土愛として、川角も平谷も入ってこられたわけで

すね。だから、そういう制度を乗り越えて、三石も含めて、この地域を守っていくとい
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うのが私らの行政の責任ではないかと思うんですが。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 三村町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） わかりました。そういうことも含めて、郷土愛というのは非常に重要な

ことでございます。市町村制度、都道府県制度が変わっても、やはり一定の地域の、地

域も変わるかもわかりませんが、その地域の中でともに生活するという郷土愛を大事に

していきたいと思います。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 民法委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（民法） ８７ページなんですが、工事請負費や施設整備工事で、先ほど役場前に

何か駐輪場を計画されるという説明がございました。どこに計画するのか。今現在、あ

るわけじゃないですか。新たにつくられるというその場所。 

  それと、もう１点、簡易宿所事業のとこなんですが、定住促進企画委託料とあります

が、この内容をちょっとお聞きしたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 西岡地域振興課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○地域振興課長（西岡） まず、駐輪場の設置場所でございます。今現在は役場の前のそ

この橋を渡って右手に舗装してない空き地がある、町有地がございまして、そちらを簡

易に駐輪場として使用いただいておりました。というのも、以前こちら側にあった駐輪

場を、県道の交差点工事の改良に伴いまして、北側の右側に新たに設置したということ

がございましたので、こちらで利用された方の利便性のために、町有地を仮に駐輪場と

して置いていたということがございました。 

  今回、御存じのように、県信さんが造成されるということで、町有地をお借りになら

れるということで、仮の駐輪場もなくなるということで、こちらのほうから行ったら左

手ですね、役場前左手の、昔竹之内の鉄工所があって、歩道部分がかなり広くなってお

ります。そちらを県のほうと協議いたしまして、活用させていただければと思っており
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ます。 

  もう１つ、簡易宿所事業の定住促進企画委託料●●●万なんでございますが、こちら

につきましては、町のほうで定住フェア等で東京等、首都圏のほうへ、呉市、坂、海田

の方々と一緒に、年に１回、移住定住の推進のために参画しております。そちらのほう

で、熊野町にこういう施設ができたので一度体験いただけませんかということを、旅行

会社のほうと提携いたしまして、熊野町の体験ツアーというような形で企画したいとい

うもので計上させていただいておるものでございます。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 民法委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（民法） ２０万、それは交通費というか、そう考えてよろしいですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 西岡地域振興課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○地域振興課長（西岡） 一応、交通費につきましては実費をお願いしたいと思っておる

んですが、ただ首都圏、東京圏のほうから来られる場合には、広島県のほうで片道は助

成しますよという制度がございます。そちらのほうに申し込んでいただいて来ていただ

ければ、片道の旅費で済むというものでございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 立花委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（立花） 以前、ＤＶＤを作成されたろうと、低学年の書道科のビデオをつくられ

ましたけども、これをどれぐらい活用されているのか。この１００周年に向けての何か

ひっかかりというか、そういったものもあるのかどうか、ちょっとお聞かせください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 内田副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（内田） 低学年の書道科というのは、当然熊野町の筆文化の伝承という形で、
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今取り組んでますよということでやったことでございまして、今回の１００周年と、と

いうのはちょっと。 

  済みません、失礼いたしました。ビデオの活用につきましては、当然、今から先も熊

野町のＰＲのために使っていきたいですし、このビデオ等につきましては、町のホーム

ページの中にも掲示をしております。フェイスブックのほうにもそれを掲示をしており

まして、熊野町のＰＲのために当然活用していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） よろしいですか。 

  今、議会費、総務費に関して、ほかにまだ御質問ございますか。あれば昼からさせて

もらいますので、暫時休憩いたします。 

  再開は１時半からということで、よろしくお願いします。 

（休憩 １１時５１分） 

（再開 １３時３０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 時間になりましたので、休憩前に引き続き、会議を再

開いたします。 

  引き続き、質疑のほうをお願いいたします。 

  民法委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（民法） ８３ページをお願いいたします。法政大学連携事業負担金があるんです

が、その内容的なものを教えていただきたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 西川企画担当課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○企画担当課長（西川） この事業は、平成２４年に熊野町と法政大学で相互に連携して

いくということで、協力して地域社会の発展と教育研究の向上を推進し、地域振興のモ

デルケースを構築の上、全国に情報発信を行い、社会貢献を果たしていくことを目的と

して、平成２４年３月に締結しました。これまで町執行部と町議会で法政大学と長野県

小布施町へ視察とか、遠隔授業を実施したりとか、あと商工会の青年部と法政大学の研
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究事業として、まちづくりについての研修会を実施したりしております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 民法委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（民法） じゃあ今年度はそれをまた何らかの形でやられるということですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 西川企画担当課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○企画担当課長（西川） 法政大学と連携いたしまして、そういう事業を行っていきたい

というふうに考えております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） ほかにございませんか。 

  竹爪委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（竹爪） ６９ページなんですが、公用車集中管理事業で今回は４５.７％という

ことで、車のどういうんですか、新しい車に買いかえるということだったんですが、ど

のような車を買いかえるんですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 桐木財務課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○財務課長（桐木） スクラムバンに買いかえる予定でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 竹爪委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（竹爪） 大体車は何年ぐらい使用して、大体何年ぐらい使ったら買いかえるとい

う計画はありますよね、もちろん。その辺を教えてやってください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 桐木財務課長。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○財務課長（桐木） 何年使ったらという計画的なものはないんですけど、十五、六年と

か使って、古くなったら買いかえるというふうになってます。済みません、以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（竹爪） わかりました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） もう一遍、済みません、１００周年のことで一つ、盆踊りですよね。

全町で８月１５日にやられるということなんですが、これは、だからこの１００周年だ

けの１回だけのことなんですか。それとも毎年やっていかれるのか、ちょっとそれをお

聞きしたかったんですが。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 西川企画担当課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○企画担当課長（西川） １００周年の記念事業ということで１回というふうに考えてお

ります。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） だから、屋台いうんですかね、やぐらやら、ちょうちんやらといった

ものは、全部レンタルでやるというような形になるんですかね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 西川企画担当課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○企画担当課長（西川） その方向で検討しております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） ほかにございませんか。よろしいですか。 
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（「質疑なし」の声あり） 

○総務厚生分科会進行役（時光） ないようでしたら、続いて商工費、消防費、公債費、

諸支出金、予備費について、説明をお願いいたします。 

  西岡地域振興課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○地域振興課長（西岡） それでは、商工費から御説明いたします。 

  １７４、１７５ページをお開きください。 

  第６款商工費、第１項商工費、第１目商工振興費の商工振興事業でございます。この

事業は、熊野町商工会への助成を行うとともに、熊野町中小企業融資制度の運用による

中小企業向け融資の円滑を通じて地域商工業の振興を図るもので、事業費は１億３,９

５９万５,０００円、本年度より６６２万７,０００円、４.９％の増となっております。

増額の主な要因は、くまの産業団地企業立地奨励金で、株式会社ニッポーの新規雇用奨

励金、同じく株式会社ロジコムの新規雇用奨励金及び２期工事分の増によるものでござ

います。 

  歳入欄の特定財源、その他１億２,０００万円は、中小企業融資預託金元金収入でご

ざいます。 

  １７７ページをお願いいたします。主な事業費でございますが、熊野町商工会への補

助金６３０万円、就業促進事業分３０万円、くまの産業団地企業立地奨励金１,２６４

万３,０００円、中小企業融資制度預託金１億２,０００万円でございます。 

  次の、消費者啓発事業につきましては、民生部のほうから御説明させていただきます。 

  続いて、１７７ページ、一番下からの筆産業振興事業でございます。この事業は、筆

産業振興に係る熊野筆事業協同組合や筆まつり実行委員会等に対し、補助金の交付等支

援を行うものであり、事業費は８７９万４,０００円、本年度より１０１万２,０００円、

１０.３％の減となっております。減額の主な要因は、筆の日実行委員会補助金の減に

よるものでございます。 

  １７９ページをお願いいたします。歳入欄の特定財源、その他は７８４万１,０００

円で、内訳は、筆の里づくり基金繰入金３９４万１,０００円と、広島県市町村振興協

会の協働のまちづくり事業助成金３９０万円でございます。 

  主な事業費は、筆組合への筆職人後継者育成事業の町補助金２３５万２,０００円、

筆まつり実行委員会事業補助金５１５万円でございます。 
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  次に、同じページ、中ほどの２目観光費の観光推進事業でございます。この事業は、

町の観光推進を行うもので、広島県観光連盟や広域市町との連携した観光ＰＲ、誘客活

動を実施し、筆の里工房や観光案内所筆の駅を活用した観光推進を行ってまいります。

事業費は６１１万４,０００円で、本年度より１８２万５,０００円、４２.５％の増と

なっております。増額の主な要因は、魅力ある観光地づくりワークショップ開催に係り

ます委託料●●●●●●●●●●円によるものでございます。 

  歳入欄の特定財源、その他２０７万円は、筆の里づくり基金繰入金１４１万円、名刺

の台紙販売による観光推進経費６万円、広島県町村会のまちの魅力発信事業助成金６０

万円でございます。 

  主な事業費は、町制１００周年を印したふでりんグッズなどの消耗品費１４８万８,

０００円と、町の散策マップ等のパンフレットの印刷製本費９７万５,０００円、魅力

ある観光地づくり支援事業委託料●●●●●●●●●●円。１８１ページをお願いいた

します。負担金、補助及び交付金では、広域的に連携し観光ＰＲを行っております関係

協議会への負担金と、筆の駅への運営費補助金、観光ＰＲ推進事業を合わせて１５７万

２,０００円でございます。 

○総務部次長（西村） 続く、第７款土木費につきましては、建設部のほうから御説明を

させていただきます。 

  それでは、２０８、２０９ページをお願いいたします。 

  第８款消防費、第１項消防費、第１目常備消防費、常備消防運営事務事業でございま

す。この事業は、火災、災害時における町民の生命・財産を保護するため、広島市への

常備消防事務の委託に要する経費を計上しております。事業費は２億４,８２７万９,０

００円、本年度より８９万２,０００円、０.４％の減となっております。 

  歳入の特定財源、その他１０１万９,０００円につきましては、行政財産目的外使用

料１,０００円と消防ヘリコプター運営助成金１０１万８,０００円でございます。 

  減額の主な要因でございますが、広島市の消防ヘリコプター維持に係る負担金９７万

３,０００円の減額によるものでございます。 

  主な事業費は、広島市への消防事務の委託料●●●●●●●●●●円でございます。 

  続いて、２１０、２１１ページをお願いいたします。 

  第２目非常備消防費、消防団運営事務事業について御説明をいたします。この事業は、

熊野町消防団員の報酬、災害時の出動や災害を見据えた訓練実施への費用弁償、その他
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退職報償金、災害補償などへの負担金を計上するもので、事業費全体で２,０３３万２,

０００円、本年度より３６万４,０００円、１.８％の増となっております。 

  歳入の特定財源、その他６３９万６,０００円につきましては、消防基金からの消防

団員退職報償金４００万円、そして消防団員安全装備品整備等助成金１００万円、消防

団の装備拡充に対するコミュニティ助成金、これが１００万円、そして基金繰入金３９

万６,０００円となっております。 

  増額の要因でございますが、出初め式の実施に当たりまして、１００周年記念事業と

しての位置づけをするものとして、消耗品を約４０万円増額したことによるものでござ

います。 

  主な事業費は、消防団員の報酬３２５万３,０００円、団員退職報償金等に係る報償

費４００万円、出動手当等に係る旅費４９４万２,０００円、消防装備品取得等に係る

需用費３５２万９,０００円でございます。 

  続いて、２１２、２１３ページをお願いいたします。 

  第３目消防施設費、消防水利、機械器具維持管理事業について御説明いたします。こ

の事業は、火災などの災害発生時に欠かすことのできない消防水利や消防用資機材の整

備、維持管理に要する経費を計上するもので、事業費全体で４４６万３,０００円、本

年度より４５９万９,０００円、５０.８％の減でございます。減額の要因でございます

が、前年度は消防積載車及び小型動力ポンプ各１台の更新を行いましたけれども、次年

度は小型動力ポンプ１台のみを更新する見込みとしていることによるものでございます。 

  主な事業費は、ポンプ１台の取得に係る備品購入費２３０万円、消火栓修繕等に係る

負担金補助及び交付金１００万円でございます。 

  続きまして、第４目水防費、災害予防及び応急対策事業でございます。この事業は、

豪雨・地震などの各種災害に対する予防措置、被害の軽減及び応急対策などを目的に、

食料や生活必需品の備蓄、それから防災行政無線の維持管理、自主防災組織の育成支援

助成、自治会による安全安心まちづくりへの助成、広島県防災ヘリコプター負担金など

の経費を計上し、特に防災行政無線に関しまして、デジタル化に係る事業を２カ年の継

続事業として進めることとし、本予算に継続１年目の経費を計上したものでございます。

事業費全体で２億４,８５４万円、本年度より１億７,０８８万８,０００円、２２０％

の増と大きく増加となっております。この主な要因といたしまして、本年度におきまし

ては、西公民館跡地における交流広場及び防災センターの整備に係る経費を計上いたし
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ておりましたが、これにかわりまして、今申しました防災行政無線デジタル化に係る所

要額を計上したことによるものでございます。 

  歳入の特定財源のうち、地方債２億３,０００万円は、防災行政無線デジタル化に係

る事業費全額を、元利償還金に関して地方交付税の措置のある緊急防災減災事業債によ

り補うこととしたものでございます。また、その他の諸収入４０３万３,０００円につ

きましては、広島県防災ヘリコプター負担金及び安心安全まちづくり事業に対する広島

県市町村振興協会からの助成金でございます。 

 ○財務課長（桐木） ２１４ページ下段の９款教育費は、教育部から後ほど説明いたし

ます。 

  少し飛びまして、２８０、２８１ページをお願いします。 

  １１款、公債費でございます。１目元金につきましては、過年度借り入れ分までの町

債に係る償還金でございまして、５億８,５７２万２,０００円、本年度より８５万９,

０００円、０.１％の増となっております。増額の要因は、平成２７年度に借り入れた

臨時財政特例債の償還が開始することなどによります。 

  次に、２目利子につきましては、元金と同様に、過年度の借り入れ分の町債に係る利

子及び一時借入金に係る利子でございまして、５,０８７万８,０００円、既借入分の償

還終了に伴って、本年度より５８４万９,０００円、１０.３％の減となっております。 

  続いて、１２款諸支出金の基金事業でございますが、この事業は、７つの基金財産の

預金から配当される利子を一般会計を通じて各基金に積み立てるもので、５５万７,０

００円、本年度より２８万９,０００円、３４.２％の減を見込んでおります。 

  続いて、一般会計の最後になります１３款予備費でございます。予算編成時に予期し

なかった予算外の支出、予算超過の支出に充てるため、本年度と同額の２,０００万円

を計上しております。 

  総務部は以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） ありがとうございました。 

  それでは、ただいま説明がありました１７４ページから１８１ページの商工費、２０

８ページから２１５ページの消防費、２８０ページからの公債費、諸支出金、予備費に

ついて質疑を行います。質疑はありませんか。 

  議長。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（山吹） ２１２ページ、２１３ページ、８款消防費、１項消防費、３目消防施設

費の消火栓新設負担金５０万とありますけども、場所等がわかりましたらお願いしたい

と思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 西村総務部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部次長（西村） 今年度につきましては、新設負担金につきまして、特にまだ場所

は明らかになっておりません。毎年のように１カ所つけるような格好で計画をさせてい

ただいているものでございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 沖田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） ６款商工費、１８１ページなんですけれども、筆の里工房入館料無料化

補助金というのがついてるんですが、これは昨年はなかったんですが、できれば説明を

していただきたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 西岡地域振興課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○地域振興課長（西岡） 筆の里工房入館料無料化補助金でございます。こちらにつきま

しては、呉市を中枢市として活動しております広島中央地域連携中枢都市圏の観光施設、

美術館であるとか、博物館をお持ちの市町が協力いたしまして、３０年度につきまして

は夏休みに限定して、各市町、小・中学生の入館料を無料にしましょうということで合

意をしておりまして、それに対して熊野町も参画するというものでございます。筆の里

工房入館料を、夏休みに限り、小・中学生は無料というものでございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） 済みません、２１３のところの消防関係ですが、この前からよくデジ
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タル化という話をよく聞くんですが、ちょっと情報に疎いもので、デジタル化というの

は具体的にどういうような形になるのか、ちょっと教えてもらいたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 西村総務部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部次長（西村） それでは、防災行政無線のデジタル化につきまして、経過等から

ちょっとお話をさせていただきたいと思います。 

  防災行政無線につきましては、当初、昭和５７年に設置をいたしまして、一旦平成８

年に設備の機器更新などを行って、既に２０年余り経過いたしております。現在はアナ

ログ方式というものでございます。国におきまして、このアナログ方式から平成３４年

にデジタル化に切りかえなくちゃいけないということがございまして、現在、デジタル

化のほうへ向かっております。 

  今回行いますデジタル化の事業概要でございますが、まず機器等をアナログ方式から

デジタル方式のほうへ切りかえると。それから、御存じのように屋外にスピーカー、ラ

ッパがございます。これも更新してまいります。これは今現在、４０カ所町内にござい

ますけれども、これもちょっと若干数を減して、２０カ所程度で今検討を進めている状

態でございます。 

  それで、デジタル化の効果ということでございますが、基本的に、まず今の放送の方

式、マイクに向かってしゃべって、それを録音したり、直接に今のラッパのほうに流れ

るといった方式から、今度はそれがシステム、パソコンに文字情報として入力するとい

う形になります。この文字情報として入力されたものを音声としてスピーカーから発信

するというふうな形になろうかと思います。 

  パソコンのほうに、システムのほうに入力した文字情報をもとといたしまして、まだ

検討中でございますけれども、メールでございますとか、ＳＮＳ、あるいは各種アプリ

のほうなどへ情報発信するというような形を考えていると。まだ細かいところは検討さ

せていただいている状態です。 

  もう一つ、例えば災害本部対策機能ということでございまして、例えば気象庁、ある

いは広島県防災等から発出される雨量等の情報につきまして、それを一旦そのシステム

の中に集約いたしまして、例えば防災本部の設置時期の到来が来たよとか、避難情報の

発出時期、その到来などを、機械がまず判定するような仕組みも備わっているというふ
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うに考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） だから、無線で今までやりとりしよったものが、簡単にいえば、今パ

ソコンあたりに打ち込む、それから今度は音としていろんな、あるいは声として、個人

のスマホやらそういった携帯のほうに入ってくるということになるんですよね。ちょっ

と疎いものですから。 

  もう一つは、個人個人がだから機器を持つんじゃなしに、自分の持っている機器のほ

うに情報をとろうと思えばとれるような形になるというように解釈すればいいんですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 西村総務部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部次長（西村） 委員おっしゃるとおりでよろしいと思います。パソコンに入力し

たような形で文字が出ます。その文字を音声として発信する。その打った文字はＳＮＳ

であるとかというのを本人に発出できるというふうに考えていただけたらと思っており

ます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） ほかにありませんか。 

  立花委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（立花） １７７ページなんですが、商工費の熊野町の商工会補助金というのを、

主にどのように活用されるのかを教えてください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 西岡地域振興課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○地域振興課長（西岡） 商工会への６３０万円の補助金についてでございます。こちら

の６３０万円の補助金につきましては、商工会の活動につきまして使われるものでござ
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います。まず、経営改善普及事業によるもの、巡回指導であったり、専門家派遣による

指導等でございます。あと、商工会全体の取り組みということで、地域経済動向調査等

の発信、地域商工業実態調査等を行うとともに、就職の相談窓口等も常時開設いただく

ようにしております。あと、経営計画策定支援ということで、相談に来られた経営計画

を立てられる事業に対しても指導を行っていただくというものに６３０万円使っていた

だくようになっております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 立花委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（立花） ちょっとわかりにくいんですけども、就業促進事業というのは３０万と

いう細かく書いてあるんですけども、ほかの部分も難しいことではあるんだろうと思う

んですが、もっとわかりやすく、全くそういったものに使われるんならしかたないな、

必要だというような感じのことが聞きたかったんですけれども。直接、商工会のほうか

らどこかにまた補助を出すというんじゃなくて、いろんなコンサルとか、そういったこ

とをする人ができやすいようにそういう場をつくるということでよろしいでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 西岡地域振興課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○地域振興課長（西岡） ３０万円の補助金につきましては、年に２回、町民会館のほう

で就職ガイダンスをしていただいているというものでございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 岩田総務部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部長（岩田） 少し補足をさせてください。 

  通常、補助金にはいろいろ事業費の補助であるとか、大会の補助とかいろいろありま

す。今言うように、一つの事業に対して、その費用対効果を見て補助をするという補助

金とは違いまして、この商工会というのは、商工会という団体が行う公益性というんで

すか、そういうものに鑑みてからに、町のほうから幾らか財政支援をするという形をと

っておりまして、やはり、ただ予算の範囲内で幾ら幾らというんではなくて、やはりそ
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の中の事業の中に公益性が高い部分を、この部分に補助してますよという整理をしてる

ということでございます。そのように理解していただいて、その部分の事業の事業対効

果を見て補助を決めているというものではちょっとないということで、ちょっと相違が

ございますので、補足させていただきます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○総務厚生分科会進行役（時光） それでは、以上で総務部門についての説明が終わりま

した。 

  次に、民生部門へ移りたいと思います。 

  執行部入れかえのため、暫時休憩いたします。 

（休憩 １３時５７分） 

（再開 １３時５９分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 休憩前に引き続き、分科会を再開いたします。 

  続きまして、総務費の一部と民生費について、説明をお願いします。 

  堂森生活環境課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生活環境課長（堂森） 平成３０年度一般会計予算案の民生部門の説明をさせていただ

きます。 

  それでは、まず予算書７４、７５ページをお開きください。 

  ２款総務費、１項総務管理費、５目交通安全対策費、交通安全対策事業でございます。

この事業は、年４回の交通安全運動期間中に街頭啓発活動を実施するなど、交通事故の

未然防止、減少を図るための諸経費を計上しております。事業費は６５万２,０００円

で、本年度より２６万５,０００円、２８.９％の減となっております。減額の主な要因

は、交通安全運動推進隊熊野支部への補助金のうち、隊服購入に対する補助が終了した

ことによるものでございます。 

  主な事業費は、街頭啓発活動で使用するのぼり旗の購入や公用車の燃料費など、需用

費１６万３,０００円、交通安全運動推進隊熊野支部への補助金３７万円でございます。 
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  次の６目防犯対策費、防犯対策事業でございます。この事業は、犯罪のない安全で安

心して暮らせるまちの実現のため、町民一人一人の防犯意識を高める啓発活動や、自主

防犯組織に対する支援、夜間の犯罪防止のための防犯灯の設置補助など、町内の犯罪件

数の減少を目的とした経費を計上しております。事業全体で３７６万円、本年度より１

７万９,０００円、４.５％の減となっております。 

  特定財源、その他では、公益財団法人広島県市町村振興協会からの助成金６０万円で

ございます。 

  減額の要因は、電気料金の値下げに伴う防犯灯補助金の減少によるものでございます。 

  主な事業費は、各自治会が管理する防犯灯の設置、維持管理に対する助成と、海田警

察署管内防犯組合連合会負担金の合計３５６万１,０００円でございます。 

◯住民課長（堀野） それでは、ページのほう少し飛びまして、９８ページ、９９ページ

をお願いします。 

  ４項戸籍住民基本台帳費、住民基本台帳等事業でございます。この事業は、戸籍、住

民基本台帳及び印鑑登録原票の記載・登録・管理または諸証明の交付事務のほか、旅券

交付などの事務に係る諸経費を計上しています。事業費は６,７０４万円、本年度より

４,７００万５,０００円、２３４.６％の増となっております。 

  特定財源として、個人番号カード交付事務費補助金など、国・県支出金が１,０２９

万３,０００円と、諸証明の交付に伴う手数料収入など、その他収入を８８５万８,００

０円計上しております。 

  事業費が増額となった主な要因は、地方公共団体情報システム機構負担金の増及び住

民票等のコンビニ交付導入に係る経費によるものでございます。 

  主な事業費は、臨時職員の賃金３３２万円、機器保守及び電算処理等の委託料が●●

●●●●●●●●円、電算機器・ソフトウエア等に係る使用料及び賃借料が６１５万６,

０００円、地方公共団体情報システム機構等負担金５３９万６,０００円となっており

ます。 

  次の５項選挙費以降の総務費は、総務部により説明しております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◯民生部次長（時光） 続きまして、また少し飛んでいただきまして、１０８ページ、１

０９ページをお開きください。 

  １０９ページ下段の３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費の社会福祉一
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般事務事業は、民生委員や町民相談に関する事務などに要する経費を計上しております。

事業費は８２７万５,０００円、本年度より４５万４,０００円、５.２％の減となって

おります。減額の主な要因でございますが、民生委員・児童委員が定員に達してないこ

とから、現状にあわせて民生委員・児童委員を充てております生活指導員の報酬、民生

委員の謝金を減額したことによるものです。 

  歳入の特定財源、国・県支出金は、民生委員の権限委譲事務費など３１８万６,００

０円でございます。 

  主な経費といたしましては、生活指導委員報酬４８６万円、次、１１１ページになり

ますが、報償費の民生委員謝金２６６万７,０００円でございます。 

  次に、同じく１１１ページの福祉団体助成事業は、熊野町社会福祉協議会など、社会

福祉の団体３団体に対する活動助成金を計上しております。事業費は３,２８６万６,０

００円、本年度より１７０万円、５.５％の増となっております。増額の主な要因は、

社会福祉協議会補助金のうち人件費の増によるものでございます。また、熊野町遺族会

が昨年３月で解散されたため、２９年度予算は３月補正予算で減額させていただきまし

たが、３０年度予算では計上をいたしておりません。 

  主な経費でございますが、社会福祉協議会３,２２５万３,０００円、民生委員児童委

員協議会５８万３,０００円、母子寡婦会３万円の補助金でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） 続いて、１１２、１１３ページをお願いいたします。 

  原爆被爆者健康管理・医療事業でございます。この事業は、被爆者援護法に基づく保

健分野の援護対策といたしまして、年２回の健康診断、その記録の保存、結果に基づく

健康相談を行うもので、事業費は１１万５,０００円、本年度より７,０００円、５.

７％の減額となっております。減額の主な要因は、対象者の減員によるものです。 

  県から移譲された事務ではありますが、健診業者との契約や支払いは、引き続き県が

直接行っておりますので、主な事業費は、健康診断の案内に要する役務費の通信運搬費

１０万５,０００円でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◯民生部次長（時光） 次の、生活困窮者自立支援事業は、生活保護に至る前の段階の自

立支援策として、生活困窮者に対し、自立相談支援事業及び住宅確保給付金の支給等を

行うもので、事業費７３万２,０００円、本年度より２１万７,０００円、２２.９％の
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減となっています。減額の主な要因は、住宅確保給付金の利用実績に応じて、予算額を

必要最小限に抑えたことによるものです。 

  特定財源の国・県支出金４１万９,０００円の内訳は、生活困窮者自立支援費国庫負

担金３３万３,０００円、生活困窮者就労準備支援事業費等補助金８万６,０００円でご

ざいます。 

  主な経費は、離職等により住宅を損失するまたは損失するおそれがある就労意欲のあ

る者に対し、生活保護基準の住宅扶助費に相当する額を支給する住居確保給付金２２万

８,０００円、子供の学習支援事業負担金９万１,０００円、一時生活支援事業負担金８

万３,０００円でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○高齢者支援課長（加島） 続きまして、２目老人福祉費、老人ホーム等入所措置事業で

すが、この事業は、環境上及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困

難なおおむね６５才以上の高齢者の養護老人ホームへの入所委託に係る経費を計上して

おります。事業全体で２,９１６万円、本年度より７５万円、２.５％の減となっており

ます。減額の要因は、委託費の減額によるものです。 

  その他の財源５７２万３,０００円は、入所者からの費用徴収金です。 

  次のページをお願いします。主な事業費は、入所委託者１３人分の委託料●●●●●

●●●●●円です。 

  敬老事業ですが、この事業は、８０才以上の高齢者を対象とした敬老会の開催や、長

寿祝い金の支給に係る経費を計上しております。事業全体で３９９万４,０００円、本

年度より１０８万５,０００円、２１.４％の減となっております。減額の要因は、８８

歳の長寿祝い金の廃止によるものです。 

  主な事業費は、敬老会を開催するための実行委員会への補助金として１９９万８,０

００円、１００歳と８０歳に支給する長寿祝い金の扶助費１８３万円です。 

  次の健康づくり介護予防ポイント事業ですが、平成３０年の新規事業となります。こ

の事業は、ボランティアや町が開催する健康づくり教室などに参加した場合にポイント

を付与し、ポイントの合計に応じて還元する奨励金や奨励品に係る経費を計上しており

ます。事業全体で１１５万円となっております。 

  主な事業費は、奨励金及び奨励品に係る報償費１０５万円、ポイント押印用のスタン

プ等の消耗品として１０万円です。 
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  続きまして、老人福祉一般事業ですが、この事業は、平成３０年度までの債務負担行

為の在宅介護支援センターの整備費補助金として、設置主体の社会福祉法人成城会が行

った借入金償還額の補助金と、老人クラブ連合会への補助金、災害時要配慮者把握事業

に係る経費を計上しております。事業全体で４５０万１,０００円、本年度より２万９,

０００円の減となっております。 

  主な事業費は、災害時要配慮者把握事業に係る通信運搬費６２万７,０００円、在宅

介護支援センターの整備費補助金２０７万７,０００円、老人クラブ連合会補助金１７

０万円です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◯民生部次長（時光） 次に、同じページ一番下の３目障害者福祉費の障害者福祉一般事

業は、身体障害者手帳認定交付事務、障害者相談員設置事業及び障害者福祉団体助成に

係る経費を計上しております。事業費は８７万８,０００円で、本年度より４５８万９,

０００円、８３.９％の減となっております。減額の主な要因でございますが、障害者

保健福祉計画及び第５期障害福祉計画、第１期障害児福祉計画の策定業務の終了による

ものでございます。 

  主な経費は、次の１１７ページになりますが、身体障害者福祉協会補助金３６万円で

ございます。 

  次の特別障害者手当等支給事業は、特別障害者手当、障害児福祉手当の２つの手当の

認定及び支給と、特別児童扶養手当の認定に係る経費を計上しております。事業費は本

年度とほぼ同額の１,１２５万３,０００円でございます。 

  特定財源の国・県支出金９０９万２,０００円の内訳でございますが、特別障害者手

当等給付費国庫負担金８４１万８,０００円、特別児童扶養手当事務費交付金１１万５,

０００円、障害者福祉費委託金５５万９,０００円でございます。 

  主な経費といたしましては、２つの手当の支給費である扶助費１,１２２万７,０００

円でございます。 

  次に、障害者総合支援事業は、１１７ページから１２１ページにかけて掲載しており

ます。この事業は、障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービスの給付等に係る経費

を計上しております。事業費は６億１９５万５,０００円で、本年度より６,０５２万３,

０００円、１１.２％の増となっております。 

  特定財源の国・県支出金は、障害福祉サービス給付費に対する国及び県からの負担金、
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補助金等で、４億３,３５５万３,０００円、その他は臨時職員等社会保険料納付金４４

万円でございます。 

  増減の主な要因は、熊野町社会福祉協議会が運営しております身体障害者のサービス

等利用計画を作成する相談支援事業所が人員配置の面から当面事業所を廃止することに

なったことから、セルフプランの作成支援や事業所との調整を行う臨時職員を民生課に

配置するための賃金及び共済費の増額、またサービスの利用の増加による扶助費の増額

でございます。 

  １１９ページをお願いいたします。主な経費といたしましては、臨時職員賃金２８３

万２,０００円、役務費の手数料はサービス等の審査支払い手数料、障害者福祉のシス

テム利用料で６３９万９,０００円、下のほうにあります負担金補助及び交付金の障害

者が就労支援事業所等に通所する際の交通費助成が３０２万円。 

  次に、１２１ページをお願いします。１２１ページ上段に記載しております障害者福

祉サービス等の提供を行う扶助費では、障害者自立支援事業が、障害者総合支援法に基

づき給付するホームヘルパー派遣やあゆみ等の事業所への通いのサービス、施設の入所、

放課後等デイサービスや就労系のサービスに係る経費で５億２,６５０万８,０００円で

す。 

  次の障害者医療費事業３,１４１万５,０００円は、治療効果が確実なものと期待でき

る腎臓や心臓、肢体不自由などの身体障害者手帳保持者の医療費の一部を助成するとい

うものです。 

  次の障害者地域生活支援事業２,６４９万２,０００円は、障害者総合支援法に基づき、

地域の実情に応じて実施するベッドやストマ用具等の支給を行う日常生活用具給付事業

や、単独事業である重度障害者福祉タクシー利用助成及び腎臓障害者通院助成等の事業

でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） 続いて、地域リハビリテーション事業でございます。

この事業は障害児とその家族に、地域交流の場や相談の機会を提供するスマイルキッズ

事業に係る経費を計上しております。事業費は１６万３,０００円、本年度より６２万

８,０００円、７９.４％の減額となっています。平成２９年度においては、障害や生活

機能低下のある人に対する生活的社会的訓練を行う機能訓練事業を含めた経費を計上し

ておりましたが、平成３０年度においては、介護保険特別会計の保険事業勘定、一般介
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護予防事業に統合し、実施することとしたため、大きく減額となっております。 

  次の４目人権推進費につきましては、後ほど教育部から御説明をいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◯住民課長（堀野） １２２ページ、１２３ページをお願いします。 

  ５目国民年金費、熊野町国民年金事業でございます。この事業は、国民年金の資格関

係の届け出や、保険料免除申請の受理・審査など、国からの法定受託事務に係る諸経費

を計上しております。事業費は３６０万９,０００円、本年度より５９万５,０００円、

１９.７％の増となっております。 

  特定財源としまして、国民年金に係る国庫委託金など国・県支出金を３３４万９,０

００円、その他収入として、臨時職員社会保険料納付金２６万円を計上しており、事業

費の全額を特定財源で賄っております。 

  事業費が増額となった主な要因は、システム改修経費の増額によるものでございます。 

  主な事業費は、臨時職員の賃金１６０万８,０００円、クラウド利用料としての手数

料７５万２,０００円でございます。 

  １２４、１２５ページをお願いします。 

  ６目国民健康保険費、熊野町国民健康保険事業でございます。この事業は、国民健康

保険事業特別会計の事務執行体制を設けるための諸経費と、特別会計への繰出金を計上

しております。事業費は、１億８,３５６万８,０００円、本年度より１,９６７万５,０

００円、９.７％の減となっております。 

  特定財源として、国民健康保険税の軽減に係る国や県の負担金など、国・県支出金を

１億１３８万６,０００円計上しております。 

  事業費が減額となった主な要因は、特別会計への繰出金が減少したことによります。 

  主な事業費は、職員手当等１０２万４,０００円、特別会計への繰出金１億８,２４４

万１,０００円でございます。繰出金につきましては、後ほど特別会計において説明さ

せていただきます。 

  続きまして、熊野町国民健康保険税事業でございます。この事業は、国民健康保険税

の賦課に係る時間外手当を計上しております。事業費は１６万１,０００円、本年度よ

り５万円、４５％の増となっております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） 次に、１２６ページ、１２７ページをお願いいたしま
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す。７目福祉医療費、福祉医療費公費負担事業でございます。この事業は、乳幼児、ひ

とり親家庭、重度心身障害者に対し、医療費の個人負担額を助成することにより、経済

的負担の軽減及び疾病の早期発見、重症化の予防に努めるもので、事業費は１億３,７

７０万８,０００円、本年度より３０４万円、２.３％の増となっております。 

  財源の国・県支出金５,８８８万２,０００円は、県支出金の福祉医療費公費負担事業

費補助金でございます。 

  主な経費といたしましては、扶助費として、乳幼児医療費３,７４０万円、ひとり親

家庭等医療費１,２３０万円、重度心身障害者医療費７,８２１万６,０００円、児童の

入院医療費４００万円を計上しております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○高齢者支援課長（加島） 続きまして、８目介護保険費、介護保険一般事業ですが、こ

の事業は、介護認定調査員の雇用に係る経費や、介護保険特別会計への繰出金を計上し

ております。事業全体で２億９,５８８万円、本年度より１,８６１万７,０００円、５.

９％減となっております。減額の要因は、平成２９年度の事業計画の策定が終了したこ

と、介護保険事業特別会計繰出金の減額によるものです。 

  １２８、１２９ページをお願いします。主な事業費ですが、３名の臨時職員賃金６７

８万６,０００円、介護保険特別会計への繰出金２億８,５６３万４,０００円です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◯民生部次長（時光） 同じく１２９ページの一番下になりますが、９目地域健康センタ

ー費の地域健康センター等運営管理事業は、多世代交流を促進し、健康増進・介護予防

などの普及啓発を推進するための地域拠点施設である中央地域健康センター、西部地域

健康センター、東部地域健康センター及び中央ふれあい館の管理運営経費を計上してお

ります。事業費は４,５５９万６,０００円で、本年度より１０３万３,０００円、２.

３％の増となっております。 

  特定財源のその他は、中央地域健康センター等の行政財産目的外使用料等で３６４万

４,０００円を計上しております。 

  増額の主な要因は、子育て支援センターが西部地域健康センターから旧西公民館跡地

に移転することから、移転後の施設の修繕費を計上したこと、また各施設の指定管理料

の人件費部分の増によるものでございます。 

  １３１ページをお開きください。主な経費といたしましては、西部及び東部地域健康
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センター、中央ふれあい館の指定管理委託料のほか、中央地域健康センターに係る警

備・清掃・機械器具保守点検等の委託料で、合計●●●●●●●●●●円でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◯住民課長（堀野） 下段１０目後期高齢者医療費、後期高齢者医療事業でございます。

この事業は、後期高齢者医療特別会計の事務執行体制を設けるための諸経費と、特別会

計への繰出金を計上しております。事業費は３億７,０５１万１,０００円、本年度より

２,１００万８,０００円、６％の増となっております。 

  特定財源として、保険料の軽減に係る県の負担金など国・県支出金を４,９４９万１,

０００円計上しております。 

  事業費が増額となった要因は、特別会計への繰出金が増額したことによります。 

  主な事業費は、特別会計への繰出金３億７,０３０万４,０００円です。繰出金につき

ましては、後ほど特別会計において説明させていただきます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◯民生部次長（時光） １３３ページをお開きください。 

  ２項生活保護費、１目生活保護総務費の生活保護一般事務事業でございますが、生活

保護に係る事務経費を計上しております。事業費は８９１万２,０００円、本年度より

３７１万２,０００円、７１.４％の増となっております。 

  特定財源の国・県支出金４４万１,０００円は、国の生活困窮者就労準備支援事業費

等補助金２３万４,０００円と、県の社会保障生計調査委託金２０万７,０００円でござ

います。 

  増額の主な要因でございますが、生活保護システムの契約期限が本年１２月で終了す

るため、更新に係る経費が増額となったものでございます。 

  主な経費といたしましては、生活保護世帯の医療扶助の適正化のために行っておりま

すレセプト管理のシステムの保守や医療券の審査支払い等の手数料で１１３万１,００

０円、生活保護システムの更新及び保守等に係る委託料で●●●●●●●円、一番下の

現システムの１２月までのシステム利用負担金１２４万３,０００円でございます。 

  次に、１３５ページをお願いいたします。 

  中段になりますが、２目扶助費の生活保護費支給事業は、被保護者に対する扶助費で、

事業費３億３,２２５万３,０００円、本年度より１４０万８,０００円、０.４％の増と

なっております。増額の主な要因は、生活保護世帯数の若干の減により、生活扶助費、
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住宅扶助費は減額が見込まれるものの、それを上回る医療扶助の増を見込んだものでご

ざいます。 

  特定財源の国・県支出金は、生活保護費等負担金で２億５,８６４万９,０００円、負

担割合は国が４分の３、町が４分の１となっております。そのほかは生活保護費の返還

金の２０万１,０００円でございます。 

  １月末現在の被保護者でございますが、１３０世帯１８４人、保護率は０.７８％と

なっております。また、扶助費の内訳といたしましては、医療扶助費が全体の６２％、

次いで生活扶助費が２６％を占めております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） １３６、１３７ページをお願いいたします。 

  続いて、３項児童福祉費、１目児童福祉総務費の児童関係諸手当支給事務事業でござ

います。この事業は、児童手当、児童扶養手当の認定及び支給事務に要する経費を計上

しております。事業費は１５７万円、本年度とほぼ同額となっております。 

  主な経費といたしましては、認定通知等に係る郵送料等の通信運搬費３５万８,００

０円及び電算クラウドサービス手数料の７６万５,０００円でございます。 

  続きまして、保育所運営一般事務事業でございます。この事業は、保育所入所申請、

保育所利用料の徴収、保育所入所委託等に係る事務経費を計上しております。事業費は

４１３万４,０００円、本年度より１９９万５,０００円、９３.３％の増となっており

ます。増額の主な要因は、くまの・みらい保育園の駐車場整備工事によるものです。 

  財源の国・県支出金は、子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金１万４,

０００円、その他は公共施設等整備基金繰入金２７０万円でございます。 

  主な経費といたしましては、保育所利用料決定通知書等に係る郵送料等の通信運搬費

２０万１,０００円及び電算クラウドサービス手数料７５万２,０００円、維持修繕工事

請負費●●●●●●●●●●円でございます。 

  続いて、母子家庭等自立支援事業でございます。１３８、１３９ページに続いており

ます。この事業は、母子家庭の母や、家庭の人間関係の悩みを抱える家庭の相談等に応

じ、その支援に必要な情報提供や指導を行うもので、事業費は７９６万５,０００円、

本年度より１８７万８,０００円、３０.９％の増となっております。増額の主な要因は、

母子家庭自立支援給付金の増額によるものです。 

  財源の国庫支出金は、母子家庭等対策総合支援事業補助金等２３３万７,０００円、
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その他は嘱託職員の社会保険料納付金４４万円でございます。 

  主な経費といたしましては、母子・父子自立支援員報酬２８５万２,０００円、母子

家庭自立支援給付金３１１万７,０００円でございます。 

  続いて、子育て支援センター事業でございます。１４０、１４１ページに続いて記載

をしております。この事業は、現在、西部地域健康センターにおいて委託により実施し

ております子育て支援センター事業を、旧西公民館跡地に設けた定住促進拠点施設に移

転し、町直営で運営するための経費及び施設維持管理経費を計上するもので、事業費は

１,５３４万３,０００円となっております。 

  財源の国・県支出金は、国庫・県費の子ども・子育て支援交付金８３９万６,０００

円、その他は臨時職員等社会保険料納付金１１０万６,０００円でございます。 

  主な経費としましては、臨時職員の賃金７１４万７,０００円、社会保険料２３１万

２,０００円でございます。 

  １４２、１４３ページをお願いいたします。 

  次世代育成支援対策事業でございます。この事業は、子ども・子育て支援事業計画の

策定や、計画の進行管理等を行うもので、事業費は２７５万２,０００円、本年度より

９６３万６,０００円、７７.８％の減となっております。減額の主な要因は、西部地域

健康センターで実施しております子育て支援センター事業を別事業として予算計上した

ことによる委託料の減額によるものです。 

  主な経費といたしましては、平成３１年度に計画期間が終了する子ども・子育て支援

事業計画の次期計画策定に係る業務委託料でございます。 

  続いて、２目児童措置費の児童手当支給事業でございます。この事業は、中学校卒業

までの児童を扶養する家庭に手当を支給することにより、家庭の生活の安定と次代の社

会を担う子供の健全育成を図るものでございます。支給額は、３才未満と小学生以下の

第３子以降が１万５,０００円、その他は１万円で、事業費は３億８,４６９万５,００

０円、本年度より５,６６５万円、１.５％の減となっております。減額の主な要因は、

支給対象児童の減少によるものです。 

  特定財源の国・県支出金は、国庫、県費の児童手当負担金３億２,５７６万６,０００

円でございます。 

  次に、１４３ページ、最終行になります児童扶養手当給付事業でございます。１４４、

１４５ページに続いて記載をしております。この事業は、母子や父子家庭等に対して生
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活の安定と自立促進を通じ、その児童の福祉の増進を図るため、児童扶養手当を支給す

るもので、２月末時点で１９５人が受給しております。事業費は９,７３５万７,０００

円、本年度より１４１万３,０００円、１.４％の減となっております。 

  財源の国・県支出金は、児童扶養手当給付費国庫負担金３,２４５万２,０００円でご

ざいます。 

  １４４、１４５ページをお願いいたします。 

  次に、児童福祉施設入所委託事業でございます。この事業は、ＤＶ等による帰宅先の

ない母子の保護及び施設入所措置とともに、自立の支援を行うものです。事業費は、本

年度とほぼ同額の２５１万２,０００円となっております。 

  財源の国・県支出金は、国庫、県費の児童入所施設措置費等負担金１８０万円でござ

います。 

  次に、３目保育所費の保育所運営事業でございます。この事業は、町内４つの保育所

へ保育を必要とする乳幼児の入所等を行うことにより、保護者の就労と子育てを支援し、

乳幼児の健全育成を図るというものです。定員は４５０人で運営しております。また、

学校法人猪野学園が運営する２つの幼稚園へ、施設型給付費を給付しております。事業

費は６億２,７１９万５,０００円、本年度より５,１４５万４,０００円、８.９％の増

となっております。増額の主な要因は、公定価格の基本分単価の増額及び保育士の処遇

改善加算の増額、０・１・２才児の入所児童数の増加見込みによる保育委託料の増額に

よるものです。 

  財源の国・県支出金は、国庫、県費の子供のための教育・保育給付費負担金及び子ど

も・子育て支援交付金を合わせた２億５,４５１万３,０００円、その他は利用者負担の

保育所利用料等１億７１万７,０００円でございます。 

  主な経費といたしましては、保育に係る委託料●●●●●●●●●●円、延長保育等

の特別保育事業及び施設型給付費として、幼稚園に支払う負担金補助及び交付金１億２,

６０８万７,０００円でございます。 

  １４４、１４５ページの最終行になります４目児童福祉費の放課後児童健全育成事業

でございます。１４６、１４７ページに続いて記載しております。この事業は、昼間、

家庭に保護者のいない小学１年生から５年生までの児童に対して、適切な遊びや生活の

場を与えて、児童の健全育成を図るものでございます。事業費は４,６１５万３,０００

円、本年度より９６０万７,０００円、２６.３％の増となっております。増額の主な要
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因は、対象学年拡大による支援員等の配置増見込みに伴う報酬の増額及びそれに伴う社

会保険料の増額、エアコン設置等に係る工事請負費の増額でございます。 

  財源の国・県支出金は、国庫、県費の子ども・子育て支援交付金２,１４１万６,００

０円、その他は、保護者負担金１,４０６万４,０００円でございます。 

  主な経費といたしましては、支援員等報酬３,５２３万５,０００円、社会保険料２５

５万６,０００円、施設整備工事費●●●●●●●●●●円、収納棚等の備品購入費１

２７万円でございます。 

  １４８、１４９ページをお願いいたします。 

  ５目子育て支援拠点施設整備費の保育所等整備事業でございます。この事業は、学校

法人猪野学園の第二聖徳幼稚園園舎老朽化に伴う改築及び保育機能創設経費に対し助成

を行い、認定こども園への移行を支援するものでございます。事業費は２億２,９６８

万４,０００円となっております。 

  財源の国・県支出金は、国庫補助金の保育所整備交付金１億５,３１２万３,０００円、

地方債は社会福祉施設整備事業債６,１２０万円でございます。 

  以上で民生費の説明を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） はい、ありがとうございました。 

  説明が終わりましたところで、暫時休憩いたします。 

  再開は２時５０分からとします。 

（休憩 １４時３９分） 

（再開 １４時５１分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

  それでは、ただいま説明がありました７４ページからの総務費の交通安全対策費、防

犯対策費と、９８ページからの戸籍住民基本台帳費と、１０８ページから１４９ページ

の民生費について、質疑を行います。質疑はありませんか。 

  沖田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） 済みません、１３７ページ、３款民生費、３項児童福祉費、１目児童福

祉総務費、保育所運営一般事務事業なんですけど、みらい保育園の駐車場を整備すると
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いう話があったので、ちょっと詳しく教えていただきたいんですけど。１３７ページで

す。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 隼田子育て・健康推進課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） くまの・みらい保育園の駐車場舗装工事でございます。

みらい保育園の入り口玄関のところなんですけれども、以前カラー舗装をしておった部

分です。このカラー舗装をしておった部分が、アスファルトというか、小石がばらばら

と浮き始めたということで、舗装のやりかえを行います。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 大瀬戸委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（大瀬戸） １３５ページの生活保護費なんですが、生活保護の人数は減ったけど

医療費が、医療扶助がふえてるということで、やっぱり高齢化が進んでいるのかなとい

うふうに思ったんですが、この支給者の年齢分布といいますか、どのぐらいの年齢の方

が多いのか。満遍なくなのか。平均年齢ということでもないですけど、どの辺の年齢層

が多いのか、ちょっと教えてください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 時光民生部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○民生部次長（時光） やはり高齢者の方が多くなっております。６０代以上で８０件ぐ

らいございます。一番８０を超えた方も２３名ほどいらっしゃるというようなことで、

やはり高齢者のほうがふえているというのはあろうかと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 大瀬戸委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（大瀬戸） もう一つ、高齢者の方々のその家族構成といいましょうか、ひとり家

庭というか、ひとり住まいという方はどのぐらいおられますか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○総務厚生分科会進行役（時光） 時光民生部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○民生部次長（時光） 済みません、世帯の区分は高齢者とか母子とかとあるんですが、

一人というのはちょっと区分しておりませんで、高齢者だけの、高齢者のみの世帯とい

うことでお答えさせていただきたいと思いますが、約４５％の世帯が高齢者だけの世帯

ということになっております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 山野委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（山野） その医療費の件なんですけれども、例えば薬剤がすごく飲まずにたまっ

ているという高齢者が非常に多いんですよね。だんだんだんだんたまってきて、たまっ

てるんだけど薬剤を買いに行ったらくれるからもらうわといった感じで。今、そういう

家庭に訪問する薬剤師がいて、今までこれだけ飲んでいるのは、これはもう飲まなくて

いいですよ、重なってますよという、そういう指導をすることによって、医療費が減額

になるという形の指導方法があるんですよ。もしそういうことによって医療費の無駄遣

いができなければ、少しは。ジェネリックをやってらっしゃると思うんですが、それも

やっぱりやっていくとかいうような形の指導方法を考えて。要するに無駄なものがすご

くあると。だから家庭訪問をしてみたら、そういうことをやる薬剤師の方を、もしあれ

だったらやっていただいたらいいなと思うんですけど、いかがでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 時光民生部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○民生部次長（時光） 生活保護の世帯には、定期的にうちの担当の者が訪問をして、生

活指導を行っているところでございます。その中で、薬をちゃんと飲んでいるかどうか

というところも確認をさせてもらっております。そうした中で、そういう指導が必要な

場合があれば、また御相談させていただければと思います。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） ほかにありませんか。 

  諏訪本委員。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） ちょっとここがわからなかったんですが、民生委員の謝金が載ってお

ったんですが、きのうまでの話では、民生委員は謝金は出ない、電話代、交通費だとい

うように聞いとったんですが、いかがでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 時光民生部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○民生部次長（時光） 民生委員さんの謝金ですが、これはどちらかというと給与ではな

くて、いろんな活動費への補助のような形で県を通じて出ております。 

  それと、もう１件、９,０００円と言っておったのは、済みません、ページのほうは

１０９ページから１１１ページになりますが、１０９ページの報酬の中に生活指導員報

酬というのがございます。全体で４８６万円というふうに書いておりますが、こちらが

民生委員・児童委員さんに町としては生活指導員という役割を担っていただいておりま

す。こちらのほうは報酬として９,０００円、毎月ですね。 

  それから、１１１ページになります。上のほうにございます報償費、民生委員謝金。

こちらは一人当たり年間に５万９,０００円というものでございますが、先ほど申しま

したように、これはどちらかといえば活動費的なものとして、給与という捉え方ではな

い謝金ということでお出ししているということでございます。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 立花委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（立花） １１５ページなんですが、中ほどの健康づくり介護予防ポイント事業と

いうことで、これ新規で行われるんですが、ポイントがどういう感じでポイントを与え

られるのか。あるいは上限が決まっているのか。全体の予算がどれぐらいに考え、予算

はここですけども。もっとちょっと細かいところを教えてもらいたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 加島高齢者支援課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○高齢者支援課長（加島） 詳細には今から実施要綱等で定めてまいりますけど、具体的



－74－ 

にこちらのほうに予算計上させていただいてる積算根拠といいますか、一応上限は決め

ようと思います。他の市町、県内ではまだされてないんです。広島市が７０歳以上、去

年の秋からされてて、あと県外のほうのされてるところの情報収集いたしましたら、条

件が１年間で５,０００円ということですので、一応うちの予算としたら一人当たり５,

０００円ということで予算を計上させていただきました。 

  人数も、一応広島市のように何でもオーケーということではなく、ボランティア活動

と、あとは町がしている健康教室など、事業等を特定をしていこうと思います。その事

業とかボランティア活動をどのようなものにするかは、今からちょっと具体的に詰めな

ければなりませんが、大体２８年度のボランティア活動をされている方、これは社協で

すとか、町が今しているシルバーリハビリ体操指導士、認知症カフェ、あとは介護の事

業所のボランティアさん等々をちょっと情報収集いたしましたら、大体ボランティア活

動をされてる方が２３２名ぐらいいらっしゃいました。あと、うちの健康教室等に参加

している方あわせて大体４００名弱、ちょっとダブりもあるかと思いますが、４００名

弱かなということで、お一人が全て５,０００円のポイントを還元というのは基本的に

は難しいと思われることから、それの０.５ということで１００万円の予算計上をさせ

ていただいております。 

  具体的にはどういう、ボランティア活動とはどういう事業を対象にするか、条件を幾

らにするか、活動に対して１ポイント幾ら、２ポイントにつけるか、１ポイントにつけ

るかということは、ちょっと具体的には今からですけど、大体健康教室に参加するより

は、ボランティア活動をしていただいたほうをちょっと優先的にポイントを多目につけ

ようかなというふうに考えております。 

  以上でございます。 

  済みません、実施時期は、ちょっと年度当初４月ということは無理ですので、大体ボ

ランティアなどはどういう団体を対象にするかということで、多分新年度に入って、そ

の活動団体に説明会を開催する予定にしておりまして、早くて７月ぐらいから開始がで

きればというふうに予定をしております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 山野委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○委員（山野） １３３ページの生活保護一般事業のところの中なんですけど、レセプト

点検業務委託料というのがあって、以前は国保のほうの事業でレセプト点検員というの

があったんですけど、それが今回、去年は予算を上げてたんだろうと思うんですけど、

今回ない、出てないんですけど、何か理由があるんでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 時光民生部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○民生部次長（時光） これは生活保護世帯の方の受診されたものを点検するということ

で、これは業者委託をしているものでございます。昨年も上げていたと思うんですが、

毎年計上しております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 山野委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（山野） じゃあ国保のほうでレセプト点検員というのはないんですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 堀野住民課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○住民課長（堀野） 今年度までレセプト点検員として一人来ていただいてたんですけど

も、３０年度からは広域化が始まります。その機会にというたらあれですけども、３０

年からは国保連のほうに委託をさせていただこうと、当初予算のほうでもそういうふう

に計上させていただいております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） ほかにありませんか。 

  民法委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（民法） 防犯対策事業のことでお聞きしたいんですが、７７ページ、防犯灯設置

補助金なんですが、これはどのぐらいの要望があるのか、ちょっと教えていただきたい

と思うんですが。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○総務厚生分科会進行役（時光） 堂森生活環境課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生活環境課長（堂森） 新設及び修繕という形で自治会のほうから申請が参っておるも

のなんですけども、平成２８年度が１４灯、平成２９年度が、これは２月末現在でござ

いますけども、２２灯の申請が出てございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 民法委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（民法） これは今どんどんどんどん新しい家も建ってますし、これからふえてこ

よう思うんですが、この設置基準というのもあるみたいなんですが、１００メートル以

上ですかね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 堂森生活環境課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生活環境課長（堂森） この防犯灯の間隔につきましては、２５メートルを基準にして

おります。前後２５メートルであるんですけども、基準内であっても、建物の陰である

とか、光源が届かないということであれば、距離にかかわらず対象になるケースもござ

います。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 民法委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（民法） 私も何点か頼まれまして、自治会長のほうへお願いして、なかなか申請

がおりないんだというような話を聞いたり、お願いしてもなかなかつけてくれんという

ような話を聞くんですが、それはもう予算に限りがあるわけでということですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 堂森生活環境課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生活環境課長（堂森） 現在、予算にはまだ余裕を持っております。実際に難しかった



－77－ 

ケースという部分は、既存の防犯灯からの距離が著しく近かったりということで、お断

りをしたケースがございます。実際に移設等で対応が可能なもの等の協議ということで

お返しをしているものがございますけれども、基本的には先ほど申した間隔で、現場の

状況を見させていただいて、光源が届かないというようなことが判別されれば、その辺

は対応しておる状態でございます。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 民法委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（民法） 一つはちょっとメーターの基準もあると思うんですが、どうしてもここ

は暗いから、どうしても必要なんだというようなところもありますので、またそのとき

には一つよろしくお願いします。 

  それと、もう１点いいですか。１４９ページなんですが、保育所の整備事業で第二聖

徳幼稚園なんですが、これはどれだけのお金がかかって、どれだけの補助をするか、そ

れをお聞きしたいんですが。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 隼田子育て・健康推進課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） 補助金につきましては、予算要求しております２億２,

９６８万４,０００円と。これは保育所の定員によって上限額が国のほうで決められて

おります。現在、第二聖徳幼稚園が１００名の定員で運営をされております。認定こど

も園に移行するということで、まだ定員のほうは確定はしてないんですけれども、ゼロ

歳、１歳、２歳について、町としては２０名から３０名程度受けていただきたいという

ような今協議を進めております。その保育部分の定員と、あと教育部分の定員というこ

とで、これが上限額ということで今協議を進めておるような状況です。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） ほかにありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○総務厚生分科会進行役（時光） ないようでしたら、続いて衛生費と商工費の一部及び
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教育費の一部について、説明をお願いいたします。 

  隼田子育て・健康推進課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） 予算書１４８、１４９ページをお願いいたします。 

  中段の４款衛生費、１項保健衛生費から御説明をいたします。１目保健衛生総務費の

保健衛生総務事業でございます。この事業は、日曜日における在宅当番医制や、入院・

手術など緊急を要する夜間救急に対応する、病院群輪番制を維持するための経費、県や

他の市町、大学や医師会などが連携し、医師や診療科の偏在解消などの課題に取り組む

広島県地域医療推進機構の運営等に要する経費の負担金のほか、健康管理システムに係

る役務費・手数料など、保健衛生諸施策の推進に必要な事務的経費を計上しています。

事業費は１,６６４万３,０００円、本年度より４９２万６,０００円、２２.８％の減と

なっております。減額の主な要因といたしましては、育児休暇取得職員の復職による臨

時職員に係る賃金及び社会保険料の減額でございます。 

  主な経費は、臨時職員に係る賃金２８９万円、電算クラウドサービスに係る手数料３

３０万５,０００円、在宅当番医制運営事業等委託料●●●●●●●●●●円、病院群

輪番制運営費補助金３７０万１,０００円でございます。 

  また、平成３１年度より新規事業といたしまして、広島広域都市圏で実施いたします

救急相談センター事業の開設に伴う経費負担６７万２,０００円を計上しております。 

  財源の国・県支出金２８７万８,０００円は、子ども・子育て支援交付金２７６万２,

０００円、自殺対策関連経費に対する県補助金１１万６,０００円で、その他４８万７,

０００円は臨時職員の社会保険料本人負担となっております。 

  続いて、１５０、１５１ページをお願いいたします。 

  １５２、１５３ページに続いて記載をしております感染症対策事業でございます。こ

の事業は、乳幼児や高齢者に対し各種予防接種を行うことにより、感染症の発生や蔓延

の防止、感染症に対する正しい知識の普及・啓発を行うとともに、感染症予防法に基づ

き結核検診を実施する経費を計上するもので、事業費は６,４０９万６,０００円、本年

度より４５５万８,０００円、６.６％の減となっております。減額の主な要因は、予防

接種等委託料単価の減額及び接種見込み者数の減員によるものです。 

  主な経費は、結核健診や予防接種等の委託料●●●●●●●●●●円でございます。 

  １５２、１５３ページをお願いいたします。 
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  生活習慣病予防対策事業でございます。この事業は、住民健診、健診結果に基づく保

健指導や健康相談、広く一般住民を対象とした健康教育等を実施し、がんを初めとする

生活習慣病の予防や、早期発見・治療による重篤化の防止、保健指導や健康教育等を通

じ、健康増進に関する普及啓発を行い、個人の生活習慣の改善を支援する経費を計上す

るもので、事業費は本年度とほぼ同額の５,２０４万１,０００円となっております。平

成３０年度においては、胃がん検診において、胃部Ｘ線検査に加え、胃内視鏡検査を導

入する予定としております。 

  主な経費は、栄養士嘱託職員に対する報酬１３４万円、住民健診決定通知書等の通信

運搬費１２８万４,０００円、各種健康診査業務委託料●●●●●●●●●●円でござ

います。 

  財源の国・県支出金１０８万８,０００円は、がん健診推進事業費国庫補助金２７万

４,０００円、健康増進事業費県費補助金８１万４,０００円で、その他３９４万６,０

００円は、広島県後期高齢者医療広域連合健康診査事業等補助金３４６万９,０００円、

特定保健指導等受託収入３７万３,０００円でございます。 

  １５４、１５５ページをお願いいたします。 

  中段の３目母子保健費の母子保健事業でございます。この事業は、母子健康手帳の交

付や妊婦健診、乳幼児健診や育児相談、乳幼児家庭への訪問事業や母子の歯の健康づく

り等を実施し、母性を育むとともに、妊産婦や乳幼児の健康の保持及び増進に係る経費

を計上するもので、事業費は２,４８６万９,０００円、本年度より６３万８,０００円、

２.５％の減額となっております。減額の主な要因は、実績に合わせました不妊治療費

等助成金の減額でございます。 

  主な経費は、乳幼児健診などに係る医師等出務手当などの報償費２１１万円、妊婦・

乳幼児等検査業務の委託料●●●●●●●●●●円、不妊治療費等助成金２２５万円、

未熟児養育医療費の扶助費１９２万円でございます。平成３０年度におきましては、妊

婦乳幼児等検査委託業務に新生児の聴覚検査を加え、検査費用の助成を実施する予定と

しております。 

  財源の国・県支出金１５４万７,０００円は、未熟児養育医療に係る国庫及び県費補

助金１１２万６,０００円、支援ヘルパー派遣事業に係る国庫補助金２８万７,０００円、

乳幼児家庭訪問事業に係る国庫及び県費補助金１３万４,０００円で、その他４３万３,

０００円は未熟児養育医療に係る本人負担金４１万７,０００円、保健事業参加費１万
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６,０００円でございます。 

  なお、未熟児養育医療に係る本人負担分につきましては、乳幼児医療費として町のほ

うから支給することとしております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生活環境課長（堂森） 続きまして、４目環境衛生費、環境衛生事業でございます。こ

の事業は、環境衛生活動を行う団体や、浄化槽設置整備などに取り組む住民への支援、

また火葬場使用料の一部を助成することによって、環境衛生上の危害発生防止や、公衆

衛生の向上に努めることを目的とした事業経費を計上しております。事業全体で１,２

３９万７,０００円、本年度より８０３万８,０００円、３９.３％の減となっておりま

す。減額の主な要因は、広島中央地域連携中枢都市圏の取り組みにより、来年度は呉市

火葬場の使用料が圏域の住民について呉市民と同額となる措置がされることから、町民

の大半が利用する呉市火葬場の使用料の差額補助が減額となることによるものでござい

ます。 

  なお、呉市火葬場以外の火葬場を利用された場合には、従前どおりの差額を補助する

こととしております。 

  特定財源国・県支出金３１２万３,０００円の内訳は、国庫補助金１９０万円、県補

助金１２２万３,０００円で、その他は県の受託事業収入１３５万４,０００円でござい

ます。 

  主な事業費は、環境衛生活動を行う団体、葬祭費、浄化槽設置整備などの各補助金１,

２０９万７,０００円でございます。浄化槽設置整備補助金は２０基分の助成を予定し

ております。 

  次の狂犬病予防事業でございます。この事業は、狂犬病の感染、発症を防ぐため、飼

い犬の狂犬病予防注射の接種を促し、接種率向上を図るとともに、野犬からの狂犬病感

染や人的被害防止に努め、安心して生活できる環境づくりに努めることを目的とした経

費を計上しております。事業全体で５９万７,０００円、本年度と同額でございます。 

  特定財源、その他は犬の登録等の手数料５９万７,０００円でございます。 

  主な事業費は、畜犬管理システムの利用の手数料３８万９,０００円でございます。 

  続きまして、１５８、１５９ページ下段をお願いいたします。 

  ５目公害対策費、公害対策事業でございます。この事業は、環境騒音等測定、大気簡

易測定、河川水質調査を行い、大気汚染、水質汚濁、騒音振動、悪臭等の公害抑制及び
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防止に努め、快適な環境づくりを行うものの経費を計上しております。事業全体で３９

０万６,０００円、本年度より４６万５,０００円、１３.５％の増となっております。 

  特定財源、国・県支出金は、騒音規制事務に係る県の事務委託金９万２,０００円で

ございます。 

  増額の要因は、公用車の車検が到来することと、二酸化炭素排出抑制啓発リーフレッ

トの印刷によるものでございます。 

  主な事業費は、環境測定等の業務委託料●●●●●●●●●●円でございます。それ

ぞれの環境測定の箇所数は、環境騒音測定が５カ所、大気簡易測定２カ所、河川水質調

査６カ所の調査を行うこととしております。 

  続きまして、１６０、１６１ページをお開きください。 

  ２項清掃費、１目清掃総務費、清掃事務事業でございます。この事業は、循環型社会

形成の推進に係る事務経費です。事業全体で２０万８,０００円、本年度より３万８,０

００円、１５.４％の減となっております。 

  続きまして、２目塵芥処理費、廃棄物収集運搬事業でございます。この事業は、町内

の家庭で発生するごみを適正に収集運搬する業務に必要な経費を計上しております。事

業全体で７,８７１万５,０００円、本年度より２１８万３,０００円、２.９％の増とな

っております。 

  特定財源、国・県支出金は、廃棄物対策に係る県補助金２５５万７,０００円、その

他７９１万３,０００円の内訳は、紙などの資源物の売却益６７３万３,０００円、公益

施設等整備基金繰入金１２０万円でございます。 

  増額の要因は、委託料の算出に用います燃料費や労務単価の上昇などによるものでご

ざいます。 

  主な事業費は、収集運搬業務等の委託料●●●●●●●●●●円、ごみボックスの設

置等工事費●●●●●●●●●●円、資源回収団体補助金５０万円、ごみステーション

整備事業補助金３０万円でございます。 

  １６２、１６３ページをお開きください。 

  続きまして、廃棄物中間処理・最終処分事業でございます。この事業は、熊野町から

発生した一般廃棄物を業者委託によって適正に中間処理・最終処分を行い、生活環境の

保全及び公衆衛生の向上を図るものでございます。事業全体で２億３,１４０万３,００

０円、本年度と比べ４,４３８万６,０００円、１６.１％の減となっております。 
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  特定財源、国・県支出金は、廃棄物対策に係る県補助金が２１万円、その他１,３５

１万７,０００円の内訳といたしまして、紙などの資源売却益７２９万円、容器包装リ

サイクル協会の拠出金１５０万円、安芸地区衛生施設管理組合の廃プラリサイクル補助

金４２２万９,０００円、廃棄物処理手数料４９万円、行政財産目的外使用料８,０００

円でございます。 

  減額の要因は、広域ごみ焼却場安芸クリーンセンターの延命化に関する工事の完了に

伴う負担金の減額によるものでございます。 

  続きまして、１６４、１６５ページをお開きください。 

  環境センター事務所棟維持管理事業でございます。この事業は、指定管理者に環境セ

ンターの施設及び設備の維持管理、搬入された一般廃棄物の一時保管、廃棄物処理手数

料の徴収などの業務を委託することにより、住民サービスの向上、経費の節減、効果的

かつ効率的な運営などの効果を期待するとともに、廃棄物を衛生的かつ適正に処理し、

生活環境の保全と公衆衛生の向上を図り、循環型社会の構築を推進するものでございま

す。なお、本事業は、平成２８年度から５カ年の債務負担行為を議決していただいてお

り、新年度が３年目となります。事業全体で１,２８２万２,０００円、本年度と比べて

３３万４,０００円、２.７％の増となっております。増額の要因は、環境センターに設

置しております使用期限の到来する消火器とＡＥＤパットの更新などによるものでござ

います。 

  次の３目し尿処理費、し尿処理事業でございます。この事業は、広島市と安芸郡４町

が、安芸地区衛生施設管理組合でし尿及び浄化槽汚泥を共同で処理し、効率的な施設運

営を図るものでございます。事業全体で３,８５４万６,０００円、本年度よりも６９４

万８,０００円、２２％の増となっております。増額の要因は、負担金の算出において

平成２６年度から５カ年で段階的に削減されてきました農家人口の控除が終了すること

により、し尿処理人口が増加し、これに伴う負担金が増となるものでございます。 

  続きまして、１６６、１６７ページをお開きください。 

  ３項上水道費、１目上水道費、上水道会計繰出金でございます。これは、一般会計か

ら企業会計へ繰り出す児童手当負担金５４万８,０００円でございます。 

  最後に、少しページが飛びますけども、１７６、１７７ページをお開きください。 

  ６款商工費、１項商工費、１目商工振興費、消費者啓発事業でございます。この事業

は、毎週月曜日と水曜日に開設しております消費生活相談窓口において、消費生活に関
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するトラブルや特殊詐欺に関する相談に対する助言や、より専門的な機関の紹介等を実

施するとともに、広報・啓発活動を行うことにより、被害の未然防止に努め、住民が安

全安心して生活できる消費環境の推進を図るための経費を計上しております。事業全体

で１７２万７,０００円、本年度より１１万５,０００円、６.２％の減となっておりま

す。減額の要因は、委託料の減によるものでございます。 

  特定財源、国・県支出金は、県の消費者行政に関する補助金５０万９,０００円でご

ざいます。 

  主な事業費は、消費生活相談員の報酬１１３万３,０００円でございます。 

○子育て・健康推進課長（隼田） ２５４、２５５ページをお願いいたします。 

  ９款教育費、５項幼稚園費、１目幼稚園費の幼稚園就園奨励費等事業でございます。

この事業は、幼稚園教育の振興と保護者の負担軽減のため、私立幼稚園に対し助成を行

うものでございます。事業費は本年度とほぼ同額の２,４４６万６,０００円となってお

ります。 

  財源の国・県支出金６１６万３,０００円は、国庫補助金の私立幼稚園就園奨励費補

助金でございます。 

  以上で、一般会計の説明を終わらせていただきます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） ありがとうございました。 

  それでは１４８ページから１６７ページの衛生費と、１７６ページから１７７ページ

の消費者啓発事業、２５４ページから２５５ページの幼稚園就園奨励等事業について、

質疑を行います。質疑ありませんか。 

  沖田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） １６１ページの廃棄物収集運搬事業なんですけれども、先ほどの説明で

ごみボックスが１２０万円予算計上されているということだったんですが、これは何基

分になるのか教えてください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 堂森生活環境課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生活環境課長（堂森） 今年度は５基分を予定しております。 
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  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 沖田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） これ毎年のことなんですけれども、住民の方から、今熊野町内に新しい

住宅がたくさん建ってまして、団地もどんどんできているところなんですけれども、ご

みボックスの申請を出してもなかなか設置をしていただけないと。１年間待つのが当た

り前みたいな感じになってるということをお聞きしております。申請を出して１年間待

っているので、次の年に予算がついても前の年に待っていらっしゃるところにつけてい

くので、その年その年で、前の年の方が先々とっていかれますから、なかなかつかない

と。１年ぐらい待っているのがずっとという状態になってるということを聞いてますの

で、これではちょっと住民サービスの向上とは言えないと思うんですが、その点につい

ていかがですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 堂森生活環境課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生活環境課長（堂森） 今、御指摘いただいたように、ちょっとここ数年落ちついてお

ったんですけども、去年あたりから住宅団地が多数ふえました。そういう中で、昨年ま

では３基の予定で同額で予算計上させていただいておったんですけども、そういったも

のも抱えておりますので、その辺を踏まえて今回は増額という形でお願いをしておりま

す。 

  なお、今回、この工事費にはかかりませんけども、実は一部で北県営住宅が廃止を一

部されます。そこの中で使用していたものが当然宙に浮いてくる状態になるので、それ

を修繕して使うということも考えておりますもので、その辺を考慮した額になっており

ます。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 沖田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） それでは、今年度計上されている５基分というのは、もう既に行き場が
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決まっているのか、決まってないのかお伺いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 堂森生活環境課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生活環境課長（堂森） 先ほど申したように、修理の分を含めればまだ決まってないも

のは当然ございます。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 沖田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） 済みません、決まってないものはじゃなくて、５基分の行き先、設置場

所がもう決まってるのか、決まってないのかお伺いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 堂森生活環境課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生活環境課長（堂森） ５基分については、決まっております。最後に年末に来て埋ま

ったんですけども、その分を補完するという形で、先ほど申したようなことも考えてお

ります。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 沖田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） 済みません、５基分の場所を教えてください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 堂森生活環境課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生活環境課長（堂森） 済みません、申しわけございません。ちょっと先ほど数字を勘

違いして報告しておりました。新設６基予定しておりますので、決まっておるのが３基

で、呉地と川角に申請が出ておるものが一応当たっております。 

  以上です。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） よろしいですか。 

  藤本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（藤本） 今のごみボックスの件なんですけど、さて今の申請が上がってきたり、

今用意しているものを何世帯分ぐらいを見られてるんかのと。細かいことを聞いて申し

わけないんですが、何世帯用のものであるか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 堂森生活環境課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生活環境課長（堂森） 原則、ごみボックスは基本的には２０世帯を基準として１カ所

設置するようにしております。中には狭あい型と申しまして、設置場所に制約がある場

合に若干狭いもの、その場合には１０軒から１５軒程度のものしか入らないんではない

かと思いますけども、基本的にはごみステーションの設置を２０軒を基準としておりま

すので、その辺が網羅できるというもので考えております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 藤本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（藤本） そのごみステーションの件なんですけど、広島市の洪水であったじゃな

いですか、崩れたところ。あそこあたりが実は広島市がごみステーションを置けないか

らということで折り畳み式の１０人用とか、１５人用とかいうのを、どこかの金物屋、

１者しかおらんかったんですけど、このものを持ってこられたのは１者しか入札できな

かったんですけど、そこのものをもってしてやれば、もう少し、恐らく半額ぐらいだろ

うと思うんですよ。それで、持ち運び式で、ぱたぱたと畳んで持って帰られる。もちろ

んそれは住む人たちの協力が要るわけですけど、そういうのを今の安佐北ですか、事故

があったところ。あそこあたりは置くところがないんで、ぱたぱた畳んで持って帰ると

いうことをやってるらしいんですよ。 

  だから、今までなかったんですけど、その事故以来、広島市がそういう折り畳み式の

を設置して、持って帰ってもらうという形をとったんで、今の分でいけば、例えば６件
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ですか、６件がひょっとしたら１２件分できるかもわからないし、それから、今神田と

いうのは平谷のこっちのとこですか、道路認定になったところ、新たにできた住宅があ

りますよね。あれぐらいの戸数だったら、そんなものを置いておけば、ぱたぱたと設置

ができて、よりたくさんのところへできるんじゃないかと。 

  大きな大きな団地の中であれば、そりゃ２５件という形で分けていけますけど、そう

じゃなくて、そういう小さな、ミニ開発みたいな形で１０世帯ぐらいしかないとか、１

５世帯しかないとこにはそれも考えてみたらどうなのかなと。もう入札してとっておれ

ば別ですけど、そうでないなら、そういう考え方をすれば、沖田委員が言われたような

ところにも設置できるんじゃないかと思うので、ちょっと検討してください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 堂森生活環境課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生活環境課長（堂森） 委員御指摘のように折り畳み式のボックスが存在しているとい

うのは承知しております。実際、広島市あたりでもやはり環境、道路の状態とかという

中でそういった設置するところがなくなってきておるという実態は、熊野町でも今で言

えば道路に関する部分については設置がなかなか難しい状況になってきているという中

で、折り畳み式という部分については、一定の効果があるものだというのは認識してお

ります。 

  ただ、今委員さんもおっしゃいましたけども、住民の協力、要はずっと折り畳んで、

使うときに組み立ててという作業を住民さんのほうに協力いただかなきゃいけないとい

う中で、その辺も、できるところ、できないところという部分が恐らく出てくるかと思

います。その辺についてはちょっと広く研究をして、そういったものに転換していく必

要というのはどの時期かに恐らく出てくると思います。いずれにしても、現在のままで

は道路、車道上にはもう設置が新たには不可能な状態になってきております。そういう

ことを考えれば、既存のもののやりかえであるとか、新設も含めて、折り畳みについて

は効果的なものはあるかと思いますので、その辺は近隣の状況をお聞きしながら研究を

進めてまいりたいと思います。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 竹爪委員。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（竹爪） 同じような質問なんですが、１６１ページですが、廃棄物収集運搬事業

でございますが、最近のごみの量というのはどのように推移してますでしょうか。それ

から焼却ごみ、それから資源ごみ、それから大型ごみは、最近ミニ開発もあるんで、ご

みはどのように去年、おととしから推移しているか、教えていただければと思っており

ます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 堂森生活環境課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生活環境課長（堂森） ごみの量の推移ということでございますけども、可燃ごみにつ

きましては、おおむね大体５,０００トン前後でここ数年推移しております。資源にな

るもの、紙、布、びん、缶等でございますけども、これもおおむね１,１００トン前後

でずっと推移してきております。ただ、大型ごみといいますか、粗大系ですね、そちら

のほうが大体４８０トン前後であったものが５００トンぐらいまで、ちょっと若干ふえ

てきておる状況でございます。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 竹爪委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（竹爪） ありがとうございます。また今後とも、おうちが建つというのはありが

たいんで、またごみステーションの問題も出てくるので、その辺もまた住民に対してい

ろいろごみのことをしっかりとまた広報をいただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 尺田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（尺田） １５０ページ、衛生費、１項保健衛生費の予防費でございますが、前年

対比で見ましたら５００万円ほど減額されてるわけなんですが、このたびの補正で約２,

３００万円の減額補正が入っておりまして、補正後の予算が９,７００万円ですか。来

年度のものと比較した場合、約１,９００万円ほど増額というようなことになっておる
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んですが、この幅が生じる理由というか、お願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 隼田子育て・健康推進課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） 補正予算と当初予算の関係だろうと思います。今回補

正させていただいた減額の主な要因といたしまして、平成２９年度当初予算で予防接種

の委託料を増額を見込んでおりました。ところが、契約のときに据え置きで行かせてい

ただくことができましたので、委託料単価が下がった分、減額をさせていただいたよう

な状況です。３０年度におきましても予防接種の委託料、対前年度比で下げております。

これもできれば据え置きでということで、これからお願いしていこうと考えております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 尺田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（尺田） また個人的に伺います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） ほかにありませんか。 

  諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） ごみの関係なんですが、随分盗難に遭ってるという話をちょっと聞い

ておるんですが、大型ごみも含めて、その後の状況はいかがなんですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 堂森生活環境課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生活環境課長（堂森） ごみの盗難ということの御質問なんですけども、資源物につき

まして、職員のほうでパトロールのほうに出たりしております。その中で、なかなか告

発という部分の証拠までが難しい状況はあるんですけども、職員がパトロールで出向き

ますと散っていくというようなことで、ちょっと繰り返しはあるんですけども、そうい

った面で啓発は進めておるという状況でございます。 

  あと大型ごみに関しまして、そういった声、確かに入ってきております。ただ、大型



－90－ 

ごみに関しては一般の方もそのものがものだけにトラック等で搬入をされると。近くの

方でもちょっと物を運ぶのにということで、なかなか判別がつきにくいということ。夜

間に前日から出されるケースが結構ありまして、大型ごみに関してはやっぱり時間的に

も２４時間監視がなかなか難しいという現状もございます。そういった中で、あるまち

では監視カメラをということもございましたが、それが盗難に遭うというような事態も

聞いております。というようなことで、なかなか適切な対応というのは難しい部分があ

るんですけども、その辺を防げれば一番ベストなんですけども、なかなか難しいという

状況にあるのはあります。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） 難しいことはようわかりましたが、財産ですから、やはりそういった

ことがないように、やっぱりみんなで、きのうの郷土愛護やら、隣保、協同じゃないで

すが、お互いがやっぱりそういうようなことがないように、みんなでやっぱり意識を高

めていかなきゃいけないんじゃないかなというように思いますので、よろしくお願いし

ます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 藤本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（藤本） ごみごみで申しわけないんですけど、昨年の１２月３１日をもって、中

国が日本からの廃プラ、廃鉄、くず鉄を受け入れてはいけないという国からのお達しが

あって、日本からというか、外国からのそういうのを受け取ってはいけないという形で、

買い取りをしなくなりました。そうしたことによって、これから恐らく入札が始まるだ

ろうと思うんですけど、そこらあたりをよくよく聞き取りをして、まず事前に参加され

る業者にそこらあたりの状況を聞いて、そうした中で積算してやらないと、不落になっ

たらまたやり直しゃあええことですけど、ただやみくもに安くやられて、後でからやっ

ぱり中国が買ってくれないから売り買いできなかったなということにならないように、

十分そこらあたりを注視した中での、聞き取りをした中での入札を実施していただきた

いなと思います。これはお願いです。 
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  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 堂森生活環境課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生活環境課長（堂森） 今、御指摘いただきました廃プラスチックにつきましては、国

のほうの機関、容器包装リサイクル協会のほうに拠出しておりますので、この辺は国の

機関ということで信用していいのかなというようには思っております。あと、金属等に

つきましても、資源という形で回収して、分解したものを資源として一応出しておりま

す。そういった中国でということのそういう情報は入手しておりますけども、そういっ

た今後またほかの地域でもということもあるやにもわかりませんし、そういった情報に

は注視して、そのあたりは対応してまいりたいというように考えております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 大瀬戸委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（大瀬戸） １５７ページの葬祭費ですが、呉の中核都市連携というんですかね、

そのおかげというか、その形として呉市並みになったということでした。一つは、この

中核都市になって、熊野はそれで助かるわけですが、得してばっかりというわけじゃな

いと思うんですが、その辺の何か絡みはないんですか。何か別の費用が要るとか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 内田副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（内田） 実は、連携中枢をやって呉市さんの特典というか、国のほうから補助

金がおりてきます。そういった形もやっぱりあてがっていって、なおかつやはり近隣の

市町と仲よくして、広島市に次いで、今東広島市もそれを目指していらっしゃいますの

で、いろんな形の中で一緒に頑張っていこうというきずなの中で頑張っていただいてい

るというところになろうと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 三村町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○町長（三村） 広島もそうなんですが、呉の場合も実を言うと中心都市になりますと特

別交付税が総務省から出ます。この額がかなりあったと思うんですが、ちょっと１回目

が終わってしばらく市長選挙等を挟んだんではっきりしないんですが、その金を利用し

ていろんな施策を打っていこうと。中には負担金があるのもあるんですが、我々にとっ

ては葬祭費、これが呉市民並みになるんで、今まで差額分を町があと補助をしてました

けど、それがなくなって、その原資は早く言えば国です、連携中枢都市のね。総務省の

お金です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 大瀬戸委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（大瀬戸） 熊野はええばっかりということで安心しましたけど。 

  今の葬祭費が、呉の場合だったら４万２,０００円ぐらい負担しよったのが、かなり

安くなるということなのでしょうが、この来年度の予算が３９％程度、８００万程度落

ちるということですが、これはほとんど葬祭費だと思ったらいいんですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 堂森生活環境課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生活環境課長（堂森） 減額の要因ということでございますけども、これは葬祭費の中

で、熊野町民の方が葬祭をとり行うにおいて８割程度呉市の斎場のほうに出向かれてお

ります。その辺を勘案した数字で計上しております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 荒瀧委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（荒瀧） 今の中核都市の件なんですが、この根っこで私はちょっと勘違いがあっ

ちゃいけん思うんですが、この趣旨は重複した施設をつくらんように、効率よく地域を

運営しようじゃないかという視点もありますので、これはグラウンドゴルフのときにお

伺いしますけども、長期構想を持っておきませんと、ええとこどりだけはないですよ。

そういう都市圏の中で同じような施設をたくさんつくるなということですよ、国の思い

は。効率よく使いなさいと。そう思いますが、それは御確認ください。 



－93－ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 今答弁は、答えは要らないんですか。 

  三村町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） いいとこばっかりを思うてやっておりません。そんなに広島市のあれも

事業ごとにやっておりますので、例えば今安芸区役所で貧困児童家庭の、所得の少ない

家庭の子供らも勉強してます。こういった事業もあります。大規模な事業については、

やはり我々はついていけないところがあるんで、事業ごとに選択してまいりたいと考え

ております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） ほかにありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○総務厚生分科会進行役（時光） ないようでしたら、特別会計へと移りたいと思います。 

  続きまして、国民健康保険事業特別会計について、説明をお願いいたします。 

  堀野住民課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○住民課長（堀野） 国民健康保険事業特別会計について御説明いたします。 

  予算書のちょうど中ほどに薄い緑色の仕切り紙がございますけども、そこからが国民

健康保険事業特別会計の予算案となっております。 

  国民健康保険事業は、制度改革により、平成３０年度から県が財政運営の責任主体と

なり、新体制の運営が始まることとなります。このため、新たな財政運営の仕組みが創

設されることにより、予算の枠組みを大幅に変更しております。 

  それでは、予算案のうち主だった内容を御説明申し上げます。 

  まず、歳入でございますけども、１０ページ、１１ページをお願いします。 

  １款の国民健康保険税は、現年課税分と滞納繰越分を計上しておりまして、その総額

は１２ページの上段にございますように、４億８,９２０万８,０００円、本年度より３,

８２６万１,０００円、７.３％の減となっております。 

  １４ページ、１５ページをお願いします。 

  ４款県支出金、１項県補助金において、保険給付費等交付金は、新たに医療費等に充
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てる財源として交付されるもので、２１億３,６１４万６,０００円。 

  下段の６款繰入金、１項他会計繰入金の一般会計繰入金ですが、一般会計が収入する

国庫負担金や地方交付税を特別会計に財源移転する、いわゆる法定繰り入れが説明欄に

記載しております保険基盤安定繰入金、１枚めくっていただいて、出産育児一時金等繰

入金及び財政安定化支援事業繰入金で、これらの合計は１億４,７６０万１,０００円、

次のその他一般会計繰入金は法定外の任意の繰入金で、事務費分や町の医療費助成事業

の実施に伴う給付費増額相当分の補償措置及び予備費の財源とするものとして３,４８

４万円、これらの総額で１億８,２４４万１,０００円、本年度より１,７３１万９,００

０円、８.７％の減となっております。 

  次に、主な歳出でございます。２２、２３ページをお願いします。 

  １款総務費の１項総務管理費は、被保険者の資格管理などを行う電算処理関連の経費

などを計上する一般管理費、被保険者数に応じて国保連合会の運営経費を負担する連合

会負担金で構成し、総額８９２万６,０００円、本年度より７９万９,０００円、７.

５％の減となっております。減額の要因としましては、保険証の一斉更新を委託したこ

とに伴う郵送料及びシステム改修経費の減額によります。 

  次の２項徴税費の賦課徴収費は、保険税の賦課徴収に伴う経費として、主に納税通知

書などの郵送料や電算処理関連経費などで、合計２８１万９,０００円、本年度より２

万８,０００円、１％の減となっております。 

  ２４ページ、２５ページをお願いします。 

  ３項趣旨普及費は、国保制度を周知・説明するために被保険者などに配布する国保の

しおりの印刷製本費１９万５,０００円を計上しております。 

  以上、総務費は１,２８４万円、本年度より８３万８,０００円、６.１％の減となっ

ております。 

  次の２款保険給付費の１項療養諸費は、通院や入院に伴う医療費を医療機関に支払う

療養給付費、柔道整復やコルセット等の治療用具などの費用を給付する療養費と、２６

ページ、２７ページにございます、国保連合会に支払う審査支払手数料で構成し、総額

としまして１８億２,４２７万９,０００円、本年度より２億２,５５１万１,０００円、

１１％の減となっております。 

  続いて、２項高額療養費は、窓口での患者負担額について、一定の負担上限額を超え

た場合に給付を行う高額療養費、健康保険と介護保険の両方に自己負担がある場合、そ
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の１年分を合算して一定の負担限度額を超えた場合に給付する高額介護合算療養費で構

成し、総額２億６,４６５万２,０００円。本年度より３,５００万９,０００円、１１.

７％の減となっております。 

  ２８、２９ページをお願いします。 

  下段４項の出産育児諸費は、出産育児一時金として、１件あたり４２万円を給付する

もので、国保連を通じて医療機関へ直接支払いを行うことから、国保連への支払手数料

を含め、１０人分、４２０万３,０００円を見込んでおります。 

  ３０ページ、３１ページをお願いします。 

  中段、５項の葬祭諸費は、被保険者が死亡した場合、葬祭費として３万円を給付する

もので、４０人分、１２０万円を見込んでおります。 

  次の６項国民健康保険事業費納付金は、新たに保険給付費等の財源として県に支払う

もので、６億７,２６０万６,０００円皆増となっております。 

  以上、保険給付費は２７億６,６９４万２,０００円、本年度より４億５７５万３,０

００円、１７.２％の増となっております。 

  ３２、３３ページをお願いします。 

  ３款保健事業費、１項特定健康診査等事業費は、４０歳以上の被保険者に健康診査を

実施し、あわせて内臓脂肪症候群、いわゆるメタボリックシンドロームに該当する方な

どに保健指導を行うもので、主な経費としては、栄養士報酬１８７万５,０００円、受

診券や結果通知などの郵送料として役務費１１９万７,０００円、健診等委託料●●●

●●●●●●●円など、合計で２,０８６万２,０００円、本年度より３１４万６,００

０円、１７.８％の増となっております。 

  ３４、３５ページをお願いします。 

  ２項の保健事業費は、医療費通知に要する郵送料、後発医薬品差額通知作成業務に係

る委託料など、総額４４５万９,０００円、本年度と同額としております。 

  以上、保健事業費は２,５３２万１,０００円、本年度より３１４万６,０００円、１

４.２％の増となっております。 

  こうした内訳により、歳入歳出合計額は２８億１,６７０万７,０００円、本年度より

８億３,８８３万４,０００円、２２.９％の減となっております。 

  以上で、国民健康保険事業特別会計の説明を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○総務厚生分科会進行役（時光） ありがとうございました。 

  それでは、国民健康保険事業特別会計について、質疑を行います。質疑ありませんか。 

  沖田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） 済みません、２９ページ、出産育児一時金なんですけども、これ１件４

２万円の１０人分計上ということなんですが、これは昨年よりかなり減っているのは国

保の加入者が減ってるということですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 堀野住民課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○住民課長（堀野） 国保の被保数は年々減少傾向にございます。今回予算計上させてい

ただいたのは、県のほうから示された数字を今年度は上げるということで、そのときに

この人数ということになっておりますので、上げさせていただいております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） ほかにありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○総務厚生分科会進行役（時光） ないようでしたら、続きまして、後期高齢者医療特別

会計について、説明をお願いいたします。 

  堀野住民課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◯住民課長（堀野） 後期高齢者医療特別会計について御説明いたします。 

  予算書におきまして、国保特別会計の次は公共下水道事業特別会計ですので、その次

となります。 

  後期高齢者医療制度は、強制加入となる７５歳以上の方などを被保険者として、県内

の市町が設置した広域連合が保険者となり保険給付等を行う制度です。町は、広域連合

が賦課した保険料を徴収するとともに、広域連合に対しまして、その徴収した保険料な

どを納める保険料負担金、町が負担すべき療養給付費負担金及び事務費分賦金を納付す

る事務のほか、被保険者に対する窓口サービスを行っております。被保険者数は、２月

１日現在、４,１４５人で増加をしております。 

  それでは、予算案につきまして、説明させていただきます。 
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  まず、主な歳入ですが、１０ページ、１１ページをお願いします。 

  １款後期高齢者医療保険料は、広域連合による試算値をもとに、合計で３億２,０６

８万３,０００円、本年度より３,９１８万９,０００円、１３.９％の増となっておりま

す。 

  ３款国庫支出金、１項国庫補助金６９万１,０００円は、保険料の軽減措置判定に係

るシステム改修経費に対して交付されます。 

  ４款繰入金、１項の一般会計繰入金ですが、町の特別会計や広域連合における事務費

の財源とする事務費繰入金１,５７３万７,０００円、療養給付費の一部を広域連合に法

定負担する財源とする療養給付費繰入金２億８,８５７万９,０００円、保険料軽減によ

る減収分に充てる保険基盤安定繰入金を６,５９８万８,０００円としております。これ

らは一般会計において県負担金として収入したものや地方交付税により措置されたもの

を特別会計に財源を移転するもので、総額３億７,０３０万４,０００円、主に療養給付

の支払いに充てるための療養給付費繰入金の増額により、本年度より２,１０３万１,０

００円、６％の増加となっております。 

  次に、主な歳出でございます。１４ページ、１５ページをお願いします。 

  １款総務費の１項総務管理費では、納税通知書等の印刷に係る経費やクラウド利用料、

システム改修委託料などの合計で１７０万円、本年度より７１万４,０００円、７２.

４％の増となっております。 

  ２項の徴収費は、保険料納付書などの郵送料として、役務費５６万５,０００円など

の計上により、合計で７３万７,０００円を計上し、総務費の合計で２４３万７,０００

円、本年度より７６万２,０００円、４５.５％の増となっております。 

  １６、１７ページをお願いいたします。 

  ２款後期高齢者医療広域連合納付金は、広域連合の事務費を負担する事務費分賦金と

して１,４０３万５,０００円、療養給付費の約８％に相当する額を町が広域連合に法定

負担する療養給付費負担金を２億８,８５７万９,０００円、徴収した保険料等を納める

保険料等負担金の３億８,６６９万２,０００円などで、総額６億８,９３０万６,０００

円、本年度より６,０１４万９,０００円、９.６％の増となっております。増額となっ

た主な要因は、保険料収入の増加に伴うものでございます。 

  こうした内訳により、歳入歳出合計額は６億９,２７４万４,０００円、本年度より６,

０９１万１,０００円、９.６％の増となっております。 
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  以上で、後期高齢者医療特別会計の説明を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） それでは、後期高齢者医療特別会計について、質疑を

行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○総務厚生分科会進行役（時光） ないようですので、続きまして、介護保険特別会計に

ついて説明をお願いします。 

  加島高齢者支援課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○高齢者支援課長（加島） 介護保険特別会計について御説明いたします。 

  予算書の後期高齢者医療特別会計の次の仕切りからでございます。 

  介護保険特別会計には、保険事業勘定と介護サービス事業勘定がございます。まず、

保険事業勘定から御説明いたします。 

  ４ページ、５ページをお願いいたします。 

  保険事業勘定は、歳出の２款の介護サービスに係る保険給付費や、３款の地域支援事

業費に対し、歳入の１款、６５歳以上の保険料、３款の４０歳から６４歳までの保険料

である支払い基金交付金、そして、４款、５款、６款の国、県、町の負担金で賄う仕組

みとなっております。３年に１回、保険給付費に応じた６５歳以上の保険料を設定して

おります。なお、歳出の１款総務費に対しては全て町負担となるため、一般会計からの

繰入金のみとなります。 

  事業の歳入歳出予算の総額は、２０億９,６６１万８,０００円で、本年度より０.

３％の増となっております。 

  まず、歳入の御説明をいたします。１８ページ、１９ページをお願いいたします。 

  １款保険料は、６５歳以上の介護保険料で、年金から天引きを行う特別徴収保険料と、

納付書などで支払う普通徴収保険料などをあわせ、５億８,５７２万１,０００円で、本

年度より２,５１２万６,０００円、４.５％の増となっております。増額の要因は、来

年度から所得の高い階層区分を一つ設けたことなどによるものです。 

  ３款支払基金交付金は、４０歳から６４歳までのいわゆる２号被保険者保険料を、支

払基金を通じ介護保険給付費及び地域支援事業費の介護予防事業費の法定負担分として

交付を受けるものです。 
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  ４款１項の国庫支出金は、次の２０ページ、２１ページの５款の県支出金までは、介

護給付費及び地域支援事業費に対する国、県からの交付金及び補助金です。なお、４款

２項４目の介護保険事業費補助金は、３年ごとに見直されている介護保険法に対応する

ためのシステム改修の補助率２分の１の補助金です。 

  ２２、２３ページをお願いします。 

  ６款繰入金は一般会計からの繰入金で、１目介護給付費繰入金、２目、３目の地域支

援事業繰入金については、介護給付費及び地域支援事業費に対する法定負担分の繰入金

です。 

  ４目その他一般会計繰入金の事務費繰入金は、被保険者の資格管理や介護認定事務な

どの事務費で、介護保険料軽減負担金は、消費税増税を財源として行われる低所得者に

対する保険料軽減措置分の一般会計からの繰入金です。 

  続いて、歳出の御説明をいたします。２６、２７ページをお願いします。 

  １款総務費の一般管理費は、被保険者の資格管理に必要な経費で、事業費は４８２万

３,０００円で、本年度より４３５万３,０００円、４７.４％減となっております。減

額の要因は、平成２９年度に介護保険法改正に対応するための大幅なシステム改修委託

があったことによるものです。 

  主な事業費は、クラウドシステム利用料等の手数料２３７万８,０００円、介護保険

法改正システム改修費などの委託料●●●●●●●●●●円です。 

  次の賦課徴収費は、介護保険料の賦課及び徴収に必要な経費で、事業費は１５７万５,

０００円、主な事業費は、保険料の納入通知書を送付する通信運搬費９６万１,０００

円です。 

  ２８、２９ページをお願いします。 

  介護認定審査会費は、５人の審査員で構成された審査会を４つ設け、月４回開催する

審査委員２０人に対する報酬で、事業費は３６６万８,０００円で、本年度より３０万

８,０００円、９.２％増となっています。増額の要因は、２年ごとの審査会委員交代に

伴う研修会に係る経費を計上したことによるものです。 

  認定調査等費は、要介護認定に必要な調査及び主治医の意見書徴取に係る経費で、事

業費は１,０１３万７,０００円、本年度より６７万６,０００円、６.３％の減となって

おります。減額の要因は、認定調査の委託件数が減っているためです。 

  主な事業費は、主治医意見書作成手数料として８９８万５,０００円、認定調査業務
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委託料●●●●●●●●●●円です。 

  次に、２款保険給付費についてですが、まず、１項介護サービス等諸費は、要介護１

から要介護５の認定者の居宅及び施設サービス給付費を計上しております。 

  １目居宅介護サービス給付費は、ヘルパー派遣やデイサービスなどの給付費で６億７,

６１５万９,０００円。 

  ３０、３１ページをお願いいたします。２目施設介護サービス給付費は、特別養護老

人ホームなどの３施設における施設入所サービス給付費で８億１,０７７万７,０００円、

３目居宅介護福祉用具購入費は、ポータブルトイレや、入浴用いすなどの購入に係る経

費で２６１万円、４目居宅介護住宅改修費は、手すりの設置などの住宅改修に係る経費

で７８１万８,０００円です。５目居宅介護サービス計画給付費は、ケアプラン作成費

として７,４９４万７,０００円、６目地域密着型介護サービス給付費は、町が指定し町

民のみが利用できる認知症高齢者グループホームや小規模多機能型などの給付費で、２

億２,６９４万４,０００円です。 

  ３２・３３ページの上段をお願いいたします。以上の１項介護サービス等諸費の総額

は、１７億９,９２５万５,０００円で、本年度より１,９７２万２,０００円、１.１％

増となっております。 

  次の２項その他諸費、審査支払手数料は、国民健康保険団体連合会による介護給付費

請求に係る審査支払手数料で、事業費は１３６万６,０００円です。 

  次の３項高額介護サービス等費は、一定額以上の介護サービス料を負担された方に対

し払い戻しを行うもので、事業費は、１目の介護と次の３４、３５ページ上段の２目の

介護予防をあわせて３,３０２万１,０００円、本年度より２８２万７,０００円、９.

４％の増となっております。増額の要因は、利用料金の２割負担者の増加が見込まれる

ことによるものです。 

  ４項高額医療合算介護サービス等費は、介護保険と医療保険の世帯負担額に年単位で

上限額を設け、その超過額を払い戻すもので、そのうちの介護保険負担分について計上

しております。事業費は、介護と介護予防あわせ３３２万円です。 

  ５項特定入所者介護サービス等費は、住民税非課税世帯者の施設入所やショートステ

イ利用時の居住費及び食費を所得状況に応じて軽減するものです。 

  ３６、３７ページをお願いします。事業費は、介護と介護予防あわせ６,９３５万８,

０００円で、本年度より１,８２７万円、２０.９％の減額となっております。減額の要
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因は、非課税世帯者である支給対象者が減っていること、また対象となる住民税非課税

世帯者のうち所得の高い段階がふえ、軽減額が少なくなっていることによるものです。 

  ６項介護予防サービス等諸費は、要支援１及び２と認定された要支援者が利用する居

宅サービス給付費を計上しております。事業費は、１目介護予防サービス給付費から、

３８、３９ページの５目地域密着型介護予防サービス給付費までをあわせ、４,７７５

万円で、本年度より２２３万７,０００円、５％増となっております。 

  各目の事業内容は先ほど説明しました介護サービス等諸費と同様ですが、特別養護老

人ホームなどの施設サービスの利用ができませんので、施設サービス給付費はございま

せん。 

  次の３款地域支援事業費ですが、地域支援事業は、介護保険サービスとは別に、介護

予防事業や認知症施策、また総合事業など、地域の実情に応じて実施する事業です。 

  １項１目一般介護予防事業費は１,８４２万円、本年度より３３万７,０００円、１.

９％増となっております。シルバーリハビリ体操指導士の養成や活動支援、介護予防教

室の実施に係る経費を計上しております。主な事業費は、２名の職員人件費と、次の４

０、４１ページをお願いいたします。各種教室などに係る講師謝金２６万円などです。 

  ４２、４３ページをお願いします。 

  ２項包括的支援事業・任意事業費の１目包括的支援事業費ですが、地域包括支援セン

ターの運営に必要な経費で、事業費は３,５０１万９,０００円、本年度より６９万８,

０００円、２％増となっております。 

  主な事業費は、専門職の職員４人分の人件費と臨時職員の賃金２５０万５,０００円、

２つの相談支援センター委託料●●●●●●●●●●円です。 

  ４４、４５ページの２目任意事業費ですが、事業費は４６４万１,０００円、本年度

より３９万１,０００円、７.８％減となっております。減額の要因は、緊急通報体制等

委託料単価の減額によるものです。 

  主な事業費は、成年後見人謝金の８８万８,０００円、緊急通報体制等整備委託料●

●●●●●●●●●円、家族介護用品扶助費の６０万円です。 

  ３目認知症総合支援事業ですが、この事業は認知症の早期診断・早期対応するために

設置が義務づけられている認知症初期集中支援チームに必要な経費や、認知症カフェの

活動に必要な経費を計上しております。事業費は３０万９,０００円、本年度より２万

７,０００円、８％の減となっております。 
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  ４６、４７ページをお願いします。主な事業費は、チーム員の研修や認知症地域支援

推進員研修などの特別旅費１１万４,０００円、研修参加負担金９万１,０００円、認知

症カフェ補助金６万円です。 

  ４目在宅医療・介護連携推進事業ですが、医療介護関係者の研修会、住民向けの講演

会などに関する経費を計上しており、事業費は２８万５,０００円、本年度より１４万

９,０００円、１１０％の増となっております。増額の要因は、住民向けの講演会の実

施に係る経費を計上したことによるものです。 

  主な事業費は、講演会講師謝金１０万円、安芸地区医師会に委託する在宅医療相談支

援窓口事業の委託料●●●●●●●●●●円です。 

  ５目生活支援体制整備事業は、高齢者支援のための生活支援サービスの充実のための

課題整理や対応策の検討に係る経費を計上しており、事業費は７４万５,０００円、本

年度より３万９,０００円、５％の減となっております。減額の要因は、自治会や民生

委員を委嘱していた生活支援コーディネーターを地域包括支援センター職員が行うため、

コーディネーター謝金が不用になったことによるものです。 

  ４８、４９ページをお願いします。主な事業費は、生活支援員養成講座の講師謝金１

０万８,０００円、協議体運営委託料●●●●●●●●●●円です。 

  次の、３項介護予防・生活支援サービス事業費ですが、要支援者の総合事業に係る経

費で、１目介護予防・生活支援サービス事業は、要支援者のホームヘルプサービスとデ

イサービスに係る経費で、事業費は３,７８８万７,０００円、本年度より２７５万２,

０００円、７.８％の増です。増額の要因は、基準を緩和したホームヘルプサービス事

業を開始するためです。 

  主な事業費は、現行相当のホームヘルプサービスとデイサービス、西部地域健康セン

ターで実施する基準緩和型通所サービス及び基準緩和型ホームヘルプサービスに係る委

託料で●●●●●●●●●●円です。 

  ２目介護予防ケアマネジメント事業費は、総合事業利用者に対するケアプラン作成費

を、地域包括支援センターから委託された事業所に対し支出するもので、事業費は２９

４万９,０００円、本年度より１６２万６,０００円、１２２.９％の増です。増額の要

因は、ケアプラン作成件数がふえたことによるものです。 

  保険事業勘定の説明は以上ですが、続きまして介護サービス事業勘定の御説明をいた

します。 
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  ６１、６２、６３ページあわせてお願いいたします。 

  サービス事業勘定は地域包括支援センターが事業所となり、要支援１及び２の認定者

に対し、センターの職員がケアマネジャーとして予防プランの作成を行うものです。事

業の歳入歳出予算の総額は７２６万２,０００円、本年度より５５２万８,０００円、４

３.２％の減となっております。 

  ６４、６５ページをお願いします。 

  歳入ですが、１款サービス収入として、要支援１及び２の認定者の予防プランを作成

したことに対する介護予防ケアマネジメント収入として５２９万８,０００円、次の２

款一般会計繰入金は、人件費に対する一般会計からの繰入金１６３万３,０００円です。 

  ６６、６７ページをお願いいたします。 

  歳出ですが、事業費は７２６万２,０００円、本年度より５５２万８,０００円、４３.

２％減となっております。減額の要因は、予防プランを作成する臨時職員を雇用したこ

とから、一般の職員を一般会計に移したことにより人件費に係る経費が減額になったこ

と、また予防プラン作成の委託件数の減少によるものです。 

  主な事業費は、予防プラン作成を行う臨時職員賃金２２６万２,０００円、町内など

の居宅介護支援事業所への予防プラン作成などの委託料●●●●●●●●●●円です。 

  介護保険特別会計については以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） ありがとうございました。 

  それでは、介護保険特別会計について質疑を行います。質疑ありませんか。 

  大瀬戸委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（大瀬戸） 内容のことじゃないです。内容はよくわかりました。 

  ４８ページと４９ページの生活支援サービス事業費、左では３７８８７なんだけど、

右は３７８７７で１万円違うんですが、これはどういうことなんですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（中原） 下に１万円あるじゃろ。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（大瀬戸） 済みません。ちょっと熱があるんで。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○総務厚生分科会進行役（時光） よろしいですか。ほかにありませんか。 

  藤本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（藤本） 加島課長、ありがとうございました。いつものことで、すばらしいです。 

  どこかを聞きたいなとずっと考えながら見てたんですが、言うところがなかったので

すが、１個聞こうかなと思ったら、恐らく答えちゃったと思うんですが、介護サービス

事業勘定の６６、６７ページで、サービス収入は前年に比べて若干、２９万４,０００

円上がって、繰入金はマイナス６１５万２,０００円でありまして、そうした中で、歳

出が、事業費が１,２７９万から７２６万２,０００円に減った。たしか５５２万８,０

００円違ってるんですけど、済みません、聞き方が悪かったんかなと思うんですが、何

か人件費がどっちかどうとかおっしゃったが、もう一度教えてください、そこの部分。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 加島高齢者支援課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○高齢者支援課長（加島） 今年度は正職員１名を置いております。このプラン作成に係

る事業をちょっと兼務さすということで、正職員１名を置いておりますけど、来年度は

プランを作成する臨時職員を雇用したことにより、正職員はこの事業勘定から一般会計

のほうへ持っていって、臨時職員をここに置いているということになります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 藤本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（藤本） そうであれば、臨時職員さんの経費はどこかへ載ってるんですか、この

中じゃなくて。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） 加島高齢者支援課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○高齢者支援課長（加島） 正職員は一般会計です。プランを作成する臨時職員を雇用し

て、このサービス事業勘定に臨時職員の賃金を置いております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○総務厚生分科会進行役（時光） よろしいですか。 

  ほかにありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○総務厚生分科会進行役（時光） ないようでしたら、以上で当分科会の審査は全て終了

しました。 

  それでは、審査報告につきまして、進行役において報告書を作成したいと思いますの

で、報告書作成のため暫時休憩いたします。 

（休憩 １６時２５分） 

（再開 １６時２７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生分科会進行役（時光） それでは、休憩前に引き続き、分科会を再開します。 

  分科会報告書を作成しましたので、朗読します。 

  日付は提出日になりますので、またなんですが。 

 予算特別委員長 藤本哲智様 

                        総務厚生分科会進行役 時光良造 

平成３０年熊野町議会予算特別委員会総務厚生分科会審査状況報告書 

  本分科会は、平成３０年予算特別委員会において付託された次の件について、３月８

日に分科会を開催し、慎重に審査した状況を報告する。 

  １ 審査議案。 

  議案第２９号、平成３０年度熊野町一般会計予算のうち、議会費、総務費、民生費、

衛生費、商工費、消防費、公債費、諸支出金、予備費、教育費の一部について。 

  議案第３０号、平成３０年度熊野町国民健康保険事業特別会計予算について。 

  議案第３２号、平成３０年度熊野町後期高齢者医療特別会計予算について。 

  議案第３３号、平成３０年度熊野町介護保険特別会計予算について。 

  以上です。 

  それでは、ただいまの分科会報告書を予算特別委員会に報告することで御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○総務厚生分科会進行役（時光） それでは、ただいまの分科会報告書を予算特別委員会

で報告することに決定しました。 
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  皆さん、御協力ありがとうございました。 

  それでは、あすの産業建設分科会は９時半から行いますので、皆さん、よろしくお願

いいたします。 

  お疲れさまでした。 

（散会 １６時２９分） 
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平成３０年予算特別委員会 産業建設分科会 

（会議録 第１号） 

 

１．招集年月日  平成３０年３月９日 

２．招集の場所  第１委員会室 

３．開議年月日  平成３０年３月９日 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

４．出席委員（１６名） 

    １番 尺 田 耕 平     ２番 竹 爪 憲 吾 

    ３番 立 花 慶 三     ４番 諏訪本   光 

    ５番 沖 田 ゆかり     ６番 片 川   学 

    ７番 時 光 良 造     ８番 民 法 正 則 

    ９番 荒 瀧 穂 積    １０番 大瀬戸 宏 樹 

   １１番 藤 本 哲 智    １２番 山 野 千佳子 

   １３番 久保隅 逸 郎    １４番 中 原 裕 侑 

   １５番 馬 上 勝 登    １６番 山 吹 富 邦 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

５．欠席委員（０名） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

６．説明のために出席した者の職氏名 

      町 長         三 村 裕 史 

      副 町 長         内 田   充 

      教 育 長         林     保 

      総 務 部 長         岩 田 秀 次 

      企 画 担 当 部 長         宗 條   勲 

      建 設 部 長         沖 田   浩 

      総 務 部 次 長         西 村 隆 雄 

      建 設 部 次 長         貞 永 治 夫 

      建設部技術次長         林   武 史 

      財 務 課 長         桐 木 和 義 
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      都 市 整 備 課 長         穂 坂 俊 彦 

      上 下 水 道 課 長         寺垣内 栄 作 

      建 設 課 主 幹         桑 垣   誠 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

７．本会議に職務のため出席した者の氏名 

      議 会 事 務 局 長         三 村 伸 一 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

８．会議に付した事件 

 総務費 

 農林水産業費 

 土木費 

 公共下水道事業特別会計 

 水道事業会計 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９．議事の内容 

（開会 ９時３０分） 

○産業建設分科会進行役（民法） それでは皆さんおはようございます。 

  ただいまから、平成３０年予算特別委員会産業建設分科会を開催します。 

  それでは平成３０年度の事業ごとにおける歳入歳出予算について、各担当から説明を

受けたいと思います。 

  最初に、総務費の一部と農林水産業費、土木費について、説明をお願いいたします。 

  穂坂都市整備課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○都市整備課長（穂坂） 建設部及び水道部の予算説明に関しまして、建設課、上下水道

課においては、Ａ４判の事業箇所図をお配りしておりますので、この資料も御参考にし

てください。 

  それでは、７６、７７ページの、住居表示事業でございます。 

  この事業は、住宅の建築等に伴う住居表示の設定、その管理に伴う住居表示台帳の整

備などに係る経費を計上するもので、事業全体で２３万２,０００円、本年度と同額と

なっております。 



－109－ 

  歳入のその他収入１,０００円は、住居表示案内図等の雑入です。 

  主な事業費は、住居表示台帳修正に係る委託料と街区表示板の購入など、維持管理に

伴う消耗品費５万２，０００円です。 

  続く７８ページの企画費以降の民生費、衛生費は、総務部及び民生部で説明しており

ますので、少し飛びまして、１６６、１６７ページをお願いします。 

  ５款農林水産業費 １項農業費 １目農業委員会費、農業委員会でございます。 

  この事業は、熊野町農業委員会に関する経費を計上するもので、事業全体で４８３万

７,０００円、本年度より１６７万７,０００円、２６％の減となっております。 

  減額の主な要因は、農業委員会委員報酬の減によるものでございます。 

  歳入の県支出金１６６万２,０００円は、農業委員会交付金１１０万円と、機構集積

支援事業補助金５６万１,０００円、農地利用最適化交付金１,０００円で、その他収入

５,０００円は、各種農業証明手数料等です。 

  主な事業費は、農業委員と農地利用最適化推進委員合計１４人の報酬１９２万３,０

００円、電算処理関係の機械器具手数料９５万９,０００円です。 

  続きまして、１６８、１６９ページをお願いします。 

  ２目農業総務費、農業啓発推進事業でございます。 

  この事業は、農産物の生産実態を住民に深く認識していただき、地域農業の発展と生

産意欲の高揚を図り、住民相互の親睦を図ることを目的に行う農業祭開催に係る経費を

計上するもので、事業全体で７６万円、本年度より１２万円、１９％の増です。 

  増額の要因は、開催準備等に係る時間外手当増によるものでございます。 

  主な事業費は、農業祭実行委員会補助金４０万円です。 

  続きまして、ごらんのページの下段から１７１ページにかけて記載しております、３

目農業振興費、農業振興対策事業でございます。 

この事業は、農業振興に係る事務全般の経費を計上するもので、事業全体で１５９

万７,０００円、本年度より８万１,０００円、４.８％の減でございます。 

  減額の主な要因は、農業再生協議会交付金減によるものでございます。 

  歳入の県支出金６５万９,０００円は、農業再生協議会交付金６４万７，０００円、

数量調整円滑化事業補助金等１万２,０００円です。 

  主な事業費は、農業生産行政協力員９名の報酬６０万２,０００円、農業再生協議会

交付金６５万円、各種協議会負担金２３万１，０００円です。 
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  続きまして、鳥獣被害防止対策事業でございます。この事業は、農林産物に被害を及

ぼすイノシシ、ヌートリアなどの有害鳥獣の駆除並びに防除を目的とし、その被害防止

に係る経費を計上するもので、事業全体で２４３万９,０００円、本年度より４万３,０

００円、１.８％の増です。 

  増額の主な要因でございますが、有害鳥獣捕獲報奨金として、イノシシ３０頭分を増

額したことによるものでございます。 

  歳入の県支出金９万５,０００円は、鳥獣被害防止総合対策交付金です。 

  主な事業費は、鳥獣被害対策実施隊員報酬２８万円、有害鳥獣捕獲報奨金５０万円、

有害鳥獣駆除班補助金６０万８,０００円、有害獣防除用施設設置事業補助金６７万１,

０００円、鳥獣駆除対策協議会補助金９万６，０００円です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部次長（貞永） 続きまして、１７２ページ、１７３ページをお願いいたします。

４目農地費、単町農業基盤整備事業でございます。 

  実施箇所図では、①で熊野北農道舗装補修事業を表示しております。 

  この事業は、農業基盤の保全を図るため、農業用施設の維持補修を行うもので、事業

全体で１，０８８万４,０００円、本年度より８２万７,０００円、８.２％の増となっ

ております。 

  増額の主な要因は、農道工事のための用地測量委託料の増額によるものです。 

  歳入のその他の７１１万７，０００円のうち、６６１万７，０００円は基金繰入金で、

残り５０万円は、農業用水路等の受益者分担金でございます。 

  主な事業費は、熊野北農道舗装補修と農業基盤整備等の工事請負費でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○都市整備課長（穂坂） 続きまして、ごらんのページから１７４、１７５ページにかけ

て記載しております、２項林業費 １目林業振興費、林業振興対策事業でございます。  

この事業は、ひろしまの森づくり事業交付金を活用し、里山の荒廃を防ぎ、自然とのふ

れあい等を目的とした森林整備を行い、その自然環境及び景観の保全を図る事業に係る

経費を計上するもので、事業全体で３３４万９,０００円、本年度より１９万円、６％

の増でございます。 

  歳入の県支出金３１０万円は、ひろしまの森づくり交付金で、その他収入２,０００

円は、鳥獣飼養許可証交付手数料となります。 
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  主な事業費は、里山林整備事業委託料です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部次長（貞永） 続きまして、１７５ページの中段、林道維持管理事業でございま

す。 

  この事業は、林道施設の利用者の安全を確保するため維持補修等を実施するもので、

事業全体で１０４万円、本年度より３０６万９，０００円、７５％の減となっておりま

す。 

  減額の要因は、平成２８年度の大雨に伴う串掛林道の、のり面補修工事の完了による

ものです。 

  主な事業費は、林道維持補修の工事請負費でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部技術次長（林） 続く１７６ページから１８０ページの商工費は総務部、民生部

で説明しておりますので少し飛びまして、１８０、１８１ページをごらんください。 

  このページの中ほどから１８３ページにかけて記載しております、７款土木費 １項

土木管理費 １目土木総務費、道路管理事務事業について御説明します。 

  この事業は、道路・河川の管理や占用物の許認可、官民境界の確定事務を行うもので、

事業全体は２６０万１,０００円で、本年度より９万８,０００円、３.９％の増額でご

ざいます。 

  増額の主な要因は、公用車の車検に要する費用の増額です。 

主な事業費は、道路台帳修正などに要する委託料で、合わせて２２３万５，０００

円です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部次長（貞永） 続きまして、１８２ページから１８５ページの上段にかけて記載

されております、２項道路橋梁費 １目道路橋梁総務費の、県営事業及び土木一般事業

でございます。 

  この事業は、県が施工した県単独事業に係る事業負担金等を計上するもので、事業全

体で１，３７８万６,０００円、本年度より６４９万円、８９％の増となっております。 

  増額の主な要因は、県道改良事業負担金が増額したことによるもので、具体的には、

県道矢野安浦線バイパス事業、県道瀬野呉線バイパス事業の工事負担金の増によるもの

でございます。 
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  歳入のその他の５５万円は、臨時職員等社会保険料納付金でございます。 

  主な事業費は、県道改良事業負担金の９００万円です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部技術次長（林） 続きまして、ごらんのページから１８７ページにかけて記載し

ております、２目道路維持費、道路維持管理事業でございます。 

  この事業は、日常的な道路や河川の維持管理を行うもので、事業全体は４,３２４万

７,０００円で、本年度より４２８万４，０００円、１１％の増となっています。 

  増額の主な要因は、地方債を活用した公共施設等適正管理事業を本格的に実施するこ

とによる工事請負費の増額でございます。 

  歳入は、地方債９００万円、その他２,５６３万円は、基金繰入金の２，００１万円、

道路占用料３８６万９,０００円、屋外広告物許可手数料５９万円、臨時職員等社会保

険料納付金６６万円、水道工事復旧負担金など、５０万１,０００円です。 

  主な事業費は、臨時職員２名の賃金４２９万７,０００円、道路照明の電気料など光

熱水費２２８万円、道路の街路樹管理事業など委託料、道路維持に要する工事請負費で

す。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部次長（貞永） 続きまして、町内一円道路維持事業でございます。 

  この事業は、町民の道路交通の安全性を確保するため、町道及び権限委譲された県道

３路線について維持補修を行うもので、事業全体で１,７８６万円、本年度より１８０

万円、１１％の増となっております。 

  増額の主な要因は、本年度までは国の交付金による都市再生整備事業によって実施し

ていた町道側溝整備工事を本事業に組みかえたことによるものでございます。 

  歳入の国･県支出金１,０２６万円は、県の分権改革推進移譲事務交付金で、その他の

７６０万円は、基金繰入金でございます。 

  主な事業費は、権限委譲された県道の維持補修業務委託料と、町内一円の道路維持補

修の工事請負費でございます。 

  続きまして、(国庫)町道舗装補修事業でございます。 

  この事業は、町道の主要幹線道路等で老朽化した舗装の修繕を、国庫交付金事業を活

用して行うもので、事業全体で６５０万円、本年度と同額となっております。 

  歳入の国・県支出金３３０万円は国庫交付金で、地方債は２４０万円でございます。  
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主な事業費は、舗装工事に係る工事請負費でございます。 

  続きまして、１８７ページ下段から１８９ページにかけて記載しております道路維持

事務事業でございます。 

  この事業は、町道施設の維持管理等に必要な事務的経費を計上するもので、事業全体

で２４９万４,０００円、本年度より１４４万９,０００円、１３９％の増となっており

ます。 

  増額の主な要因は、公用車の購入に伴うもので、主な事業費は、公用車の備品購入費

１４０万円でございます。 

  続きまして、１８８、１８９ページの３目道路新設改良費、町道局部改良事業でござ

います。 

実施箇所図では②で、実施予定の箇所を表示しております。 

  この事業は、町道の部分的な拡幅や交差点の隅切りなど、局部的な改良工事を実施す

るもので、平成３０年度は萩原及び呉地地区で各１カ所、平谷及び中溝地区で各２カ所

の改良工事を予定しております。 

  事業全体で４,６２５万円、本年度と比べ２，８４８万円、１６０％の増となってお

ります。 

  増額の主な要因は、局部改良工事に必要な用地購入や、物件移転補償の各経費が増額

したことによるものです。 

  歳入のその他の２，６００万円は基金繰入金でございます。 

主な事業費は、改良工事を実施するために必要な調査測量設計業務委託料、工事請

負費及び用地購入費７３５万円でございます。 

  続きまして、ごらんのページから次のページにかけて記載しております道路新設改良

事務事業でございます。 

  この事業は、町道施設の新設、改良に伴い発生する事務的経費を計上するもので、事

業全体で２０６万６,０００円、本年度より２３万６,０００円、１０％の減となってお

ります。 

  減額の主な要因は、積算システムの保守点検料、及び使用料の減額によるものでござ

います。 

  歳入のその他の１,０００円は、コピー代等の雑入です。 

  主な事業費は、工事の設計に必要な積算システム使用料３３万８,０００円と、県土
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木協会負担金３２万４，０００円でございます。 

  次に、町道深原公園線（鞘ノ河内工区）新設事業でございます。 

実施計画箇所図では③でございます。 

  この事業は、町道深原公園線を深原地区準工業地域方面へ延伸するための道路を施工

するもので、事業全体で６,６２０万円、本年度より２，４９８万円、６０.６％の増と

なっております。 

  増額の主な要因は、橋梁工事における迂回路等に係る工事費の増によるものです。 

  歳入の国・県支出金３，５２０万円は国庫交付金で、地方債は２，５９０万円、その

他の３３０万円は基金繰入金でございます。 

  主な事業費は、町道の橋梁下部工２期分の工事請負費及び用地購入費１,１００万円

でございます。 

  続きまして、ごらんのページから１９３ページにかけて記載のあります町道呉出来線

改良事業でございます。 

実施箇所図では④になります。 

  この事業は、平成２８年度から事業着手しました町道呉出来線の、槙ヶ迫交差点から

ゆうあいホーム前までの離合困難な箇所を拡幅するもので、平成３０年度は残った１カ

所の事業用地購入と拡幅工事を行うもので、事業全体で２，２８０万円、本年度と比べ

７３０万円、４７．１％の増となっております。 

  増額の主な要因は、家屋の移転に伴う物件移転補償費の新たな計上によるものでござ

います。 

  歳入の国・県支出金１，１００万円は国庫交付金で、地方債は８１０万円でございま

す。 

  主な事業費は、拡幅工事の工事請負費及び家屋移転補償に係る物件移転補償費の１，

５００万円でございます。 

  続きまして、町道藪太央線改良事業でございます。 

  実施箇所図では⑤になります。 

  この事業は、町道藪太央線において離合困難な箇所を拡幅するため、平成２８年度か

ら引き続いて実施するもので、事業全体で２,４５０万円、８２％の増となっておりま

す。 

  増額の主な要因は、拡幅に係る工事費の増によるものです。 
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  歳入の国・県支出金１，１００万円は国庫交付金で、地方債は８１０万円、その他の

１７０万円は基金繰入金でございます。 

  主な事業費は、拡幅工事に伴う工事請負費と用地取得費４００万円でございます。 

  続きまして、ごらんのページから１９５ページにかけて記載のあります、町道呉萩線

呉地萩原工区改良事業でございます。 

  実施箇所図では⑥になります。 

  この事業は、町道呉萩線のうち呉地地区として、広南製作所から宝尺寺池までの間に

おいて、自動車や自転車などが円滑に通過できることにより、熊野東中学校の生徒の通

学の安全性を向上させるよう、離合が困難な箇所を拡幅する事業で、来年度から新たに

着手し、初年度は用地の調査測量設計を実施する予定としております。 

  事業全体で６００万円。 

  歳入の国・県支出金２７５万円は国庫交付金で、地方債は２００万円でございます。 

  事業費は、拡幅工事に必要な調査測量設計業務委託料のみとなっております。 

  続きまして、１９４、１９５ページの、４目橋梁維持費、（国庫）橋梁維持修繕事業

でございます。 

  実施箇所図では⑦になります。 

  この事業は、平成２５年度に策定した橋梁長寿命化修繕計画に基づき、老朽化の著し

い橋梁の補修工事を計画的に実施するもので、来年度は補修の工事と設計を２橋ずつ予

定しております。事業全体で１,３００万円、本年度と比べ１００万円、８．３％の増

となっております。 

  主な増額の要因は、工事請負費の増によるものです。 

  歳入の国・県支出金６６０万円は国庫交付金で、地方債は４８０万円、その他の１４

５万円は基金繰入金でございます。 

  事業費は、補修工事に係る調査測量設計委託料と工事請負費でございます。 

  続きまして、同じページの３項河川費 １目河川管理費、町内普通河川改修事業でご

ざいます。 

  この事業は、町内一円の普通河川の災害を防止し、地域住民の安全を確保することを

目的とし、改修・しゅんせつ・維持補修等を実施するもので、事業全体で６００万円、

本年度より６６８万２,０００円、５３％の減となっております。 

  減額の主な要因は、平谷地区での緊急の河川工事が完了したことによるもので、事業
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費は、河川補修工事に係る工事請負費となっております。 

  歳入のその他６００万円は、基金繰入金でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○都市整備課長（穂坂） 続きまして、１９４ページ下段から１９７ページにかけて記載

のあります、４項都市計画費 １目都市計画総務費、都市計画一般事業でございます。 

  この事業は、都市計画審議会等に関する事務、並びに各種協議会への負担金を計上す

るもので、事業全体で１２７万９,０００円、本年度より１８万４,０００円、１３％の

減となっております。 

  歳入のその他収入５万円は、都市計画総括図販売によるものでございます。 

  減額の要因は、都市計画図面修正業務委託料の減によるものでございます。 

  主な事業費は、都市計画審議会委員６人の報酬６万９，０００円と、各種協議会等負

担金１９万円、広島県都市計画基礎調査負担金２０万３,０００円等です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部技術次長（林） 続きまして、ごらんのページの下の方から１９９ページにかけ

て記載のあります、建築開発一般事業でございます。 

  この事業は、都市計画法や国土利用計画法等に基づく許認可事務の進達、営繕事務に

係る経費を計上しています。 

  事業全体で１１３万９,０００円、本年度より３３万円、４１％の増額でございます。 

  増額の主な要因は、建築工事の積算システム導入による使用料及び賃借料の増額です。   

歳入の国・県支出金９，０００円は、県の土地利用規制等対策費補助金、その他３， 

 ０００円は雑入等です。 

  主な事業費は、積算システムのソフトウエア使用料５０万９，０００円です。 

  続きまして、木造耐震診断補助事業でございます。 

  この事業は、耐震改修促進法に基づき、地震による被害から住民の生命・財産を保護

することを目的に、民間の木造住宅に対し、耐震診断費の補助を行う事業でございます。 

  事業費は、木造耐震診断費補助の２０万円で、本年度と同額となっております。 

歳入の国・県支出金１０万円は、国の住宅・建築物安全ストック形成事業補助金で

す。 

  続きまして、子育て世代「住むならくまの」応援事業でございます。 

  この事業は、本年度に引き続き行う事業で、子育て世代の定住を促進し、人口の維
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持・地域の活性化を図るため、住宅を新築または中古住宅を購入する際の支援措置とし

て、助成金を交付する事業です。 

  事業費は、本年度と同額の、子育て世代「住むならくまの」応援助成金の１,５００

万円でございます。 

  続きまして、ごらんのページの下から２０１ページにかけて記載のあります、建築物 

土砂災害対策改修促進補助事業でございます。 

  この事業は、本町に土砂災害警戒区域が指定されたことに伴い、平成２９年度から実

施している事業で、特別警戒区域内の既存建築物の改修費の一部を補助するものでござ

います。 

  事業費は、建築物土砂災害改修促進補助金の１５１万８,０００円で、歳入の国・県

支出金１１３万８,０００円は、国からの補助金、住宅・建築物安全ストック形成事業

補助金７５万８,０００円と、県費補助の建築物土砂災害対策改修促進事業費補助金の

３８万円です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○都市整備課長（穂坂） 続きまして、２００ページから２０３ページにかけて記載のあ

ります、２目公園費、都市公園緑地管理事業でございます。 

  この事業は、公園・緑地の適正な維持管理に係る経費を計上するもので、事業全体で

１,６４２万８,０００円、前年度より２１万７,０００円、１.３％の減となっておりま

す。 

  減額の主な要因は、工事請負費の公園遊具改修撤去等に要する費用の減額によるもの

でございます。 

  歳入のその他収入１１４万７,０００円は、電柱設置等の行政財産目的外使用料６万

７,０００円、基金繰入金１０８万円です。 

  主な事業費は、植栽管理業務や草刈り業務の委託料及び公園敷地の土地借り上げ料１

５３万３,０００円、全国都市緑化広島フェア負担金１２万６，０００円です。 

  続きまして、２０３ページ上段に記載のあります、深原地区公園管理運営事業でござ

います。 

  この事業は、深原地区公園の管理運営を指定管理者のＮＰＯ法人きらら会に委託する

ための費用を計上するもので、事業費は、５２３万５,０００円、本年度より６５万２,

０００円、１１.１％減となっております。 
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  減額の要因は、管理費の積算単価見直しによるものです。 

  歳入のその他収入１６万８,０００円は、自動販売機設置負担金です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部次長（貞永） 続きまして、筆の里工房周辺整備事業でございます。 

実施箇所図では⑧でございます。 

  この事業は、昨年策定された熊野町観光交流拠点整備構想に基づき、筆の里工房に隣

接した４．３ｈａの計画地内に芝生広場、こもれびの広場、せせらぎの広場、冒険広場

の４つの広場で構成する公園部分と、体験交流研修施設、情報発信施設、屋根つき広場、

産直市、特産品販売施設、飲食施設を整備するものでございます。大きな事業ですので

整備期間を第１期と第２期に分けて整備することとし、第１期分の整備としましては、

平成３０年度から測量、調査、設計、用地買収に着手し、４つの広場で構成する公園及

び駐車場などの利便施設を平成３２年度から３４年度までの３年間で整備し、平成３５

年度に一部を供用開始した後に、第２期として体験交流、研修施設、情報発信施設など

の整備を段階的に行う予定でございます。初年度である平成３０年度は事業用地の測量、

調査と買収及び公園整備の基本設計を予定しております。 

  事業全体で、１億１，８７９万４，０００円。 

歳入の国・県支出金３，７４１万３，０００円は国庫交付金で、地方債は４，８６

０万円、その他の１，０８８円２，０００円は基金繰入金でございます。 

  事業費は、公園整備に必要な土地に係る調査測量設計委託料と、用地購入費４，００

０万円、及び物件移転補償費１，０００万円でございます。 

 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○都市整備課長（穂坂） 次に、３目公共下水道費、熊野町公共下水道事業繰出金でござ

います。 

  この事業は、一般会計から公共下水道事業特別会計への繰出金を計上するもので、事

業費は、３億３,４６２万２,０００円、本年度より１７３万２，０００円、０.５％の

減となっております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部技術次長（林） 続きまして、２０４、２０５ページから、２０６、２０７ペー

ジにかけて記載しております、５項住宅費 １目住宅管理費、町営住宅管理事業でござ

います。 
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  この事業は、町内の公営住宅９団地７０戸の維持管理を行うもので、事業全体は１,

３８６万７,０００円で、本年度より１６５万３，０００円、１４％の増額でございま

す。 

  増額の主な要因は、町営住宅の長寿命化計画見直しによる委託料の増額です。 

  歳入の国・県支出金１４４万円は国の公営住宅等ストック総合改善事業補助金、その

他１,２３４万１,０００円は、家賃収入です。 

  主な事業費は、土地借り上げ料４５８万８,０００円で、長寿命化計画見直し、及び

施設の保守点検や維持管理に要する委託料、並びに町営住宅の修繕を行うための工事請

負費です。 

  続きまして、２０７ページのコーポラス熊野管理事業をごらんください。 

  この事業は、コーポラス熊野３９戸の維持管理を行う事業で、事業全体で３１８万１,

０００円、本年度より１，２６８万６,０００円の減額となっています。 

  減額の主な要因は、屋根防水工事が完了したことによる工事請負費の減額でございま

す。 

  歳入のその他３１８万円１,０００円は、家賃収入です。 

  主な事業費は、簡易的な修繕料８６万４,０００円、消防設備の保守点検等の委託料、

及び住宅の応急的な修理などを行うための工事請負費でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○都市整備課長（穂坂） ごらんのページから２０９ページにかけて記載のあります、６

項地籍調査費 １目地籍調査費、地籍調査事業でございます。 

  この事業は、あらゆる土地行政の基礎資料となる地籍を明確にするための費用を計上

するもので、事業全体で１７３万７,０００円、本年度より６万５,０００円、３．９％

の増となっております。 

  増額の主な要因は、位置情報管理システムへの新たな委託項目を追加したことによる

委託料の増によるものでございます。 

  歳入のその他収入１,０００円は、コピー代等の雑入でございます。 

  主な事業費は、地籍測量業務委託料です。 

  一般会計については、以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） それでは、７６ページの住居表示費、１６６ページか
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ら１７５ページの農林水産業費、１８０ページから２０９ページまでの土木費について、

質疑を行います。 

  質疑はございませんか。ございませんか。 

  時光委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（時光） １７１ページの鳥獣被害防止対策事業でございます。イノシシの頭数で

すね、去年いうか２９年度、途中で３０頭ほどふやして１６０頭にしていただいたと思

うんですが、もう一回３０頭ふやしてるということで、これが３０ふやして去年の補正

の１６０になったのか、さらに３０ふやしたのかということと、後、この中で、もう１

点、有害獣防除用施設設置事業補助金とありますが、これはまた、箱わなか何かをふや

すのでしょうか。この２点教えてください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 穂坂都市整備課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○都市整備課長（穂坂） イノシシの１３０頭が１６０頭に補正で組ませていただきまし

て、今年度も１６０頭ということにさせていただいておりますが、これは平成２６年度

等からの実績も踏まえまして、そちらをもとに、その数を算出させていただいたもので

ございます。 

２点目の有害防除の箱わなをふやすのかということでございますけども、この有害

防除用の設置事業補助金というものは、電気柵、ワイヤーメッシュ等に個人向けに係る

補助金ということになっております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 時光委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（時光） ありがとうございます。１６０頭にふやしていただいたんですが、まだ、

２月いうことですが、取れたものに関してはもう補助金つかないということで、もう１

６０以上、多分１０数頭、もう今年度も獲れてると思うんですよ。そうなると、もう１

６０じゃ足りないということも、実際今起きてますので、後、この辺は今後どのように

考えておられるかいうことを少しお話ください。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 穂坂都市整備課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○都市整備課長（穂坂） 捕獲の頭数がふえているということでございますけども、町と

いたしましては、鳥獣被害対策につきまして、本年１月に、広島県の鳥獣被害防止対策

スペシャリストの先生をお招きいたしまして、町民とほか４６名が鳥獣被害対策全体研

修を受講いたしました。その中で、鳥獣被害については、まず先にみんなで勉強、その

次に環境改善、その次にその電気柵でありますとか、ワイヤーメッシュの進入防止、そ

して最後に捕獲の順番で取り組んでいくものがいいということで御指摘をいただき、勉

強いたしました。そして、今週の月曜日なんですけども、また、同じ講師に来ていただ

きまして、平谷地区、呉地地区の集落を、また３８人が、また現地集落点検ということ

で先生と一緒に見て回られました。それで、今までの電気柵の張り方でありますとか、

ワイヤーメッシュの設置方法などの指導も受けまして、町民みずからが、自分で被害対

策に取り組む下地ができたんじゃないかと考えております。平成３０年度におきまして

は、県が主催いたします鳥獣被害対策アドバイザーの養成講座等に職員を派遣して、職

員の専門的知識の向上を図るとともに、同じく県と共催いたしまして、集落単位での研

修会を実施しまして、当事者みずからが自分の農地は自分で守るとの意識と、その手法

について一緒に学んでいきたいと考えております。そしてまた、広島市の安芸区と海田

町、坂町、府中町、熊野町と、情報共有ということで連携を図りまして、その対策を共

同で実施を考えていこうじゃないかということで、担当者会議のほうも実施していただ 

けることにしております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） ほか、ないですか。 

  沖田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） 済みません、引き続き鳥獣被害防止対策なんですが、今のお話を伺って

ますと、従来のやり方でスペシャリストの方に来ていただいていうことなんですが、私

がお伺いしたお話では、今のような箱わなや電気柵というようなやり方ではなくて、イ

ノシシが来ないようにするっていうようなやり方をやってる町がありますので、それを
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参考にして、今までとは逆の発想で取り組んでいきたい、いうようなことをお伺いした

のですが、その件についてはいかがでしょう。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 穂坂都市整備課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○都市整備課長（穂坂） 議員さんおっしゃられるように、まずは、この今のイノシシ等

があらわれるのが、逆に言うたら、えづけをしてるんじゃないかというところで、その

えづけを、まずなくそうと言って、潜み場とか、そういったところを、隠れ場所とか、

そういったところを取っ払って、逆に、そのイノシシがおびえてあらわれないような効

果を上げるようなものにしていこうというところでございますので、その方向で、また、

先日も来られちゃったんですけども、女性グループの方が、ぜひそういう潜み場対策と

かも実施してほしいので、ちょっとまた広島県のほうを通じて、ちょっとお願いできな

いかということで御相談承っておりますので、その辺についてはまたフォローしてまい

りたいと考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） ほかにございませんか。 

  竹爪委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（竹爪） １７２から１７３の林業振興対策事業でございますけど、森づくり、そ

れから里山整備ですけど、これは今年度どのような、何か計画もっていらっしゃると思

うんですけど、どちらでしょうか、これは。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 穂坂都市整備課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○都市整備課長（穂坂） この林業振興対策事業で、ひろしまの森づくり事業交付金を活

用しました事業でございますけども、平成２８年度からのことでありますけども、平成

２８年度につきましては、県産材を利用しましたベンチの作成や、北部農道等で竹林と

いうことで、雪が降ったりしたら垂れ下がって、道路交通の支障になるものとかいうも

のを切らせていただきました。本年度２９年度につきましては、坊主山あたりの緑地の
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整備と、同じくまた道路の障害になる竹林伐採をさせていただきました。平成３０年度

につきましても、そういったところのものを、また見させていただいて、検討してまい

りたいと考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） ほかございませんか。 

  諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） 一つ、以前からも申し上げておりますが、道路のことをですね、今こ

ういう資料をいただいて、今ここはこういう工事だなということでわかるんですけども、

やはりいろんなところで、しかるべきところで、やっぱり整理をされて工事箇所ここか

らするとか、どのようにするとかいうことは決めておられるんだと思いますけども、私

が例えば以前申し上げたのは、筆の里工房ができて２０数年になるけども、工房への道

等が整備されてないとか、あるいは、これは言ったかどうかちょっと覚えてませんけど

も、熊野中学校へ入るところの、ちょうどあの角ですよね、今のファミリーマートのと

ころから行ったら、突き当たって右へ曲がる角ですよね。ここあたりというのは、本当

車が、もう毎日ぶつかるんですか、事故は起こしてないとは思うんですが、どっちかが

引き返したりしながら通行しておるというような状況があります。やはり、言葉は悪い

んですが、やりやすいところからやるんじゃなしに、やはり町の全体的なことも見たり

しながら、重要なところについては、やはり多少お金がかかると思いますけども進めて

もらいたい。今の槙ヶ迫交差点からの工事あたりでは立ち退き等も入ったりしておりま

すから、あの位置よりも私は、先ほど言いました、道路も大事なんですけども、私の感

覚では、今の熊野中学校のところへ向けて早く、右手に曲がるところですよね、あっこ

らあたりのほうがもっと大事なんじゃないのかなという気がしておりますが、もし御意

見がありましたら、あるいは協議の進め方の中で状況がありましたら、教えていただき

たいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 沖田建設部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部長（沖田） 町内の道路改良についての御質問でございますけれども、諏訪本議
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員さん御指摘の熊野中学校前、以前飲食店があった角のところですが、ちょうど今、不

動産業者のほうから売りに出ております。いうことで、ちょっと調査をさせていただき

ました。それで、土地の単価的には、ちょっと我々が購入する、まあ、鑑定評価をして

購入するわけですが、それより若干高いと、それプラス建物がついておるので、それを、

先ほど言われたように移転補償が発生するということで、かなり高額になりますので、

ちょっと今はためらっておる状況でございます。それと、槙ヶ迫交差点からの呉出来線

の拡幅等と同じようにという話ですが、あそこについては、国庫の交付金をいただいて

実施しておる路線でございますが、補助金の採択要件がかなり厳しゅうございまして、

ちょっと同じようにというわけにはいかないと。どうしても、単町、町費だけで整備す

るようなことになりますので、見やすいとこばっかりでなくていう話はございましたけ

れども、どうしても空き地が出たとこからといった対処をですね、こさえるという方向

で、今我々は考えておるところでございますので、ちょっとその辺は御理解いただきた

いと思います。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） 今のところあたりは、私が言ったところあたりは、日常的にも、かな

りせっぱ詰まったところだと思うんです。一つ、国庫がついてないなら国庫をつけると

かいろんな工夫をして何とか、筆祭りのときにはあっこは通行どめになるから、実際に

はそう困ったことは起こってないんですけども、日常では大変困っておる。まあ、建設

課のほうでは、やはりそういったことをある程度協議しながら進めておられるというこ

とは、理解させてもらいましたので、ぜひとも今後ともひとつ、そういうある程度全般

的なことを見渡しながら、やっぱり重要箇所について進めてもらいたいというように思

います。ぜひ、今答えなかったんですが、工房のほうの利用に関しても、宮のほうから

工房のほうへ向けての道も、ある程度なかなか難しいとは思いますが、検討していただ

きたいというように思います。よろしくお願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） ほかにございませんか。 

 片川委員。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（片川） １８７ページの町内一円道路維持事業ですね。私の聞き間違いでなけれ

ば、町道の側溝の整備いうことだったと思うんですが、従来、この数年やっていただい

ておる。表面上非常にきれいになっております。上だけですね。側溝の上だけです。横

側だけです。Ｕ字になっとる部分の横だけなんですが、上はきれいになっておるんです

が、下部分との接続が非常に不安定な状態なんかな思って、工事見よって思うんです。

それで、車道が通ったときの道路の床板を通した圧力があそこにかかってくると思うん

ですよね。これの耐久性いうのは何年ぐらい想定された上で工事をされとるのか。そし

て、新しいとこは何年もつのだと、そうしたときに、水の流れる、今いじってない底の

部分ですね、Ｕ字溝の底の部分、これ何年もてるんでしょうか。もちろん、その横を先

にやられるいうことは、底がそれより長くもついう想定なんでしょうね。お伺いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 林建設部技術次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部技術次長（林） 済みません。何年というのは、ちょっとはっきり申し上げられ

ませんけれども、耐久性でございますけれども、今のやり方は元の側溝の下の、今の下

半分ですね、その部分に鉄筋をつけて一体化させてやっております。車の耐久性ですけ

れども、これは２０トンのダンプが通っても大丈夫なような状態に間違いございません。

それから、底の部分でございますけれども、底の部分は一応、底張りは塗っております。

そこの横の部分ですけど、そこは結構まだしっかりしとるものですから、水漏れについ

ても特に心配するようなことはございません。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 片川委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（片川） 素人目で見ても、底のほうが傷む思うんですね。水が流れるところです

よね。横も弱っとるから剥離して打ちかえたわけですよね。横が弱って打ちかえねばな

らない状態であるものと同じときにつくったＵ字溝の底の部分を補修をせずに、補強も

せずに差し筋をして上をもたせるいうような、ちょっと理にかなわんのじゃないか思う

んですが、だから、後何年ぐらい、これならもちますよというのを考えてやっとられる



－126－ 

のをお伺いしたいんです。町民にも聞かれるんですよ。私が回答するのは、町の技術者

がちゃんと計算してやっとるんだから大丈夫でしょう、いう回答しかできないんです。

でも普通に素人が考えても、底が弱いんじゃないんかいう見解をもっておられるんです

よね。何年ぐらいもちますか。仮にこう、少なく見積もって、そのぐらいの計算されて

やっとるんだろう思うんです。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 林建設部技術次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部技術次長（林） 今回の底張りのほうは一応やってます。水の流れるところです

ね。そこの部分は改修をしております。それから、今、真ん中を切っていうことなんで

すけれども、これは、今までの長年の劣化で、上半分の部分がやっぱり結構劣化してお

ります。ということで、下半分はまだ大丈夫と、上半分は一応打ちかえることの、そう

いう工法でやっておる次第でございます。それで、何年もつかということでございます

けど、そこら辺、経験でしかございませんけれども、２０年ぐらいはいけるんじゃない

かというように思っております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 片川委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（片川） ２０年ですね。私の聞きようが悪かったんかもわからん。上半分が劣化

しておる。コンクリの耐久年数として、同じ時期にいって、下半分は強度があるんだよ

と、上半分に強度がないから、上半分いうのがですね、まあ、それもちろん、床板を通

じて上からの重量で上半分のコンクリに無理がいっとるんだよ、いうような解釈でいい

んですか。水の流れる表面にモルタルを塗っとるよと。これはまあ一時的な処理なんで

しょうけど、躯体のコンクリート自体のあのＵ字になった部分の、Ｕ字全体の強度がそ

んなに上と下で違うものなんですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 林建設部技術次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部技術次長（林） 強度といいますか、当時、平成じゃなかった、昭和の４０年、
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４０何年でございますけど、そのときに打ったコンクリートというのが、どうもやっぱ

り余りよくない、海砂が入っとったりですね、するようなことがあったりするんだと思

います。やっぱりその長年ですね、やっぱり、雨が降ってやっぱり上の部分が傷んで、

水が流れていうのは、余りなかったんでしょうかね。雨が上から当たるほうが何か多い。

後、太陽の光ですとか、そういうもので総合的にやっぱり上のほうが劣化して、御存じ

かもわかりませんけど、団地の中はやっぱり上のほう全部こうぼろぼろになっとったと

思いますけども、まあ、そういう現象が起きてるのだと思います。先ほどからも言われ

ますように、何年いうことはちょっとですね、はっきり私も申し上げられませんけども、

まあ、本当の経験値でございましたけれども、これから何年かですね、いうのはもう大

丈夫というように思っております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 沖田建設部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部長（沖田） 先ほども技術次長のほうが、まあ２０年と申し上げましたが、私が

申し上げるのも経験則なのですが、私、熊野団地の中に住んでおりまして、私の住んど

る家の横の側溝もやってもらっております。これがもう２５年以上たっておりますけれ

ども、劣化もせずにしっかりとした状況でございます。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 立花委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（立花） 今のこととちょっと共通すると思うんですが、以前、私、北部農道のと

この、民家に近いところの側溝、側溝言うんかな、あれ。あそこのグレーチングが音が、

大きい音がするので、あそこを何とかということを言いましたら、大変まあお金かかる

ということでした。で、あそこへ、クッションでゴムでも入れたらいいんじゃないかと

いうことで多分直してもらいましたけども、こういう箇所が熊野町内でどれぐらいある

か、定期的に検査というか、調査されているのか。普通自動車じゃ音があんまりしない

んですよ。私らが通って直ったかなと思って通っても音がしないんですが、ダンプが通

ると、がちゃんがちゃんと大きな音がして、近隣の人は迷惑で寝られないといったよう
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なことを言われておりますから、そこらあたりの調査というのはどうなってるか、ちょ

っと教えてください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 林建設部技術次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部技術次長（林） 調査はですね、しておりません。やっぱり皆さんからの情報と

いうか、それを受けまして補修なり修繕なりするようにしております。 

以上であります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） よろしいですか。ほかはございませんか。 

  立花委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（立花） 調査は、情報入れて、住民の方から入るんだろうと思うんですが、今ま

でそういったケースはどれぐらいあるのでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 林建設部技術次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部技術次長（林） 今の側溝のふたとかですね、いうのであれば、もう年間やっぱ

り５、６件はございます。まあ、多いときには１０件とかございますが、その都度直す

ようにはしております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 立花委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（立花） まあ、５、６件いうのが多いのかどうかようわからんのですが、原因が

ある程度わかると思うんですよね。だから、つくるときにどのようにしてつくったらい

いかというのがわかるんじゃないかと思います。私は詳しいことはわかりませんけども、

できるだけ途中から局部的な改修というか、パッキンを入れる応急処置でなしに、きち

っともうコンクリでとめてあるんで、そこらあたりはこう、緩まないような方法ってい

うのも考えてもらうというか、そういったことで対処をお願いします。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） ほか。 

  片川委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（片川） １９９ページの木造住宅耐震診断補助事業と、子育て世代のですね、

「住むならくまの応援事業」これ、今年度の実績とですね、例えば何件いう実績と、今

後の見込みとですね、お教えいただけますか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 林建設部技術次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部技術次長（林） 木造の耐震診断補助の事業でございますけども、済みません、

これまでに１件もございません。それから、子育て世代の「住むならくまの応援事業」

でございますが、今年度今のところ２０、いや済みません、７８件申請がございます。 

  以上でございます。それから、今後の見込みでございますけれども、次年度、来年度

ですね、同じ数は組んでおりますけれども、どうも団地が最近あちこちにできてるよう

でございまして、ひょっとしたら増額、増額といいますか、ふえてくる可能性もあるん

じゃないかというふうに、今思っております。 

以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 片川委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（片川） 参考までに、この耐震診断ですよ。規模にもよるんでしょうけど、平均

的な建物で１件あたりどのぐらいかかるものと想定しておられてですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 林建設部技術次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部技術次長（林） 大体ですね、規模、普通の規模で、普通いいますか、５０平米

とかの規模で１０万円ぐらいとは聞いております。 

以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○産業建設分科会進行役（民法） よろしいですか。ほかはございませんか。 

  諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） 筆の里工房の整備事業２０３ページですね、先ほど、だから３０年度

から１期が始まってという話をお聞きしました。私、かねがね思っておることなんです

けども、このたびも予算編成の中でやはり選択と集中という言葉を使ってありますよね。

やっぱりそういう面で、やはり集中すべきところにはしっかりでやらないところはやら

ないと、完全に中途半端なことはしないという徹底した気持ちでやっぱりやってもらい

たいなという気持ちでおります。だから、３０年度から１期始まる工事についても、し

っかりと充実したものをですね、やっぱり外に売りに出されるいうたらおかしいですが、

アピールできるようなものを、きちっと整備してもらいたいというように思っておりま

すので、よろしくお願いします。これは意見のほうはいいですが、よろしくお願いしま

す。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 沖田建設部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部長（沖田） 意見は要らないということでございますが、ちょっと補足の説明さ

せていただきます。平成３０年度につきましては、工事は着手、事業には着手するんで

すけれども、工事はまだでございます。平成３０年度につきましては、最初の概要説明

でもいたしましたように、用地購入と、後、調査測量を実施するということでございま

す。済みません、要らんこと言いました。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 片川委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（片川） 今、諏訪本さんおっしゃったことなんですよね、常に気にかけておるこ

と。今回の一般質問でも大瀬戸議員おっしゃいました。漠然と漫画描いてございます。

今の筆の里工房周辺の整備事業に関してですね。この辺をこれだけ買おうやと、用地買

収しよう、予算組もう。その前のことが、どうも想定が、今からなさるんでしょうが、

今の、今回の大瀬戸議員の質問と一緒です。絵が先に描けてない。漠然とした漫画だけ。
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この辺、この辺言うんでなくしてですね、もうちょっと深く、もう掘り下げていただく

時期じゃないんかな。諏訪本委員もそれをおっしゃりたかったんだと思うんですけど、

それをしっかりまた考えていただいて、もちろんまた、町民の意見も参考にしながら、

でき上がって協議をするんでなくして、しっかり今の間に、全員協議会にでも上げてい

ただいて、議長のほうとも相談いただいて、しっかり絵を描いていただきたい。だから、

これだけの予算を組むんだよと。根拠がないんですね、今のところ。大変失礼な言い方

なんですが、漠然としたものしかないんです。それがまた、同じ轍を踏まないようにで

すね、ひとつよろしくお願いしときたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） ほかにございませんか。 

  暫時休憩いたします。再開は５０分からします。お願いします。 

（休憩 １０時３７分） 

（再開 １０時５０分） 

○産業建設分科会進行役（民法） 休憩前に引き続き、分科会を再開いたします。 

  先ほどの続き、質疑があれば。 

  山野委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（山野） ごめんなさい。申しわけないですけれども、この地図じゃちょっとよく

わからないので、例えば、５カ所町道改良工事やってらっしゃるんですけども、そのも

う少し詳しくわかるような大きな地図をしていただければ助かるんですけど。私らたち

は、場所の名前も書かれてあっても、ちょっと場所自体がわからないので、済みません

けどよろしくお願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 貞永建設部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部次長（貞永） では、後ほど大きな図面のほうを提出させていただきます。 

以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） ほかはございませんか。 

  片川委員。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（片川） １９１ページから３ページの呉出来線の改良ですよね。つまらんことで

すが、今想定するのはゆうあいのほうじゃなしに、反対側の立ち退きになるんですかね。

場所をちょっと教えていただけますか。今、ゆうあいの前をディオのほうから改良して、

藤尾が改良した後の続きになってくるんですか、立ち退きは。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 貞永建設部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部次長（貞永） 来年度工事するところは、大瀬戸医院さんからディオまでの間の

お宅でございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） よろしいですか。 

  尺田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（尺田） 済みません、２０３ページの第７款土木費第４項都市計画費の公園費の、

筆の里工房周辺整備事業のことでございますが、公有財産購入費のことなんですが、な

るべく予算のことを諮る委員会ですので、一般質問するような内容は言わんようにしよ

うとは思っとるんですけども、確か、土地を買収する中で、２、３戸ぐらいでしたか、

賃貸契約、賃借契約しとるところが、買収はし切れてなかったんですよね。確か、２、

３戸ぐらいそれがあったと思うんですが、将来的に、そこは買収する考えでおるのかど

うか、その１点だけ確認させてください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 沖田建設部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部長（沖田） 今現在、主に筆の里工房の駐車場部分を賃借しとるわけでございま

すけれども、その部分についても来年度周辺整備事業の計画区域に含まれております。

そこの今現在賃借しておる土地保持者さんのほうにもですね、買収に応じていただくよ

うに交渉しておりまして、いい返事は今のところいただいておるという状況でございま

す。買収するということで進んでおります。 
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以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（尺田） わかりました。ありがとうございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） ほかにございませんか。 

  片川委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（片川） １９５ページのですね、町内普通河川改修事業、具体的に場所を教えて

いただけますか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 貞永建設部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部次長（貞永） この３０年度の予算につきましては、今のところどこというわけ

ではございません。傷んだところからやっていくというふうに考えております。 

以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） よろしいですか。ほかないですか。 

  ないようですので、よろしいですね。 

続きまして、公共下水道事業特別会計についての説明をお願いいたします。 

  寺垣内上下水道課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○上下水道課長（寺垣内） それでは、公共下水道事業特別会計予算(案)について、御説

明いたします。 

  予算書中ほどより後ろにある緑色の仕切りの２枚目をお開きいただき、１６、１７ペ

ージから１８、１９ページをお願いいたします。 

  まずは、１款総務費 １項総務管理費 １目一般管理費でございます。 

  この事業は、公共下水道の普及促進や維持管理経費を計上しております。 

  事業費全体で、１億９，９６０万４,０００円、本年度より９２８万８,０００円、４.

４％の減となっています。 

  減額の主な要因は、受益者負担金一括納付報奨金の減や、流域下水道維持管理負担金
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の減によるものでございます。 

  財源のその他３２５万８,０００円は、主に県道矢野安浦線改良事業に係る下水道管

路移設に伴う物件移転補償金、一般財源の１億９，６３４万６,０００円は、下水道使

用料を充てております。 

  主な事業費といたしましては、まず中段にございます、維持管理に必要な業務等の委

託料合わせて●●●●●●●●●●円で、主に下水道使用料徴収委託料や、マンホール

ポンプ場管理委託料でございます。 

  また、工事請負費としましては、●●●●●●●万円を公共ます及び管渠補修工事費、

また、県道矢野安浦線改良事業に係る下水道管移設工事費として計上しております。 

  １９ページ中段にございます、流域下水道維持管理負担金９,４９８万７,０００円は、

熊野町で発生した下水道汚水を、広島市南区の広島県東部浄化センターで広域処理する

ために必要な維持管理負担金でございます。 

  続きまして、下段の２款事業費 １項下水道事業費 １目公共下水道整備費でござい

ます。 

  ごらんのページから２３ページにかけて記載をしております。 

  事業費全体で、１億１，７７３万６,０００円、本年度より５，８８３万３,０００円、

３３％の減となっております。 

  減額の主な要因は、本年度に新宮地区準工業地域の下水道整備が終了したことにより、

汚水管渠の工事延長が減じたことによるものです。 

  財源は、汚水管渠工事に係る国庫交付金２,７００万円、下水道事業債７,６００万円、

その他として、受益者負担金等１，４７３万６,０００円を充てております。 

  主な事業費といたしましては、設計業務の委託料が合わせて●●●●●●●●●●円

で、国庫交付金事業として、熊野団地改築更新実施設計業務、及び中溝地区下水道実施

設計業務等を計上しております。 

  また、工事請負費が合わせて●●●●●●●●●●円で、同じく国庫交付金事業とし

て、公共下水道未普及地域の管渠等整備のための工事費などを計上しております。 

  事業実施箇所につきましては、お手元にお配りしておりますＡ４判平成３０年度公共

下水道主要事業実施計画箇所図に表示しておりますので、ごらんください。 

  まず、①の川角・出来庭地区汚水管渠工事でございますが、川角・出来庭地区の下水

道未普及区域におきまして、管渠計画延長３４０．５ｍ、マンホールポンプ１カ所、整
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備面積１.２３ｈａの工事を予定しております。 

  次に②の呉地地区汚水管渠工事でございますが、呉地地区におきまして、管渠計画延

長１９９．２ｍ、整備面積０.４６ｈａの工事を予定しております。 

  次に、③の中溝地区下水道実施設計業務ですが、中溝地区における下水道未普及区域

を整備するための実施設計業務を行うものです。 

 最後に、④の熊野団地改築更新実施設計業務でございますが、本年度までに行ってい

る熊野団地管路調査業務、及び熊野団地の施設修繕改築計画に基づいて、緊急順位の高

い管路約２．０ｋｍにおきまして、実施設計業務を行うものです。 

  公共下水道事業特別会計予算案の説明は、以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） それでは、公共下水道事業特別会計について、質疑を

行います。 

  質疑はございませんか。 

  沖田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） 済みません、歳入のことなんですけれども、諸収入のところでですね、

物件移転に伴う雑入ということで、３２５万９，０００円ていうのがあるんですが、こ

れについてを詳しく教えてください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 寺垣内上下水道課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○上下水道課長（寺垣内） これにつきましては、県道矢野安浦線の改良工事に伴って、

物件移転補償、工事を行う際の工事移転の補償費として、県のほうから入ってくるお金

となっております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） よろしいですか。ほかにございませんか。 

  ないようでしたら、続きまして、上水道事業会計について、説明をお願いいたします。 

  寺垣内上下水道課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○上下水道課長（寺垣内） それでは、上水道事業会計予算(案)について、御説明いたし
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ます。 

  なお、上水道事業会計予算につきましては、地方公営企業法施行規則第４５条におき

まして、予算書の様式が定められております。 

  したがいまして、一般会計などの予算書のような事業ごとの予算編成になっておりま

せんので、例年どおり資料の平成３０年度歳入歳出予算説明資料の中にございます、主

要事業一覧表の内容に沿って、御説明させていただきます。 

  それでは、資料２０の最後のページ、２０ページをお開きください。 

  上段の項目番号６、上水道事業会計の表をごらんください。 

  また、事業実施箇所につきましては、お手元にお配りしておりますＡ４判平成３０年

度上水道主要事業実施計画箇所図に表示しておりますので、合わせてごらんいただきた

いと思います。 

  初めに、科目営業費用の受託工事費、事業実施箇所図では①でございますが、事業費

として●●●●●●●●●●円を計上しております。 

この事業は、広島県が実施する県道矢野安浦線改良事業に伴い、支障となる水道管

の移設工事を行うもので、出来庭地区におきまして、延長３２０ｍの配水管布設がえ工

事を予定しております。 

  次に、建設改良費の上段、未給水地区解消事業、事業実施箇所図では②でございます

が、事業費として３９０ｍを計上しております。 

  この事業では、川角地区で延長１１０ｍの配水管布設工事を予定しております。 

最後に、建設改良費の下段、老朽管路更新事業、事業実施箇所図では③と④でござ

いますが、事業費として６，８７０万円を計上しております。 

この事業は、川角地区におきまして、今後の維持管理を適正に行うため、延長１４

０ｍの老朽管路と、これまでも計画的に実施しております熊野団地内の柿迫及び東山地

区におきまして、延長７７０ｍの老朽管路の布設がえ工事を予定しております。 

  上水道事業会計予算（案）の説明は以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） それでは、上水道事業会計について質疑を行います。 

  質疑はございませんか。 

  沖田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○委員（沖田） 老朽管路の更新事業なんですけれども、他の市町ではですね、継ぎ手の

部分が伸縮性になったものを使われて、耐震性ということでされてるとお伺いしたので

すが、熊野町はどのようになってるのかお伺いしたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 寺垣内上下水道課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○上下水道課長（寺垣内） 熊野町におきましては、小口径管路といいまして、１５０ｍ

ｍ以下の管路が主に変えている状況でございまして、これはポリエチレン管という耐震

性のあるもので、今、更新を行っているところでございます。また、２００ｍｍ以上の

大きいものを更新するときは、やはり耐震性のある継ぎ手で改築更新をしていく予定で

ございます。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） ほかにございませんか。 

  中原委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（中原） 老朽管は後どれぐらい残っとる、全部で言うたら。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 寺垣内上下水道課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○上下水道課長（寺垣内） 申しわけありません、熊野町全体での更新の延長自体はちょ

っと把握し切れていないんですが、熊野団地に限っては、今、老朽管で耐震性等ござい

ません管が後、今５．４ｋｍのうち２ｋｍを更新して、後３ｋｍで熊野団地は終わる予

定でございます。それ以降、また老朽化している箇所について、順次改築更新を行って

いく予定でございます。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 中原委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（中原） 言うのがね、老朽管を下水管をやったときに、下水道やったときに上水
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道にひっかけてやっとるわね。残ったやつが随分あっちこっちにあるはずなんよね。だ

け、そこらをまあ計画的にやるんかどうかいうのを、ちょっと聞きたかったんでね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 寺垣内上下水道課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○上下水道課長（寺垣内） これから熊野団地、まずやっぱり一番老朽化しているという

ことで、それ以降、中溝地区等、古い老朽管路等を調査いたしまして、また耐用年数過

ぎているものとか、順次また計画はしていこうとは思うのですが、ちょっと先の話には

なるとは思います。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 中原委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（中原） 調査はしよるんでしょうね。そいじゃけ調査をしてあるんか、今から調

査をするんか。恐らく、その水道管、新しくやったとこはわかるはずじゃけね。そじゃ

け、古いやつがどれだけあるかいうのが、ほとんどわかるんじゃないと思う。そんなと

こはどうなのか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 寺垣内上下水道課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○上下水道課長（寺垣内） 水道の管路台帳というものがございまして、そこから、古い

ものは推定できると思いますので、それもちょっと図面上ではございますが、調査をし

ていこうと考えております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） よろしいですか。ほかはございませんか。 

  荒瀧委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（荒瀧） このたびは随分寒気がまいりました。凍結関係でこのたび私は初めてじ

ゃなかったかと思うのですが、緊急的に水漏れの場合は無料の対策をしましょうという
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のを、まあ、丁寧に１件ずつ対応いただきました。非常に親切だなという御意見を聞い

ておりますが、何件ぐらい対応されましたか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 寺垣内上下水道課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○上下水道課長（寺垣内） ちょっとまだ、今出ている状況なので、はっきりしたことは

まだちょっと言い切れないのですが、今のところ２００件強ぐらいございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 荒瀧委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（荒瀧） 気候温暖化もですが、随分冷たい傾向も出てきておりまして、特に高齢

の場合は、なかなか対応が遅くなるケースが出ようかと思いますので、事前にですね、

放送等、デジタル放送も出てきますし、それを各戸にみんなが備えて、防災も踏まえて、

呉地公園のほうも、実は公園の水道も、そういうこの時期ですから、耐水性にはなって

おりませんでしたのですが、少しずつでも水を流して、大がかりなお金がかからぬよう

に、対応していければええがなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 山野委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（山野） 今回、川角地区の調整区域だったところが、排水管工事をしていただく、

２カ所していただくんですけれども、これによって、どれぐらいの面積というか、何件

ぐらいが建てられる、建てられるというか給水地域になれるかっていうのはわかります

か。それともう一つは、これによって、今までの未給水地域がまだどのぐらい残ってい

るのかというのを、ちょっと教えてください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） 寺垣内上下水道課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○上下水道課長（寺垣内） 川角地区における、２件工事があるんですが、１件は老朽化

が進んでいる管について布設がえをするいうことで、そのことに関して、件数が特にふ

えるということはございません。もう１件の未普及のところなんですが、実は、川角の
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今、ディオから熊野団地に行ったところで、家が、もう団地がちょっと２０件程度建っ

ておりまして、そこの配水管が７５ｍｍで行きどまり管でございます。そこから、もう

ちょっとこう北側に登った老人ホームというんですか、デイケアホームというんですか、

ゆうあいじゃなくて筆の都、そこまで、今、水道管がやっぱり７５ｍｍが来ております

ので、その管が、水道管がないということで、それを接続をさせていただいて、水を回

して、圧力低下等を招かないようにさせていただく工事でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） よろしいですか。 

  寺垣内上下水道課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○上下水道課長（寺垣内） 今の給水地区が広がるとかいう工事ではございません。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） よろしいですか。ほかはございませんか。 

  ないようでしたら、以上で当分科会の審査は全て終了といたします。 

それでは審査報告につきまして、進行役において、報告書を作成したいと思います。 

  報告書作成のため、暫時休憩いたします。 

（休憩 １１時１４分） 

（再開 １１時１６分） 

○産業建設分科会進行役（民法） 休憩前に引き続き、分科会を再開します。 

  分科会報告書を作成しましたので、朗読いたします。 

                  （案）          

平成３０年３月  

予算特別委員長 藤本哲智様 

                     産業建設分科会進行役 民法正則 

    平成３０年熊野町議会予算特別委員会産業建設分科会審査状況報告書 

  本分科会は、平成３０年予算特別委員会において付託された次の件について、３月９

日に分科会を開催し、慎重に審査した状況を報告する。 

  １、審査議案 議案第２９号、平成３０年度熊野町一般会計予算のうち、農林水産業

費、土木費、総務費の一部について。議案第３１号、平成３０年度熊野町公共下水道事

業特別会計予算について。議案第３４号、平成３０年度熊野町上水道事業会計予算につ
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いて。 

  以上です。 

  それでは、ただいまの分科会報告書を予算特別委員会に報告をするということで、御

異議ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○産業建設分科会進行役（民法） それでは、ただいまの分科会報告書を予算特別委員会

で報告することに決定いたしました。 

  皆さん御協力ありがとうございました。 

  それでは、分科会、文教分科会は委員長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会委員長（片川） １時半からにさせてもらいます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設分科会進行役（民法） １時半からですね。 

  それでは、文教分科会は１３時３０分から開催いたします。 

  ありがとうございました。 

（散会 １１時１８分） 
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平成３０年 予算特別委員会 文教分科会 

（会議録 第１号） 

 

１．招集年月日  平成３０年３月９日 

２．招集の場所  第１委員会室 

３．開会年月日  平成３０年３月９日 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

４．出席委員（１６名） 

    １番 尺 田 耕 平     ２番 竹 爪 憲 吾 

    ３番 立 花 慶 三     ４番 諏訪本   光 

    ５番 沖 田 ゆかり     ６番 片 川   学 

    ７番 時 光 良 造     ８番 民 法 正 則 

    ９番 荒 瀧 穂 積    １０番 大瀬戸 宏 樹 

   １１番 藤 本 哲 智    １２番 山 野 千佳子 

   １３番 久保隅 逸 郎    １４番 中 原 裕 侑 

   １５番 馬 上 勝 登    １６番 山 吹 富 邦 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

５．欠席委員（０名） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

６．説明のため出席した者の職氏名 

      町 長         三 村 裕 史 

      副 町 長         内 田   充 

      教 育 長         林     保 

      総 務 部 長         岩 田 秀 次 

      企 画 担 当 部 長         宗 條   勲 

      教 育 部 長         民 法 勝 司 

      総 務 部 次 長         西 村 隆 雄 

      教 育 部 次 長         横 山 大 治 

      財 務 課 長         桐 木 和 義 

      生 涯 学 習 課 長         藤 川 千 浪 
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      教 育 指 導 監         田 中 眞 樹 

      教 育 指 導 監         元 永 圭 一 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

７．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

      議 会 事 務 局 長         三 村 伸 一 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

８．会議に付した事件 

 民生費 

 教育費 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９．議事の内容 

（開会１３時２８分） 

○文教分科会進行役（片川） それでは、ただいまから、平成３０年予算特別委員会文教

分科会を開催いたします。それでは、平成３０年度の事業ごとにおける歳入歳出予算に

ついて担当から説明を受けたいと思います。 

  それでは、民生部一部と教育費の説明をお願いいたします。 

  藤川生涯学習課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生涯学習課長（藤川） それでは、まず、民生費部分から説明させていただきます。 

  １２０ページ、１２１ページをお開きください。 

  ３款民生費 １項社会福祉費 ４目人権推進費、広域隣保活動事業でございます。 

  この事業は、人権教育集会所を拠点に生活相談員を配置し、さまざまな生活相談を行

うための経費を計上しております。 

  事業全体で２９４万５，０００円、本年度と同額です。 

  歳入の国・県支出金９８万円は、県補助金の隣保館運営費等補助金です。 

  主な事業費は、人権推進事業への補助金１１１万円です。 

  続きまして、１２３ページの上段、熊野町教育集会所管理事業でございます。 

  この事業は、生活相談や学習事業、啓発事業等を行う川角地区にあります教育集会所

の管理運営に係る経費を計上しています。 

  事業全体で１１４万４，０００円、本年度より２２万３，０００円、１６．３％の減
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となっています。 

  減額の主な要因は、教育集会所の改修に係る修繕費の減額によるものです。 

  歳入その他の収入は、行政財産目的使用料３，０００円です。 

  主な事業費は、光熱水費３１万２，０００円、修繕料３５万円です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部次長（横山） 続きまして、少し飛びますが、２１４、２１５ページをお願いし

ます。 

  ９款教育費 １項教育総務費 １目教育委員会費、教育委員会活動事業でございます。 

  この事業は、教育委員会の活動に必要な委員報酬や旅費、研修負担金などを計上して

います。 

  事業全体で２３１万２，０００円、本年度より１，０００円の減額となっています。 

  主な事業費は、教育委員報酬の２１０万８，０００円です。 

  続きまして、２１６、２１７ページの中段、２目事務局費、学校教育一般管理事業で

ございます。 

  この事業は、学校保健等に係る人的経費や教育長及び職員の旅費、緊急連絡用のメー

ルシステムの費用などの経費を計上しています。 

  事業全体で４２７万２，０００円、本年度より１２６万８，０００円、４２．２％の

増となっています。 

  増額の主な要因は、耳鼻科検診、歯科検診で使用する器具を、これまで各学校で煮沸

消毒し使用していましたが、これら器具をより安全・衛生的なものとするため、リース

としたものです。 

  主な事業費は、臨時職員賃金の７９万６，０００円、機械器具使用料の１００万円で

す。 

  続きまして、２１９ページの中段、学校教育振興事業でございます。 

  この事業は、教育支援委員会や就学時健診に要する経費、外国語指導のための英語指

導助手派遣業務委託、学力向上対策に係る経費などを計上しています。 

  事業全体で１，７６８万５，０００円、本年度より１４２万３，０００円、８．８％

の増となっています。 

  増額の主な要因は、外国語の先行実施に向けて、外国語指導助手１名を増員するため

です。 
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  歳入の国・県支出金３５万円は、県「道徳教育改善・充実」総合対策事業委託金、そ

の他収入２５万円は、筆の里づくり基金繰入金です。 

  主な事業費は、英語指導助手派遣業務委託料です。 

  続きまして、２２１ページの中段、学校支援事業でございます。 

  この事業は、各種印刷業務など、教員の事務支援を行う学校支援員を各校に配置し、

中学校には不登校や問題行動対策のための生徒指導相談員や家庭教育支援アドバイザー、

また、通常学級に在籍する児童・生徒の中で、多動などによる問題行動で授業を妨げた

りするケースなどに対応する配慮児童支援員などの配置に伴う経費、そして、施設等に

おける簡易な修繕等について速やかに対応するための学校施設等安全点検業務委託料を

計上しています。 

  事業全体で２，８２６万１，０００円、本年度より５００万５，０００円、２１．

５％の増となっています。 

  増額の主な要因は、社会保険の適用拡大に伴う共済費の増額です。 

  歳入のその他収入２９０万４，０００円は、臨時職員等社会保険料納付金です。 

  主な事業費は、生徒指導相談員報酬４７９万８，０００円、配慮児童支援員報酬３４

６万２，０００円、学校支援員報酬５０３万５，０００円、家庭教育支援アドバイザー

の報酬５５２万円、社会保険料６０７万９，０００円、学校施設等安全点検業務委託料

です。 

  続きまして、２２２、２２３ページをお願いします。 

  ２項小学校費 １目学校管理費、小学校一般管理事業でございます。 

  この事業は、小学校における学校医や学校用務員の配置、児童・生徒、及び教職員の

健診の実施や各校のパソコン、ＩＣＴ機器等の経費を計上しています。 

事業全体で３，４６９万３，０００円、本年度より４４９万９，０００円、１４．

９％の増となっています。 

  増額の主な要因は、介助員等の社会保険料、ＩＣＴ整備に伴う機械器具使用料の増額

によるものです。 

  歳入のその他収入は、臨時職員等社会保険料納付金２６１万８，０００円、行政財産

目的外使用料３２万９，０００円です。 

  主な事業費は、学校医報酬３５３万６，０００円、社会保険料５５０万９，０００円、

学校用務員賃金６６４万１，０００円、機械器具使用料１，４６７万２，０００円、各
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種健診業務委託料です。 

  続きまして、下段の小学校施設維持管理事業でございます。 

  この事業は、学校施設の維持管理、修繕などに係る経費を計上しています。 

  事業全体で４，８１３万３，０００円、本年度より６８６万７，０００円、１６．

６％の増となっています。 

  増額の主な要因は、第一小、第二小の屋外階段の改修工事及び第四小学校プール管理

棟改修工事等の維持修繕工事です。 

  歳入のその他収入１，５９８万円は、公共施設等整備基金繰入金です。 

  主な事業費は、修繕料１６０万円、施設警備や電気工作物保安業務、草刈り業務など

の委託料、第一小、第二小の屋外階段改修工事、第四小プール管理棟の改修工事、そし

て、土地借り上げ料２，３１８万４，０００円です。 

  続きまして、２２５ページの中段、小学校大規模改造事業でございます。 

  この事業は、安全・安心な教育環境を整備するために、老朽化した小学校施設の改善

を図る実施設計や工事施工に係る経費を計上しております。 

  事業全体で１億２，４３５万６，０００円を計上しておりますが、平成３０年２月２

０日付の国の一般会計第１次補正予算において採択の内定がありましたので、平成２９

年度３月補正のほうに重複して計上しております。今後、平成３０年度に入りまして、

補正予算において１億１，５００万円を減額の予定でございます。 

  主な事業費は、小学校普通教室への空調機器整備のための実施設計業務委託料です。 

  続きまして、２２７ページから２３３ページまでの、各小学校の一般管理事業は保健

管理や健康指導に要する経費を、施設維持管理事業は学校施設の運営、修繕等に係る経

費を計上しています。 

  まず、２２７ページ、小学校一般管理事業、第一小学校は事業全体で７６６万１，０

００円、本年度より３８万６，０００円、５．３％の増となっています。 

  増額の主な要因は、介助員報酬の単価改正による増額です。 

  主な事業費は、介助員報酬４６１万５，０００円、消耗品費１５４万円です。 

  次に、小学校施設維持管理事業、第一小学校は、事業全体で７０６万円、本年度より

２９万７，０００円、４．４％の増となっています。 

  増額の主な要因は、光熱水費の増額です。 

  主な事業費は、光熱水費６３９万円です。 
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  次に、小学校一般管理事業、第二小学校は、事業全体で３０３万８，０００円、本年

度より７万４，０００円、２．５％の増です。 

  増額の主な要因は、介助員報酬の単価改正による増額です。 

  主な事業費は、介助員報酬１１５万４，０００円、消耗品費９３万円です。 

  続きまして、２２９ページの中段、小学校施設維持管理事業、第二小学校は、事業全

体で３３４万６，０００円、本年度より８万２，０００円、２．４％の減です。 

  主な事業費は、光熱水費の２８６万８，０００円です。 

  次に、小学校一般管理事業、第三小学校は、事業全体で６０７万１，０００円、本年

度より１２９万４，０００円、２７．１％の増となっています。 

  増額の主な要因は、介助員報酬の単価改正による増額です。 

  主な事業費は、介助員報酬３４６万２，０００円、消耗品費１４５万２，０００円で

す。 

  続きまして、２３１ページの中段、小学校施設維持管理事業、第三小学校は、事業全

体で４７７万５，０００円、本年度より１０万２，０００円、２．１％の減です。主な

事業費は、光熱水費の３９１万４，０００円です。 

  次に、小学校一般管理事業、第四小学校は、事業全体で５３６万６，０００円、本年

度より１８万６，０００円、３．６％の増です。 

  増額の主な要因は、介助員報酬の単価改正による増額です。 

  主な事業費は、介助員報酬２３０万８，０００円、消耗品費１７１万３，０００円で

す。 

  続きまして、２３３ページの上段、小学校施設維持管理事業、第四小学校は、事業全

体で５３５万６，０００円、本年度より３４万４，０００円、６．９％の増です。 

  増額の主な要因は、光熱水費の増額です。 

  主な事業費は、光熱水費の４６６万８，０００円です。 

  次に、２目教育振興費、小学校教育振興事業でございます。 

  この事業は、学力調査の実施、問題データベースの活用や教科備品・指導書購入など

の諸経費を計上しています。 

  事業全体で１，０１９万８，０００円、本年度より４５７万３，０００円、８１．

３％の増です。 

  増額の主な要因は、来年度から小学校で教科となる道徳の指導書購入に係る消耗品費、
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新入学学用品費入学前支給分の増額です。 

  歳入のその他収入５６万１，０００円は、日本スポーツ振興センター保護者負担金で

す。 

  主な事業費は、小学校の道徳指導書の購入等の消耗品費２５５万７，０００円、学力

検査業務委託料、庁用器具費１９０万３，０００円、日本スポーツ振興センター負担金

１２７万６，０００円、新入学学用品費入学前支給分１６２万４，０００円です。 

  続きまして、２３５ページから２３９ページまでの各小学校の教育振興事業は、就学

援助や教科用品、図書などの購入、教職員の研修などの経費を計上しています。 

  まず、小学校教育振興事業、第一小学校は、事業全体で９２０万６，０００円、本年

度より２８万８，０００円、３％の減です。 

  歳入の国・県支出金４０万円は、国庫補助金の要保護児童生徒援助費補助金、及び特

別支援教育就学奨励費補助金です。 

  主な事業費は、教科用品購入等の消耗品費１４８万６，０００円、扶助費の要保護及

び準要保護児童援助費６１４万５，０００円、新入学学用品費の入学前支給分８５万４，

０００円です。 

  次に、小学校教育振興事業、第二小学校は、事業全体で３９５万８，０００円、本年

度より１２５万２，０００円、４６．３％の増となっています。 

  増額の主な要因は、対外活動費の事務局として４校の共通活動費の計上、新入学学用

品費の入学前支給による増額です。 

  主な事業費は、教科用品購入等の消耗品費７５万９，０００円、対外活動費１０９万

８，０００円、扶助費の要保護及び準要保護児童援助費１５６万６，０００円、新入学

学用品費入学前支給分３３万２，０００円です。 

  続きまして、２３７ページの中段、小学校教育振興事業、第三小学校は、事業全体で

７２６万６，０００円、本年度より１３５万円、２２．８％の増となっています。 

  増額の主な要因は、新入学学用品費入学前支給による増額です。 

  主な事業費は、教科用品購入等の消耗品費１０５万３，０００円、扶助費の要保護及

び準要保護児童援助費４８４万５，０００円、新入学学用品費入学前支給分９４万８，

０００円です。 

  次に、小学校教育振興事業、第四小学校は、事業全体で８７５万９，０００円、本年

度より３００万７，０００円、５２．３％の増です。 
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  増額の主な要因は、扶助費の新入学学用品費入学前支給分による増額です。 

  主な事業費は、教科用品購入等の消耗品費１４６万５，０００円、扶助費の要保護及

び準要保護児童援助費６０９万６，０００円、新入学学用品費入学前支給分６６万４，

０００円です。 

  続きまして、２３９ページの中段、小学校低学年書道科指導事業でございます。 

  この事業は、小学１年生と２年生を対象に教育課程外で、年間１５時間書道の指導を

通じて、正しい姿勢を身につけ、集中力と持続力を養い、熊野を愛する豊かな心と人間

性の育成を目的としています。 

  事業全体で５３０万５，０００円、本年度より６万１，０００円、１．２％の増です。 

  歳入のその他収入は、筆の里づくり基金繰入金４７１万８，０００円、臨時職員等社

会保険料納付金５８万７，０００円です。 

  主な事業費は、低学年書道専任指導の臨時職員の賃金３６９万６，０００円、共済費

１２１万７，０００円です。 

  続きまして、２４０、２４１ページ、３項中学校費 １目学校管理費、中学校一般管

理事業でございます。 

  この事業は、中学校における学校医や用務員の配置、生徒及び教職員の健診などの経

費を計上しています。 

  事業全体で２，３９９万２，０００円、本年度より４２９万２，０００円、２１．

８％の増となっています。 

  歳入のその他収入は、臨時職員等社会保険料納付金２７１万２，０００円、行政財産

目的外使用料５万３，０００円です。 

  増額の主な要因は、介助員等の社会保険料、ＩＣＴ整備に伴う機械器具使用料の増額

によるものです。 

  主な事業費は、学校医報酬２１０万４，０００円、社会保険料５８０万８，０００円、

学校用務員賃金３３２万１，０００円、機械器具使用料１，０３６万８，０００円です。 

  続きまして、中学校施設維持管理事業でございます。 

  この事業は、中学校における施設の維持管理、修繕などに係る経費を計上しています。 

  事業全体で３，２２４万８，０００円、本年度より４０万９，０００円、１．３％の

増となっています。 

  歳入のその他収入４９０万円は、公共施設等整備基金繰入金です。 
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  増額の主な要因は、東中学校大規模改造工事に伴うグランドピアノ移設のための委託

料、保健室移動に伴う空調機器のリースのための機械器具使用料です。 

  主な事業費は、施設警備や設備保守点検などの業務委託料、土地借り上げ料２，２１

１万７，０００円、熊野中学校西校舎・東校舎の屋外階段改修等に係る工事請負費です。   

  続きまして、２４３ページの中段、中学校大規模改造事業でございます。 

  この事業は、安全・安心な教育環境の整備を目的に、老朽化した学校施設の改善を図 

 るため、実施設計や工事施工に係る経費を計上しています。 

  事業全体で２億３，６７５万２，０００円を計上しておりますが、平成３０年２月２

０日付の国の一般会計第１次補正予算において採択の内定がありましたので、平成２９

年度３月補正のほうに重複して計上しております。今後、平成３０年度に入りまして、

補正予算において２億３，１８９万６，０００円を減額の予定でございます。 

  主な事業費は、中学校普通教室への空調機器整備に係る実施設計業務委託料です。 

  続きまして、２４５ページの上段、中学校一般管理事業、熊野中学校でございます。 

  この事業は、非常勤講師や介助員に要する経費、保健管理や健康指導に要する経費や、 

 文具など学校維持に要する消耗品、通信費などの経費を計上しています。 

  事業全体で１，４８３万３，０００円、本年度より８４万６，０００円、６％の増と

なっています。 

  増額の主な要因は、介助員報酬の単価改正によるものです。 

  主な事業費は、介助員報酬２３０万８，０００円、非常勤講師などの報酬９８０万円、

消耗品費１３０万２，０００円です。 

  続きまして、中学校施設維持管理事業、熊野中学校でございます。 

  この事業は、施設の維持、修繕に要する経費を計上しています。 

事業全体で７０４万６，０００円、本年度より２２万４，０００円、３．１％の減

となっています。 

  主な事業費は、光熱水費５６０万５，０００円、修繕料１０８万７，０００円です。 

  次に、中学校一般管理事業、熊野東中学校でございます。 

  この事業は、非常勤講師や介助員に要する経費、保健管理や健康指導に要する経費や、 

 文具など学校維持に要する消耗品、通信費などの経費を計上しています。 

  事業全体で１，０１１万４，０００円、本年度より５万２，０００円、０．５％の増

です。 
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  主な事業費は、介助員報酬１１５万４，０００円、非常勤講師報酬５８９万円、消耗

品費１６７万４，０００円です。 

  続きまして、２４７ページの中段、中学校施設維持管理事業、熊野東中学校でござい

ます。 

  この事業は、学校施設の維持、修繕に要する経費を計上しています。 

  事業全体で５８１万円、本年度より１万９，０００円、０．３％の増となっています。 

  主な事業費は、光熱水費４３０万３，０００円、修繕料６４万５，０００円です。 

  次に、２目教育振興費、中学校教育振興事業でございます。 

  この事業は、学力調査の実施や問題データベースを活用した学力向上への取り組み、 

 教科備品、指導書の購入など、中学校の教育振興を目的とした諸経費を計上しています。 

  事業全体で４０３万４，０００円、本年度より２４万５，０００円、６．５％の増と

なっています。 

  増額の主な要因は、問題データベース使用料の単価改正によるものです。 

  歳入のその他収入２８万円は日本スポーツ振興センター保護者負担金です。 

  主な事業費は、学力検査業務委託料、ソフトウエア使用料７５万６，０００円、庁用

器具費１０９万３，０００円、日本スポーツ振興センター負担金６４万３，０００円で

す。 

  続きまして、２４９ページの中段、中学校教育振興事業、熊野中学校でございます。 

  この事業は、経済的に就学困難な生徒に対する就学援助や指導資料、図書などの購入、 

 対外活動費や教職員の資質向上のための研修などの経費を計上しています。 

  事業全体で９６８万３，０００円、本年度より３５万８，０００円、３．８％の増で

す。 

  増額の主な要因は、扶助費の増額によるものです。 

  歳入の国・県支出金１０万円は、国庫補助金の要保護児童生徒援助費補助金及び特別

支援教育就学奨励費補助金です。 

  主な事業費は、教科・部活用品等消耗品費１４５万円、対外活動費１６４万５，００

０円、要保護及び準要保護生徒援助費６０１万３，０００円です。 

  続きまして、中学校教育振興事業、熊野東中学校でございます。 

  この事業は、経済的に就学困難な生徒に対する就学援助や指導資料、図書などの購入、 

 対外活動費や教職員の資質向上のための研修などの経費を計上しています。 
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  事業全体で９８７万９，０００円、本年度より２８３万６，０００円、２２．３％の

減となっています。 

  減額の主な要因は、要保護及び準要保護生徒援助費の減額です。 

  主な事業費は、指導資料、図書などの消耗品費１６２万５，０００円、対外活動費１

７３万８，０００円、要保護及び準要保護生徒援助費５７８万６，０００円です。 

  続きまして、２５０、２５１ページをお願いします。 

  ４項学校給食費 １目学校給食費、学校給食事業でございます。 

  この事業は、学校給食法に基づき給食を提供し、児童・生徒の健全な心身の発達、発 

 育及び食育を推進することなどを目的にした経費を計上しています。 

  事業全体で１億２，２３３万８，０００円、本年度より７６万７，０００円、０．

６％の減です。 

  歳入のその他収入６，０６４万６，０００円は、学校給食保護者負担金６，０３１万

円、学校給食保護者負担金督促手数料４万２，０００円、臨時職員等社会保険料納付金

２９万４，０００円です。 

  主な事業費は、嘱託による給食指導員報酬１８７万円、消耗品費１６０万６，０００

円、給食調理業務委託料でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生涯学習課長（藤川） 続きまして、２５４、２５５ページをお願いします。 

９款教育費 ６項社会教育費 １目社会教育総務費、社会教育一般事務でございま

す。 

  この事業は、生涯学習振興のための庶務、及び社会教育関係団体の育成に係る経費を

計上しています。 

  事業全体で４２７万７，０００円、本年度より１１３万円、３５．９％の増となって

います。 

  増額の主な要因は、町制１００周年記念事業に伴うものです。 

  歳入その他の収入は、筆の里づくり基金繰入金１０２万４，０００円、講習受講負担

金１５万円です。 

  主な事業費は、社会教育関係団体補助金２２９万円、助成を受けて行うコンサート費

用３２万４，０００円でございます。 

  続きまして、２５７ページの中段、人権啓発事業でございます。 
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  この事業は、人権啓発、及び男女共同参画社会推進を図るための講座や、人権啓発講

演会などを開催するための経費を計上しております。 

  事業全体で４９万２，０００円、本年度より１万９，０００円、４％の増です。 

  主な事業費は、講座や講演会等の開催に要する委託料です。 

  次に、下段から２５９ページ、成人を祝う会事業でございます。 

  この事業は、郷土熊野町の将来を担う新成人の門出を祝うための経費を計上しており

ます。なお、新年度対象新成人は約２５０人の見込みです。 

  事業全体で５９万４，０００円、本年度より２万４，０００円、３．９％の減です。 

  主な事業費は、記念品料３２万４，０００円です。 

  続きまして、２５９ページ、青少年育成事業でございます。 

  この事業は、青少年の健全育成を目的として組織された団体、青少年育成くまの町民

会議の活動に係る経費を計上しています。 

  事業全体で２０万１，０００円、本年度より１万４，０００円、７．４％の増です。 

  主な事業費は、消耗品費７万１，０００円、青少年育成くまの町民会議への補助金１

２万５，０００円です。 

  次に下段、２目町民会館費、町民会館施設管理事業でございます。 

  この事業は、生涯学習の拠点施設である熊野町民会館の施設維持管理に係る経費です。 

  事業全体で１，８７２万１，０００円、本年度より１億９，２９３万２，０００円、

９１．２％の減です。 

減額の主な要因は、町民会館空調改修工事及び駐車場舗装工事の終了によるもので

す。 

  歳入その他の収入は、老人福祉センター使用料７２万円、コピー代４万円です。 

  主な事業費は、光熱水費７５２万４，０００円、施設管理業務及び施設設備保守点検

委託料です。 

  続きまして、２６１ページの中段、３目公民館費、熊野町公民館管理運営事業でござ

います。 

  この事業は、町民会館における町公民館部分の施設管理及び主催事業の開催に係る経

費を計上しています。 

  事業全体で５６３万９，０００円、本年度より５２万５，０００円、８．５％の減で

す。 
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  減額の主な要因は、ホール音響照明委託料の減額等によるものです。 

  歳入その他収入は、公民館使用料２１０万円、行政財産目的外使用料６９万８，００ 

 ０円、臨時職員等社会保険料納付金２０万２，０００円、受講負担金６０万円、自動販

売機設置負担金３１万８，０００円、公衆電話料５，０００円の計３９２万３，０００

円です。 

  主な事業費は、臨時職員賃金１２８万６，０００円、消耗品費６２万円、ふでりんホ

ール各設備の保守点検業務委託料です。 

  続きまして、２６３ページ、熊野東公民館管理運営事業でございます。 

  この事業は、熊野東公民館の施設管理及び主催事業開催に係る経費を計上しています。 

  事業全体で７８７万５，０００円、本年度より９万１，０００円、１．１％の増です。 

  歳入のその他収入は、公民館使用料３２万４，０００円、臨時職員等社会保険料納付

金２６万円、受講負担金３７万９，０００円、自動販売機設置負担金８万４，０００円、

コピー代２万円の計１０６万７，０００円です。 

  主な事業費は、臨時職員賃金１６６万１，０００円、光熱水費８８万２，０００円、

施設管理委託料です。 

  続きまして、２６５ページの下段、公民館一般事務でございます。 

  この事業は、公民館全般に係る経費、及び放課後子供教室の運営に係る経費を計上し

ています。 

  事業全体で３７５万４，０００円、本年度より６６８万１，０００円、６４％の減で

す。 

  減額の主な要因は、くまの・みらい交流館広場あずまや、張り芝工事の完了によるも

のです。 

  歳入のその他収入は、旧中公民館建物賃借料１３９万６，０００円、筆の里づくり基

金繰入金２０万円、放課後子供教室補助金３２万２，０００円、受講者負担金３万円、

行政財産目的外使用料６，０００円の、計１６３万２，０００円です。 

  主な事業費は、旧中公民館土地借り上げ料１３７万６，０００円、筆の都くまの町民

文化祭補助金８２万４，０００円です。 

  続きまして、２６６、２６７ページ、４目文化財保護費、文化財保護事業でございま

す。 

  この事業は、文化財保護委員会を開催し、文化財保護活用を図るとともに、郷土館管
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理運営に係る経費を計上しています。 

  事業全体で２１５万６，０００円、本年度より１２万４，０００円、６．１％の増で

す。 

  歳入のその他収入５，０００円は町史等販売代金４，０００円などです。 

  主な事業費は、郷土館管理委託料及び指定文化財補助金２５万円です。 

  続きまして、２６８、２６９ページ、５目図書館費、町立図書館運営事業でございま

す。 

  この事業は、町立図書館の管理運営に係る経費を計上しています。 

  事業全体で５，７８２万９，０００円、本年度より５９８万８，０００円、１１．

５％の増です。 

  歳入その他収入は、広島県市町村振興協会交付金４２２万７，０００円、臨時職員等

社会保険料納付金２６５万７，０００円、公共施設等整備基金繰入金２００万円、行政

財産目的外使用料１１万９，０００円、公衆電話料２，０００円、雑入５，０００円の

計９０１万円です。 

  主な事業費は、嘱託司書報酬１，０３７万３，０００円、臨時職員賃金１，０３２万

２，０００円、図書等購入に係る消耗品費１，０４９万３，０００円、光熱水費４８７

万２，０００円です。 

  続きまして、２７２、２７３ページ、６目交流館費、くまの・みらい交流館管理運営

事業でございます。 

  この事業は、住民の生涯学習、及び多世代交流事業を推進するくまの・みらい交流館

の管理運営に係る経費を計上しています。 

  事業全体で９７７万２，０００円、本年度より２５８万５，０００円、２０．９％の

減です。 

減額の主な要因は、２８年度同様の臨時職員賃金を計上しておりましたが、職員配

置になったため生じた不用額によるものです。 

  歳入その他収入は、交流館使用料１５０万円、受講負担金３４万３，０００円、自動

販売機設置負担金１６万８，０００円、雑入９万６，０００円、筆の里づくり基金繰入

金７万８，０００円の計２１８万５，０００円です。 

  主な事業費は、光熱水費２１９万６，０００円、施設管理委託料です。 

  続きまして、２７４、２７５ページ、７項保健体育費 １目保健体育総務費、社会体
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育一般事務でございます。 

  この事業は、生涯スポーツ振興の活動拠点となる町民グラウンド、町民体育館等の施

設管理に係る指定管理料及び遊びと学びの交流学校事業などの各種事業委託料を計上し

ています。 

  事業全体で４，２１９万９，０００円、本年度より１４０万９，０００円、３．２％

の減です。 

  歳入その他収入は、筆の里づくり基金繰入金５０万円です。 

  主な事業費は、指定管理に係る委託料、及び熊野スポーツ振興会補助金２，３４７万

１，０００円です。 

  続きまして、２７６、２７７ページ、２目体育施設費、社会体育施設管理事業でござ

います。 

  この事業は、町民グラウンド、町民体育館等の維持・修繕等に係る経費を計上してい

ます。 

  事業全体で７，５８４万３，０００円、本年度より４，７４４万５，０００円の増額、

約２．６倍となっております。 

  増額の主な要因は、町民グラウンド改修工事、及びグラウンドゴルフコース実施設計

委託料の増額によるものです。 

  歳入その他収入は、公共施設等整備基金繰入金３，８６１万６，０００円、筆の里づ

くり基金繰入金４５万２，０００円、行政財産目的外使用料６万９，０００円です。 

  主な事業費は、土地借り上げ料１，７８４万３，０００円、町民グラウンド改修工事

請負費、グラウンドゴルフコース実施設計委託料です。 

  教育部については以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） それでは、１２０ページから１２３ページの人権推進費と、

２１４ページから２７９ページまでの教育費について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  よろしいですか。 

  諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） 最後のとこの分ですが、グラウンドの改修工事の件ですよね。以前、
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私のほうはグラウンドというのは、かまぼこ型が基本ですよと、で、町民グラウンドレ

ベルであれば、５カ所、６カ所ぐらいのマンホールを据える中で、排水をしていくべき

ではないかというお話をしたことがあると思います。それから、もう一つ言えば、やっ

ぱりグラウンドいうのは、この前も言ったんですけど、追っ駆けっこなんですよね。要

するに、こうしたらもう完璧ということはないと思うんです。やはり、グラウンドの隅

っこには真砂土等置いて、絶えず、やっぱり利用者等が一輪車で土を運びながら、水た

まりへ運びながら使っていくのが普通じゃないんかなというように思って前の発言をさ

せてもらっております。どういうような内容で、どういうような工事をされるのか、ち

ょっとお聞きしたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 民法部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部長（民法） まず、この町民グラウンドの工事の概要でございます。現在の予定

では、来年度、熊野駅伝が２月にございます。それが終わってから工事に入るというこ

とで、今回このグラウンド工事、改修工事のほうは予算書７ページにございますように、

継続費ということで３０年度は●●●●●円、３１年度●●●●●円ということで組ま

せていただいております。３０年度が工事費で、期間で申しますと３割、３１年度が７

割を工事をするということで、３０年度は●●●●●円組ませていただいております。

工事の内容、諏訪本議員さんの御指摘のとおり、やはりまあ、工事概要ですね、今年度

設計委託いたしまして、現在の状況を確認いたしましたら、やはり土質試験を行ったこ

とによりますと、やっぱり土がもう固まって粘土質のため、やはり現状土をふるい分け

て再利用して行うと。粘土質はもう捨てる、いいものはふるい分けて使うと、表層を１

０センチに、そういったきれいな真砂土を入れまして、その下に１０センチ、クラッシ

ャーランという砕石みたいなものでしょうか、入れるという約２０センチの層で行いま

す。それと今、グラウンドの表面水ですね、現在は議員御指摘のようにかまぼこ型にな

ってない排水勾配が取れてない、中には逆勾配もあるということで、やはり、四方に流

すといったことで計画をしております。そうしますと、四方に流しますと、駐車場側に

ある側溝が今のでは小さ過ぎるというのがございまして、今はサイズが１８センチ×１

８センチ、非常に小さいと、これは水が乗ってもあふれる、オーバーするということで、

側溝を３０センチ×３０センチ大きなものに改修をいたします。それでかまぼこ型にい
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たしまして水をそこに乗せて行くと。それから、もう１点は暗渠排水、今のグラウンド

にも、下には暗渠排水がしてあったんですが、やはり目詰まりし、接続部には土砂が流

入し、また、機能してないとこもあるし、それ、おまけに深過ぎるというところで、や

はり新設し、今度新たに、今と比べて大体３０センチぐらいのところへ、砕石をまいた

有孔管といったものを設けるようにしております。そういったことで、予算書の継続費

でいいますと、●●●●●●●円という工事費概要を出しております。やはり、当然御

指摘のとおり、グラウンドを整備したから全て直ったといったんでは、やはりまたもう

すぐ、３年後、５年後、１０年後ございますので、今度は今までのように、車をどんど

んどんどん余り入れないように、やはりそのあたり、管理を、指定管理してますＮＰＯ

法人のほうと、細かいところを詰めてまいりたいと思います。 

以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） だから、３０、３１でだから、トータル１億２，０００万円ですか。

いや、財政も非常にね、前から厳しいということで、これだけの金を捻出するのは大変

だろうと思うし、ただまあ、熊野で唯一のグラウンドですから、町民グラウンド。まあ、

学校施設等ありますけども、社会体育の施設の中心ですから、これだけの金をかけられ

るのはもう、いろいろと私も思うわけですけども、私はだから、前、以前申し上げたの

は、マンホールを５カ所、四隅と中央とぐらいへ設ければ、何とか水は逃げやへんのか

な思って、私は思っとったんですが、そういう実験いうんですか、試しいうんですか、

そういったことは業者のほうと話をされたんですか。私が言ったような案でですね。今

はある程度かまぼこにしながら、左右には逃がすけども、暗渠を埋めてということがあ

りますよね。暗渠については何年ぐらいを見込んでおられますか、何年ぐらいを見込ん

で、要するに、その水を流してくれるかいうのを、見込みがあればちょっと教えてくだ

さい。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 民法部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部長（民法） この業務でございますけども、今年度はやはり、業者のほうに委託
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しまして、ところどころボーリングですか、ボーリングをしたりしまして、やはり土が

固まっておると、暗渠も詰まっておると、そういったことがございましたので、先ほど

説明したような工法になったわけでございます。業者の案、いろいろ検討しまして、当

初は２億円ぐらいかかるんじゃないかいう話もあったんですが、やはり安価にできない

かということで、まあやはり、一番安価でいい工法でできないかいうことで、このよう

になっております。それと、何年ぐらいもつかということでございますが、以前も御説

明したとおり、やはり、県立学校のグラウンドあたりでは、２、３０年で１回は整備し

直すということがございます。少なくとも、２、３０年は十分もつ、県立高校のグラウ

ンドのように、どんどんいろいろするわけじゃないですので、失礼ですが、インターハ

イ出るような方がですね、やるような、そこまでないもんですから、普通の現状、グラ

ウンドゴルフに利用するとか、町民運動会する、駅伝とかすれば、私はもう、３、４０

年はもつんじゃなかろうかというように考えております。 

はい、済みません、以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 中原委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（中原） ちょっと去年はおらんかったけえあれじゃが、女子サッカーを育てる会

に１０万円の補助金があるよね。あれ、いつからですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 民法部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部長（民法） 今年度からです。２年目という。今年度からですから、来年度が２

年目ということになります 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 中原委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（中原） 動きがわからんのですが。女子サッカーを育てる会の動きが。どういう

動きをされとるんですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 藤川生涯課長。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生涯学習課長（藤川） 女子サッカーを育てる会におきましては、国庫補助で女子サッ

カーをする、子供たちを育てるということで、学校のほうに女子サッカー部をつくった

経緯がございます。それで、女子サッカーを応援をしようということで、アンジュヴィ

オレとの交流会の開催、それから、アンジュヴィオレの試合の応援を企画していくとい

う事業をされております。 

以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 中原委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（中原） まあ、それで１０万円を使う、使われよる。それに使われよる。もった

いないような気がするんじゃが。ほかにもすることあるんじゃないか思うんで。まあ、

ええです、そりゃ。いいです、いいです。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  荒瀧委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（荒瀧） それじゃ、済みません。一般質問の流れから、ずっと教育長の対応など

を聞きましたときに、一番は、町長の御意見と、いろいろ討論するべきだろうと思うん

ですが、グラウンドゴルフ場の件でございます。前回選挙のとき、前ですね、佛圓先生、

温水プールを約束されてますね、ここの席で。高齢者のための健康維持、議事録がその

ときにあるかどうかですよ、こちらから上の方は同席されてらっしゃいます。今の女子

サッカーの件、まあ、あっこの一番西の端のそっちに、計画を民間でされてらっしゃる

わけですが、本来は、スポーツ施設の中央部なり、一部に集めてですね、逆に、熊野が

誘致すべきところだろうと思うんです。例のなでしこジャパンで花火が上がり、女子サ

ッカーも含めて、そういう意味では、やはりスポーツ施設の総合的な計画というのが必

要であろうと。もう一つ、文科省も中学校のクラブ活動も、地域型スポーツにしていこ

うと、先生の負担も。こういう全体の流れも踏まえていくとですね、グラウンドゴルフ

だけ先行しとるのはどうなんじゃろうかのうと。それも、１ｈａ、２コース、聞いとる
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話ですから間違えとったら言ってくださいよ。これはね、法律のあれをくぐるという話

です。要はその規模なら、ある施設は要らないと、調整池とかもろもろ。そういうのを

行政がしちゃいけませんよ。堂々と、しっかりとした施設、安全な施設をつくるいうの

が行政の仕事でございますので、いろいろな問題をもってますが、その点、グラウンド

ゴルフも結構ですよ。よく聞こえてますか、町長さん。聞こえてますか。だから、やめ

言うんじゃないですからね。いやいや、だから、グラウンドゴルフの、全部答えてもら

わないけんもんですから、まず、その佛圓先生とのお約束のことから行きましょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 温水プールを約束したことはございません。議員のほかの方にも聞かれ

ても結構なんですが、私はこれまで温水プールをつくりますと言ったことは一度もござ

いません。まず、その点を明確にしときます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 荒瀧委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（荒瀧） プール、まあ順番を追って行きましょうか、じゃあ。東中学校、こちら

のプール使えませんね。で、こうやって練習しておりますよね。形だけの水泳の練習で

すよ。これはおかしい状態であるいう点と、高齢化社会も含めて、リハビリも含めて温

水プールが要ると言われた佛圓先生の御意見を覚えてらっしゃいますか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 誰の御意見ですか。それ、議員さんの御意見ですよね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（荒瀧） 議員のときの最後の。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） いやいや、それを私がやると言いました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（荒瀧） 言われましたよ。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 言うてないですよ、それはないです、はい。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 荒瀧委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（荒瀧） まあそこは、言うた言わんいうような話してもあれですが、温水プール

の効能というのはあろうと思うんです。ほかにもいろいろなもの、サッカー場も、あっ

この平谷にあるよりは、今の町民グラウンドの横にあったほうがいいと思いますし、駐

車場のキャパも大きいほうがいいと思います。だから、全体計画があって、これだけの

グラウンドゴルフ場が要るんだという説明が一切ないわけです。だから、しちゃ悪い言

うちゃおりません。今からの時代、オリンピックも今度起こります、します。子供のス

ポーツ熱は上がって来ます。そんな中で、熊野からもノーベル賞の話もありましたが、

オリンピック選手出る可能性ありますよ。庄原からも出てるんですから。そんな中で、

スポーツ振興をいかにしていくかという構想があって初めて、このグラウンドゴルフが

ここに要るんだと、私は必要な、それが正しい説明であるように思うんですが、いかが

でしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 内田副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（内田） まず、ちょっといっぱいあるので、ちょっと途中飛んでしまったら申

しわけないですけど、まず、先ほど町長のほうが答弁をしました温水プールのことから、

ちょっと若干触れてみたいと思います。温水プールについては、話の中でちょっと今聞

きながら感じたことがございまして、以前に、熊野自動車学校の跡地に、業者さんが来

られて、あそこの中に福祉施設をつくりたいという話がございました。そのときに合わ

せて、プールもつくりたいんだという意見は確かにございました。ただし、これは民間

事業者さんが努力をされたんですけど、残念ながらだめになって、その後に萩原、最後

には呉地、川角ですね、こちらのほうに事業を展開されたというのがございます。そう

いった形の中で、話が出たことは確かにあったろうと思います。ただし、これは町のほ

うの施設じゃないので、町のほうからはちょっと触れてないと思います。 

続きまして、２点目がサッカー場です。これも、実は、名前は言うても、もう皆さ
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んよく御存じなので、広創不動産さん、これがですね、アンジュヴィオレで先ほどから

出てますけど、広島県の中で女性サッカーという形の中で、その当時は２部だったんで

すけど、残念ながら３部になってますけど、こちらのサッカーが女子サッカーとして頑

張ってらっしゃると。広創不動産さんは、そのサッカーを支援をしてやりたいという形

の中でスポンサーになってらっしゃいます。そういったことから、その先ほどのたまた

ま、また同じところになりますけど、熊野自動車学校の跡地、これが浮いとったという

ことで、これを公認をしてサッカー設備をつくりたいということで申し出がございまし

て、そういった形の中で、町のほうにこういう形の施設をつくっていくんだけど、町の

ほうでも、将来的にサッカーに関する支援等もできるものであればしてもらいたいとい

うことで御協議をいただきながら、現在、この３月から工事着工をされるという形にな

っとろうと思います。そうした形の中で、サッカーの場所については順番という形の中

でちょっと違うところなんですけど、そういった形の中で、サッカーは民間施設によっ

て行えるということになってます。順番だったと、形でということだったんで、最終的

にはグラウンドゴルフになります。グラウンドゴルフにつきましては、当初、町長も先

般、お答えのほうさせていただいたとおり、筆の里工房の上のほう、こちらのほうでサ

ッカー施設をやりたいということを、やはり言うてました。ただし、これは目的として、

いろんな形で集客という形も含んで、そういった形の中であちらのほうでもやりたいと

いうことで検討をしとったということは確かにございます。ただ、やはり、面積的なと

こでは、４ヘクという中でですね、その事業をかぶせていきますと、あっこは勾配もご

ざいます。そうすると、そういった形の施設をつくろうとした場合に、勾配の関係も含

んで、ちょっとなかなか困難なところがあったと。で、やはりそうは言いながらも、グ

ラウンドゴルフというのは多くの住民の方が利用される施設であり、町として、町長の

ほうも場所の検討という形の中で職員のほうにも指示をいただいておりました。そうし

た中、やはりスポーツ関係を集約させたほうがいいのではなかろうかということで、町

民体育館のほうの近隣という形の中で固まった土地があるということで、そこの中でグ

ラウンドゴルフ場に利用できないかという検討をしながら、確かに１ヘクという範囲は

限定をいたしました。それ、やはり、１ヘクでも一応２コース、本来は３コースつくる

のが理想であるという形のこともございましたが、２コースでも公認のコースになり得

るということもございまして、そういった形も含んで、町民グラウンドの隣接地にそう

いった形の施設をつくったらどうだろうかということでなってきたという経緯でござい
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ます。 

以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 荒瀧委員。 

  一度、休憩取らせてもらいましょうか。 

 暫時休憩します。再開は１４時５０分。 

（休憩 １４時３５分） 

（再開 １４時４９分） 

○文教分科会進行役（片川） 休憩前に引き続き、少々早いんですが再開いたします。 

  荒瀧委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（荒瀧） どうも、頭を冷やしてまいりましたので、整理してしますので、いずれ

にしましても、グラウンドゴルフはしちゃいけんという意味じゃないです。私も老人会

入りまして、グラウンドゴルフはさせていただいておりまして、和気あいあいの、仲間

づくりには随分貢献しておるのはわかっております。ただまあ、今からのビジョン、１

００年先とは申しませんが、せいぜい５年、１０年先の中で、スポーツ施設が随分大事

になってくると、駅伝も含めて、随分熱心な町でございます。そんな中でビジョンをも

ってこのグラウンドゴルフ場を位置づけていただきたいという願いでございます。いか

がでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 民法部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部長（民法） 先ほどから言っております、今の町民グラウンドの周辺、このあた

りが、やはり熊野町のスポーツの本当の拠点であろうかと思います。今、毎年毎年古く

なった町民体育館を屋根直したりとか、今度はグラウンド整備いたします。そういった

中で、グラウンドゴルフの人口ふえております。グラウンドゴルフされる方が、平日の

午前中行けばグラウンドいっぱいです。もうたくさんおられますので、ほかのスポーツ

ができないこともございますので、やはり、グラウンドゴルフされる方は、そういう専

門つくって、また新たなスポーツを、このグラウンドのほうでしていただくいうことも

できるんじゃなかろうかと思います。また、将来的には、グラウンド、町民グラウンド
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周辺のほう、用地が限られてますけども、整備したりしますと、２期工事、３期工事の

ほうも可能になるんではないかと思います。やはり、限られた予算の中で、住民の健康

増進、介護予防、そして、スポーツ振興とですね、そういったことを含めて、教育委員

会のほうでも、しっかり考えていきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） よろしいですか。 

諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） さっきのグラウンドの件は、私がこれも以前言うたんですが、要する

に、学校においては、グラウンドは教室なんですよということを、わし、言いました。

それは、町民グラウンドのレベルがどうこう、粗末にせえとか言うんじゃないですけど

も、それほどの金をかける必要はないんじゃないですかいうことを、私は前、申し上げ

たんですが、今、こういう方向で動いとるんで、もう先ほどちょっと言いよったんです

が、諦めと納得は紙一重というとこで、とやかく余りこれはもう言いません。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 一言だけ言わせてください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 私、１億何ぼもかけとうないんですよ。初めは１億５，０００万円から

８，０００万円という数字があって、ああ、これはとてもじゃないが、財源のない中で、

非常に大変だなということで、簡易な方法考えたんです、いろいろ。ほんで、恐らく２

年かけて、ちょっといろんなことを、グラウンドの土を、１００万か２００万かけて一

部に張ったりしたので、結局、中全体のことはわからんということで、例えば、その工

法取れば１億切る、７、８，０００万円という数字が上がってきたんですが、これをや

って失敗したときに、じゃあ、誰が責任取るかということですよ。何のためにそんな大

金かけるんだと。今の穴の工法でも、もし、本当に担保されるならそれでもやりたいの

ですが、担保が取れんのですよ、あんだけ広いと。何が原因かというのが、いろいろ調

べたら、やっぱり最初の工事が悪いというのも、これ言っちゃ悪いのか。ということも
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何回も聞きました。ちょっと工事の最初の工事があんまりよくないというのをですね、

そういったことがあるんで、いろいろなそんな簡易な方法を取ったときに、恐らく２，

０００万、３，０００万行くと思うんです、それでも。それで、失敗したときに、じゃ

あ、何回失敗繰り返すんかということになるんで、じゃあもう思い切ってグラウンド、

排水をやり変えて、排水をきちっとして、今後は車を入れないということでやろうとい

うことで決定した、どう言うんですか、方向決めた次第でございます。その点は私も同

じ気持ちがあるので、御理解いただきたいと思うのですが、よろしいでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） 別に、町長さんに負けようとか勝とうとか思って言うんじゃないんで

すが、事実ね、一つ言うたら、あっこだめなんですよ。わし、熊野高校におったからよ

うわかっとるんですが、熊野高校、昔、今は暖かいからあれですけど、グラウンドがし

みて、もう１２月にしみたら３月いっぱいまで使えないんですよ、昔はね。今はもう天

気が暖かくなったからいいんですけど。あのときに、バレーコート１面分の工事を試験

的にやってみたりするんですが、簡単に言うたら、あの地域は、さっきも出とりました

ように、粘土質で基本的に下へ向いてしみ込むような土壌じゃないんですよ、あっこが。

だから、多分町民グラウンドの位置もそうだと思います。だから、暗渠を埋めても自然

に下へ向いてしみ込んでいく水の量が、あの地区は、あの地域の土壌は少ないんだとい

うことを知っといてください。だから、他の地域の、どう言うんか、暗渠を埋めてもつ

年数よりも絶対短いです。それはもう、私、実際おってから、何遍も奥アンツーカ－と

いう業者に来てもろうて、実験をして、下へ向いて、２０センチやってみたり、３０セ

ンチやってみたり、５０センチやってみたりもしました。そのいろんなケースを実験を

した中で、結果的に、さっきの繰り返しになりますが、水がしみこむ量があの地域その

ものが少ない。粘土があるからしみ込まない、いうのをぜひ知っとってください。それ

からまあ、ついでに言えば、私も以前、呉の市民グラウンドで、昔の練兵場ですよね、

あっこがマンホールがあったのを覚えとったんで、実際私もこの前、呉まで行ってみま

した。それで、聞いたら、３、４年前に暗渠を埋める工事を呉はしとります。だけどや

っぱり、基本はさっきも言ったように、私は物理的に、マンホールを掘っとけば、掘っ

てそこへ水を流しとけば、それは簡単な作業で土を上げて、また流すこともできるから、
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物理的にそのほうが単純でいいんじゃないかなというのが私の思いで言わせてもろとん

です。まあ、ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 荒瀧委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（荒瀧） 今、そういう意味で振ったんじゃなかったんですが。それで、教育長さ

ん、全員協議会などで、まあ実施設計ですから、まだ事業までに時間はあるわけでござ

いますので、ぜひぜひ報告いただいてですよ、スポーツ振興のビジョンで教育委員会と

して練っていただいて、その連携を取りながら、議長を中心に議会もまとまっていくわ

けでございますので、責任があるわけですから、議決をするということ。ぜひよろしく

お願いしたいと思うんですが、いかがですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 教育長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育長（林） 先ほど来、スポーツ施設を一つのに集約したらどうかとかいうこと、非

常に一つの考え方としてよくわかります。まあ、問題はいわゆる物理的な土地の問題、

そしてお金の問題。できる範囲の中で、精いっぱい知恵を出し合いながら、今後考えて

いったらというように思います。 

以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  沖田委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） 済みません、２２１ページの「道徳教育改善・充実」総合対策事業負担

金の説明をよろしくお願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 横山次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部次長（横山） こちらにつきましては、熊野第三小学校が国から道徳教育の指定
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校ということで指定を受けます。これは具体的には、授業研究等推進いたしまして、そ

の研究成果を県内の各学校に普及していこうという目的のために使える費用ということ

でございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） 済みません、諦めが悪いものでまだグラウンドゴルフのことを。だか

ら、実施設計に入ると言われることは、だからもうある程度設置をすることを基本にし

て進められるんだというように思うんですけども、今、公認の２コースとかいうような

話が出てますけども、公認の基準、わし、ちょっと勉強しよう思うたのですが、ようせ

んかったんですが、公認は、公認のコースはこうでなけらにゃいけない、いうような基

準があるんですか。わし、ちょっとそこはわからない。もう一つは公認にすることによ

って、外から、町外の人も呼べれるような施設ができるんか、できないのか、ちょっと

そこを教えてください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 民法部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部長（民法） まず、公認ということでございますけども、これは、公益社団法人

日本グラウンドゴルフ協会というのがございまして、設計段階から、この協会のほうに

いろいろ認定コース規定というのがございまして、この認定を取りましたら、認定料５

万円、５年ごとに更新というんですけども、そうしますと公認が取れ、そして、そうい

った公認ゴルフコースであるよというのを、看板を掲げてもいい。そして、このグラウ

ンドゴルフ協会のほうのホームページ等に出していただけると、そういった感じでござ

います。いろいろ、基準はやはり、認定する前には書類を協会に出して、そしてまあや

はり、協会の方が見に来て、オーケーということになったら認定になるということでご

ざいます。 

  以上でございます。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） そのコースは、だから、規定の長さもいったり、それはだから、向こ

うが見るわけですよね。それは土でいいんですか、それとも芝生なんですか、人工芝な

んですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 民法部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部長（民法） 公認のほうに、認定についてはですね、やはり、土でも天然芝でも

人工芝でもいいということにはなっております。今うちのほうでは、基本設計の段階で、

やはり人工芝とか天然芝ありますと、人工芝はかなり金額高いものですから、今のとこ

ろは、やはり天然芝ということで考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） いや、天然芝やったら大変ですよ。メンテナンスが、これは少々じゃ

ないですよ。私らも野球場何かも、何したことがありますが、一番安うても、年間のメ

ンテナンスが何十万、１００万円近く、やっぱり要りますよ。だから、そしたら、また

天然芝にすれば、逆に言えば今度は使用を制限しないとすぐ剥げてしまう。だから、そ

ういったようなことをしっかり踏まえてですね、やっていただきたいなというように思

いますが、いかがでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 民法部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部長（民法） 今現在は基本設計段階でございますので、今のところ、調べました

ら、人工芝と普通の張芝、８倍違うということで、人工芝はもうちょっと高過ぎるので、

ちょっと削除いたしまして、そうしますと、普通の張芝か、後はまあ土ですが、やはり、

グラウンドゴルフ、今回利用者にアンケートをとったところによりますと、やはり、あ
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ちこちの大会行きますと、やはり芝のコースが多いと、いつも町民グラウンドで砂のほ

うで練習しておると、まあ上達せん、勝てんいうか、本人の技量のせい、いや、これは

ちょっと言われないですが。そういうのもございますので、一応天然芝で、熊野でもこ

こで練習すれば、よそで勝てるよというのをね、やっていきたいと基本設計の段階では

考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） まあ、天然芝で考えられてるいうのは、ちょっと私もね、これはじゃ

けど、簡単に言ったら、さっきも言いましたように、週に３日か４日かしか使えないで

すよ。私も、例えば、びんご運動公園勤めたことがありますが、芝生、サッカーをした

りするのに、陸上競技場の分あたり使ったりした場合ですね、本当、時期によったらも

っと制限しなきゃならないし、あるいは、１週間とか１カ月とかの単位で芝生を休まさ

ないと難しいですし、それから、芝生も時には病気になりますので、全部をやり直した

りしなきゃいけないようなこともあったりしますから、芝生いうのはどうかなというふ

うに私は思っております。ちょっとついでに言うたらあれですが、びんご運動公園の裏

側に１万平米ぐらいの、要するに自由広場があるんですよね。木も植えたりとか、あそ

こへ自由に設定して、後、県のグラウンドゴルフ協会の会長になっちゃった人なんです

が、その人あたりは、そこへ来て設定して、平生はだからグラウンドゴルフ場じゃない。

それで、自由にそういう、そこで広場で、平生は子供がいろんな遊んだりしよる、ある

いはジョギングもしよる、そういう場所があったんですが、わしはそんな観点でいいん

じゃないかなというような思いが一つあります。それから、もう一つ言うたら、先ほど

言いましたように、今のレベルでは、町の形、考えられておるレベルから言うたら、人

をどんどん町外から呼べれるような施設にはならんのと思います、私は。だから、そう

したら、町民がもっと使える、使いやすいような形を考えたら、今言ったような多目的

の広場のほうがいいかなというようにも思います。 

  それから、もう一つ言わせてください。かつて、担当の課長さんあたりに話ししたか

ら、部長さんまでは行っておるかもわからんですが、町民グラウンド、今、先ほどから

話が出とったら、要するに、スポーツのメッカにすると言われるじゃないですか。メッ
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カにするなら、火葬場をね、私はぜひのけてほしいなというように思うんですが、ただ、

人によったら、あれをええ見晴らし、飾りにすりゃええいう人もおってんですが、やっ

ぱり私は、あっこ火葬場はね、撤去したいなと。そしたら、火葬場の撤去と合わせて、

グラウンドゴルフとか多目的の広場とかいうような形が考えられんかなというようなこ

とを思っておりますが、御意見いただきたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（内田） 火葬場の問題ということでございます。実は、地元のほうからも、町

のほうの御協力いただけないかというところで、実際に話もいただきました。ただ、は

っきり言って、これは個人のところの財産でございます。そこのところをどの程度支援

ができるかということも考えて行かなきゃいけないし、今残ってるのは、確か町内では

あっこだけかな、町内ではあっこだけだと思いますので、今後、今、先ほど諏訪本議員

おっしゃられるような形で、そういう形のメッカにしようじゃないかという時には、や

っぱり何とか町のほうも考えていかなきゃいけないようなことも出てくると思います。

ただ、今現時点では、ちょっと、はい、そんならすぐやりますといったことはできませ

んので、ちょっとハードルが若干あります。そこら辺のことが何とかなれば、そういっ

た形も可能ではなかろうかとは考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

文教分科会進行役（片川） 暫時休憩します。 

（休憩 １５時０５分） 

（再開 １５時０６分） 

○文教分科会進行役（片川） 会議を再開いたします。 

  ほかにございますか。 

  諏訪本委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（諏訪本） 済みません、私ばっかり。今の煙突の火葬場の関係ですが、これ、私

がそれにかかわったのは、町のあっこの体育館の職員から、あっこの中に入って小学生

が、あれは、小学生が弁当食ったりしよる。中学生が煙突に登ったりしよるということ
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があって、で、わしもいろいろ調べて、それで文書にしてお渡ししとるんです。だから、

こういったことが、今後、もし事故等があったりしたんじゃ、もう大変なことなので、

火葬場のいきさつも全部聞きましたけども、今後そういった事故等起こらないようによ

ろしくお願いしたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 諏訪本委員、関連事項なので、全員協議会でいうことで、

話を前に進めたいと思いますので、ほかの項目に対して何かございますでしょうか。 

  民法委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（民法） 済みません、このたび、みらい交流館に防犯カメラを設置するいうこと

でございますが、私の聞き間違いかどうかわからんですが、あの遊具の場所につけるい

うことでよろしいんですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 藤川生涯学習課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生涯学習課長（藤川） 防犯カメラのほう３台つけることにしておりまして、遊具の場

所、それから玄関前のあたり、防犯カメラですよね。不審者が入ってきたときに、遊具

の、遊んでる人の安全が保てないということで防犯カメラのほう。はい、３カ所設置の

予定としております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 民法委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（民法） 前回のときには、土日に職員なり、警備員なりつけてくれって言ったと

きにつけれないということでございました。まあ、そういったことでつけられたのかな

と思ったわけでございますが、事故と、今も土曜日、日曜日、ちょっと今寒いので人は

少ないんですが、結構利用者もおられるんで、そういったことで、大変いいことだろう

と思いますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） よろしいですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○委員（民法） よろしいです。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） ほかに。 

  立花委員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（立花） 今のことに関連してですが、以前公共施設には、防犯カメラつけるとき

にはプライバシーの問題があるということを言われたんですが、これはもう、プライバ

シーのことについては克服されたということでよろしいんでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 民法部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部長（民法） プライバシーのことございますけども、一般的には、常時見るのよ

りは何か事故があったときに、最近、去年もよく子供たちが後から殴ったとか、そうい

ったことがございまして、いろいろな防犯面、後、犯人を、じゃないんですけども、そ

ういった面もございますので、今の時代、やはり子供さんの保護者あたりからですね、

どうもならんのかというのもありますので、うちのほうも、やはりちょっと３カ所ぐら

いして、何かあれば駆けつけるということで、プライバシーでなくて、やはり安全にみ

んなが遊んでもらうためにということでつけさせていただくということでございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） 岩田部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部長（岩田） 少し補足をさせていただきます。今の、くまの・みらい交流館、そ

れから新しくできます、こども夢プラザ、これについては施設を管理するために、施設

の敷地内について若干防犯カメラの設定を考えてございます。それから、今、言われる、

防犯カメラ恐らく道路とかのことを言われるんだろうと。そうではないですか。済みま

せん。施設を管理するためにカメラが必要な場合は、これは施設の管理者として必要に

応じて設置をしてまいります。それから、以前から防犯カメラについてプライバシーの

ことを言ってたのは、道路などでいろんな通行を映すということで、監視カメラではご

ざいませんので、そういう面はあるので、十分承知しておるんですが、やはり画像も広

い意味では個人の情報だというのは強くもたなくちゃいけないので、ある程度やっぱり
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住民さんの合意を得てやる必要があるということで、その当時は慎重であるという返事

をしたことでございます。 

以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教分科会進行役（片川） よろしいですか。ほかにございますか。 

  ほかにございませんか。 

  ないようでしたら、以上で当分科会の審査は全て終了といたします。 

  それでは、審査報告書につきまして、進行役において報告書を作成したいと思います。 

  報告書作成のため、暫時休憩します。 

（休憩 １５時１１分） 

（再開 １５時１２分） 

○文教分科会進行役（片川） 休憩前に引き続き、分科会を再開いたします。 

  分科会報告書を作成しましたので、朗読いたします。 

                  （案）           

平成３０年３月 

 予算特別委員長 藤本哲智様 

                       文教分科会進行役 片川 学 

平成３０年熊野町議会予算特別委員会文教分科会審査状況報告書 

  本分科会は平成３０年予算特別委員会において付託された次の件について３月９日に

分科会を開催し、慎重に審査した状況を報告する。 

１．審査議案、議案第２９号、平成３０年熊野町一般会計予算のうち教育費、民生

費の一部について。 

以上でございます。 

それでは、ただいまの分科会報告書を予算特別委員会に報告することで御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○文教分科会進行役（片川） それでは、ただいまの分科会報告書を予算特別委員会で報

告することに決定しました。 

  皆さん大変御協力ありがとうございました。 

  それでは、予算特別委員長へ交代いたします。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） 皆さん、大変お疲れさまでございました。 

それでは、各分科会による審査が終了しましたので、３時３５分から議場において

予算特別委員会を再開します。 

よろしくお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（散会 １５時１４分） 
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平成３０年 予算特別委員会 

（会議録 第２号） 

 

１．招集年月日  平成３０年３月９日 

２．招集の場所  熊野町議会議場 

３．開会年月日  平成３０年３月９日 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

４．出席委員（１６名） 

    １番 尺 田 耕 平     ２番 竹 爪 憲 吾 

    ３番 立 花 慶 三     ４番 諏訪本   光 

    ５番 沖 田 ゆかり     ６番 片 川   学 

    ７番 時 光 良 造     ８番 民 法 正 則 

    ９番 荒 瀧 穂 積    １０番 大瀬戸 宏 樹 

   １１番 藤 本 哲 智    １２番 山 野 千佳子 

   １３番 久保隅 逸 郎    １４番 中 原 裕 侑 

   １５番 馬 上 勝 登    １６番 山 吹 富 邦 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

５．欠席委員（０名） 

     な し 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

６．説明のために出席した者の職氏名 

      町 長         三 村 裕 史 

      副 町 長         内 田   充 

      教 育 長         林     保 

      総 務 部 長         岩 田 秀 次 

      企 画 担 当 部 長         宗 條   勲 

      民 生 部 長         光 本 一 也 

      建 設 部 長         沖 田   浩 

      教 育 部 長         民 法 勝 司 

      総 務 部 次 長         西 村 隆 雄 
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      民 生 部 次 長         時 光 良 弘 

      建 設 部 次 長         貞 永 治 夫 

      建設部技術次長         林   武 史 

      教 育 部 次 長         横 山 大 治 

      財 務 課 長         桐 木 和 義 

      地 域 振 興 課 長         西 岡 隆 司 

      企 画 担 当 課 長         西 川 伸一郎 

      税 務 課 長         立 花 太 郎 

      高齢者支援課長         加 島 朋 代 

      住 民 課 長         堀 野 辰 夫 

      子育て・健康推進課長         隼 田 雅 治 

      生 活 環 境 課 長         堂 森 憲 治 

      都 市 整 備 課 長         穂 坂 俊 彦 

      上 下 水 道 課 長         寺垣内 栄 作 

      生 涯 学 習 課 長         藤 川 千 浪 

      会 計 課 長         光 本 琴 音 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

７．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

      議 会 事 務 局 長         三 村 伸 一 

      議会事務局書記         永 谷   望 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

８．会議に付した事件 

 議案第２９号 平成３０年度熊野町一般会計予算について 

 議案第３０号 平成３０年度熊野町国民健康保険事業特別会計予算について 

 議案第３１号 平成３０年度熊野町公共下水道事業特別会計予算について 

 議案第３２号 平成３０年度熊野町後期高齢者医療特別会計予算について 

 議案第３３号 平成３０年度熊野町介護保険特別会計予算について 

 議案第３４号 平成３０年度熊野町上水道事業会計予算について 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９．議事の内容 
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（開会 午後３時３４分） 

○予算特別委員長（藤本） ただいまの出席委員は１６名です。定足数に達していますの

で、ただいまから予算特別委員会を再開します。 

  まず各分科会での審査について、各分科会進行役から報告を受けたいと思います。 

  ３つの分科会におきまして、それぞれ慎重に審査していただきました。各分科会の報

告を、お手元に配付いたしておりますので、御確認ください。 

  それでは総務厚生分科会の報告をお願いします。 

  総務厚生委員長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務厚生委員長（時光） 平成３０年３月９日 予算特別委員長 藤本哲智様。 

  総務厚生分科会進行役 時光良造。 

  平成３０年熊野町議会予算特別委員会総務厚生分科会審査状況報告書。 

  本分科会は、平成３０年予算特別委員会において付託された次の件について、３月８

日に分科会を開催し、慎重に審査した状況を報告する。 

  １、審査議案  

  議案第２９号 平成３０年度熊野町一般会計予算のうち、議会費、総務費、民生費、

衛生費、商工費、消防費、交際費、諸支出金、予備費、教育費の一部について 

  議案第３０号 平成３０年度熊野町国民健康保険事業特別会計予算について。 

  議案第３２号 平成３０年度熊野町後期高齢者医療特別会計予算について。 

  議案第３３号 平成３０年度熊野町介護保険特別会計予算について。 

  以上、御報告いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） ありがとうございました。 

  続いて、産業建設分科会の報告をお願いします。 

  産業建設委員長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○産業建設委員長（民法） 平成３０年３月９日 予算特別委員長 藤本哲智様。 

  産業建設分科会進行役 民法正則。 

  平成３０年熊野町議会予算特別委員会産業建設分科会審査状況報告書。 

  本分科会は、平成３０年予算特別委員会において付託された次の件について、３月９
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日に分科会を開催し、慎重に審査した状況を報告する。 

  １、審査議案  

  議案第２９号 平成３０年度熊野町一般会計予算のうち、農林水産業費、土木費、総

務費の一部について。 

  議案第３１号 平成３０年度熊野町公共下水道事業特別会計予算について。 

  議案第３４号 平成３０年度熊野町上水道事業会計予算について。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） ありがとうございました。 

  続いて、文教分科会の報告をお願いします。 

  文教委員長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○文教委員長（片川） 平成３０年３月９日 予算特別委員長 藤本哲智様。 

  文教分科会進行役 片川学。 

  平成３０年熊野町議会予算特別委員会文教分科会審査状況報告書。 

  本分科会は、平成３０年予算特別委員会において付託された次の件について、３月９

日に分科会を開催し、慎重に審査した状況を報告する。 

  １、審査議案  

  議案第２９号 平成３０年度熊野町一般会計予算のうち、教育費、民生費の一部につ

いて。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） ありがとうございました。 

  以上で３分科会からの報告を終わります。 

  これより議案第２９号平成３０年度熊野町一般会計予算から、議案第３４号平成３０

年度熊野町上水道事業会計予算までを一括して、総括質疑を行いたいと思いますが、異

議ありませんか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（「なし」の声あり） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○予算特別委員長（藤本） 異議なしと認めます。よって、議案第２９号から議案第３４

号までを一括して、総括質疑を行うことに決定しました。 

  それでは質疑ありませんか。 

  山野議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（山野） はい。国保会計のところで質問すればよかったのですけども、さらっと

行ってしまったので、ちょっともう一度確認させていただきたいと思います。 

今年度から、広域で国保会計を管理するということなんですけれども、以前の町の

負担、事務処理とどう変わってきたのか、後期高齢者会計とどう違うのか、といったこ

とを教えていただきたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○予算特別委員長（藤本） 光本民生部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○民生部長（光本） はい。国保の新年度からの事務の流れいうか、変更についての御説

明をいたします。 

  今、後期高齢との比較ということもありました。実は、後期高齢の場合は、各、県内

の各市町のほうから職員が、職員を派遣しまして、広域連合を組織をして、そこで、基

本的には事務をとっております。保険料の賦課決定につきましても、広域連合のほうで

行い、各市町のほうで徴収するという形にしております。基本的には、この国保の広域

化につきましては、基本的には、これは広域連合とは異なっております。具体的に申し

ますと、広域化ということで、県の単位化という言い方しておりますけども、これまで

市町村がそれぞれ個別に運営しておりましたものを、新年度から県が財政運営の責任主

体として新たに運営に加わるということになります。県と市町が一体となってこの制度

を運営するという形に変わります。 

基本的に、住民の方におかれましては、手続等については、これまでの国保制度と

変更はございません。具体的に申しますと、事務事業の項目になりますけども、資格管

理、それと保険税の決定、医療費等の保険給付、それと健康づくりも含めた保険事業、

この４つがございますが、事務指定で申し上げますと、まず、資格管理、具体的には保

険証の発行、資格の取得・喪失、住所変更等の手続、これにつきましては、これは今ま

で当然役場のほうの窓口で行っておりますが、新年度からも基本的にはこれまでどおり、
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町の窓口で対応を行います。ただ、保険証が今までは各市町でそれぞれ運営しておりま

したので、保険証の市町名は熊野町となっておりました。それが、新年度からは広島県

と熊野町が併記をされるというものに変更になります。 

それと、２つ目、保険税の決定でございますが、これは、従前、町のほうで賦課決

定をして徴収するという形でございましたが、これも基本的には、これまでどおり、町

のほうで保険税率を決定して、賦課徴収をするということで変更はございません。 

それと、今度は保険給付、医療費の給付、それと、出産一時給付金、葬祭費、高額

療養費等の給付がこれに当たりますけども、これも、これまでどおり、町の窓口で申請

を受け付けて給付するということで変更はございません。 

４つ目の保健事業、これは特定健診、いわゆるメタボ健診の実施、それと、保健指

導、それと、今現在も実施しておりますが、住民の方への医療費の通知、ジェネリック

のほうの差額の通知等もこれまでどおり、新年度からも引き続き町のほうで実施すると

いうことで、基本的には、住民の方の手続等変わりませんし、職員等も書類等の変更は

ございますけども、基本的には、やることは変更はございません。いうことで、事務量

につきましても、これは実際に始まらないとちょっと想定できてない部分はわからない

んですけども、大幅にふえたり減ったりということは、現在のところは考えておりませ

ん。先ほど申しましたように、様式と制度改正ですから、様式等の変更、記載の変更等

があることは考えておりますが、事務量等、大幅にふえたり減ったりということは考え

ておりません。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） 山野議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（山野） 以前に、８月に保険料の話があって、広域になるという話はあったんで

すけれども、詳しいことはよくわからず、今回の３月の予算になったんですけれども、

要するに、医療機関にレセプトが出て、それを支払基金がして、それで、熊野町が全部

保険料は県のほうに払って、その医療機関に支払うのは町が払うんですかね。それから、

また戻って来るのか、お金が。その辺が何かちょっとよくわからないんですけどね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） 光本民生部長。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○民生部長（光本） はい。医療費の流れとなりますが、住民の方が病院にまず行かれる

と、病院のほうで当然支払いをするんですが、病院のほうが、いわゆる自己負担分を除

いたものを、これまでは国保連のほうに請求されてました。国保連のほうから、その請

求された国保連のほうから各町に来て、町から国保連に支払って、国保連から医療機関、

病院のほうに払われるという流れが従前でした。この流れは基本的に変わりませんが、

県のほうで、その病院のほうに、まず、住民の方が病院に行かれて、病院から国保連に

請求があります。それを一端、町にまた戻ってくるのですが、町から県のほうに今度は

請求という形で。ちょっとまどろっこしいですが、再度また町に返ってくるというとこ

ろで、ちょっとそれが県が挟まれることによって、その手間がちょっと若干ふえるとい

うように変更はあります。最終的には国保連から病院に払ういうところが、流れになっ

ております。ちょっとそのような形で、ただ、県が入ることによって、そういう、１個

県が挟まれるいうことで、手間が一つふえますので、その辺はこれまでどおり、町のほ

うで委任受領じゃないですけど、そういう形で、省くような形で事務の効率化をという

ことが、若干各市町から意見出ておりますが、今の段階ではそういう状況でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） 山野議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（山野） はい。県が挟むことによって、またちょっと一つ、一段階煩雑な感じに

なるんですけど、それによって、各市町が保険料がある程度の統一ができるのか、そう

いうためにされたのかというのがよくわかるんですけれども、後期高齢者医療のように、

もう一括して支払ったらそのままで、向こうが処理してくれるという、県の職員が出し、

町の職員が何人かを出して組合をつくってでも、そういう形のほうがいいんじゃないか

なとは思うんですけど、これはまた、これからのあれかもしれないですけども。まあ、

これは意見として考えておいてください。 

はい、以上です。ありがとうございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） 続いて、沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） 済みません、臨時財政対策債なんですけれども、この税負担と住民サー



－184－ 

ビスの割合を示す還元率の推移がわかれば教えてください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） 岩田総務部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部長（岩田） はい。臨時財政対策債ということでございますので、まず、町債の

一部になりますので、それから御説明したほうがいいのかもしれませんが、ちょうど、

ちょっと手元に１０年間、ちょうどもってますので、町債については、平成２２年、２

３年ぐらいがピークにですね、ちょっとこういうカーブを描いておりまして、１０年前

と現在の基金残高がほぼ同程度ということになっておりまして、約６５億円程度一般会

計でもっております。最高のときは６６億後半、６８億ぐらいですね、もっておりまし

た。その中で、臨時財政対策債の借入額が７億４，０００、５億、３億、４億、８億、

７億、５億、６億、６億、４億、こういうふうにかなり大きな額になっておりまして、

償還額としましてはですね、臨時財政対策債の償還額、そのものはもうちょっと、それ

だけはもっておりませんので、これはお答えはできないのですが、１０年前の前基金残

高に対する臨時財政対策債の残高の割合が、約２８％ぐらいでした。ですから、７０％

ぐらいが、７８％ぐらいが町の借金、それで、臨時財政対策債が大体３割弱ぐらいと思

ってましたが、２８年度でですね、見てみますと、臨時財政対策債の残高の割合は、基

金の残高は一緒なんですが、５８％というふうに、先ほどのような経緯なので上昇して

おります。ですから、町自体の、その起債っていうのは減って来てるというふうに理解

をいただいてもいいんじゃないかというふうに思っております。臨時財政対策債そのも

のの、ちょっと償還についてはですね、ちょっとこういう資料をもっておりませんので、

また、準備を係のほうでするようにさせていただきます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） 沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員（沖田） この臨時財政対策債に対する、今後の借り入れ方針みたいなものがあれ

ば、お伺いさせていただきたいのですが。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） 岩田総務部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○総務部長（岩田） 臨時財政対策債につきましては、地方財政計画といいまして、財務

省のほうでつくられる計画に基づいて、地方交付税の中で整理されるものでございまし

て、現金で配られる地方交付税と、起債でやる臨時財政対策債の振り分けについてはで

すね、実は、国のほうから通知がございまして、それに基づいて、うちの最高発行額が

決められるというふうになっております。ですから、御承知のように、臨時財政対策債

は、仮に町が借りなくても返済原資が国から交付税で賄えるというものでございますが、

財政の健全化ということもありますので、今までは、指示された範囲のものについては

ですね、借りて来てるという状況でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） ほかにございませんか。 

  ないようでしたら、総括質疑を終了します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

  これをもって、討論を終結します。 

  これより、議案第２９号「平成３０年度熊野町一般会計予算」から、議案第３４号

「平成３０年度熊野町上水道事業会計予算」までを、一括して採決します。 

  本案については、原案のとおり可決すべきものと決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○予算特別委員長（藤本） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第２９号から議案第３４号までについては、原案のとおり可決すべきも

のと決定されました。 

  これより、議案第２９号から議案第３４号までを、原案のとおり決定することとする、

委員長報告書を作成したいと思います。 

  暫時休憩します。 

（休憩 午後３時５４分） 

（再開 午後３時５６分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） それでは休憩前に引き続き委員会を再開します。 

  報告書を作成しましたので、朗読します。 

  案、平成３０年３月９日 熊野町議会議長山吹富邦様。 

  予算特別委員長 藤本哲智  
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  平成３０年熊野町議会予算特別委員会審査報告書。 

  本委員会は、平成３０年第１回熊野町議会定例会において付託された次の件について、

それぞれ慎重に審査した結果、いずれも原案のとおり可決されるべきと決定したので、

会議規則第７７条の規定により報告します。 

  議案第２９号 平成３０年度熊野町一般会計予算について。 

  議案第３０号 平成３０年度熊野町国民健康保険事業特別会計予算について。 

  議案第３１号 平成３０年度熊野町公共下水道事業特別会計予算について。 

  議案第３２号 平成３０年度熊野町後期高齢者医療特別会計予算について。 

  議案第３３号 平成３０年度熊野町介護保険特別会計予算について。 

  議案第３４号 平成３０年度熊野町上水道事業会計予算について。 

  ただいまの委員長報告書について、採決します。 

  お諮りします。ただいまの委員長報告書を、本会議に報告することに御異議ありませ

んか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（「なし」の声あり） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○予算特別委員長（藤本） 異議なしと認めます。 

  よって、ただいまの委員長報告書を本会議に報告することに決定しました。 

  皆さん、ありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（散会 午後３時５７分） 


